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区・部改革目標 工程表区 部改革目標　工程表

新　　潟　　市

【平成22～24年度 進捗状況報告書】



地 域 ・ 魅 力 創 造 部 ･････････････････ 1 北 区 ･････････････････ 64

市 民 生 活 部 ･････････････････ 3 東 区 ･････････････････ 68

危 機 管 理 防 災 局 ･････････････････ 8 中 央 区 ･････････････････ 71

文化観光・スポーツ部 ･････････････････ 9 江 南 区 ･････････････････ 76

環 境 部 ･････････････････ 13 秋 葉 区 ･････････････････ 81

福 祉 部 ･････････････････ 18 南 区 ･････････････････ 86

保 健 衛 生 部

目　　　　　　次

保 健 衛 生 部 ･････････････････ 24 西 区 ･････････････････ 88

経 済 ・ 国 際 部 ･････････････････ 27 西 蒲 区 ･････････････････ 92

農 林 水 産 部 ･････････････････ 29 会 計 管 理 者 ･････････････････ 94

都 市 政 策 部 ･････････････････ 33 選挙管理委員会事務局 ･････････････････ 95

建 築 部 ･････････････････ 37 人 事 委 員 会 事 務 局 ･････････････････ 98

土 木 部 ･････････････････ 40 農 業 委 員 会 事 務 局 ･････････････････ 99

下 水 道 部 ･････････････････ 43 消 防 局 ･････････････････ 100

総 務 部 ･････････････････ 47 教 育 委 員 会 ･････････････････ 102

財 務 部 ･････････････････ 57 水 道 局 ･････････････････ 104

都 市 政 策 研 究 所 ･････････････････ 63 市 民 病 院 ･････････････････ 106



■地域・魅力創造部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

【各所管課】各取り
組みの着実な実施

・21年度の取り組み
の進行管理と評価
【各所管課】各取り
組みの着実な実施

・22年度の取り組み
の進行管理と評価

・実施 ・実施 ・評価 ―

・各取り組みを着実
に実施した

・各取組を着実に実
施
・平成21年度の実績
を評価し，議会報告
及びホームページに
て公表

・第2次実施計画に合
わせて実績を評価
し、議会報告及び
ホームページにて公
表

―

・全ての事業を点検
し，後期実施計画を
策定

・進行管理 ・進行管理 ・進行管理

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

 政令市に移行
して2年が経過
し，改めて政令
市としての取り
組みが問われて
いる中で，平成
21年度からの2
年間に緊急的，
戦略的に取り組
む施策をまとめ
た「戦略プラ
ン」に基づい
て，主要施策を
着実に実施しま
す。

「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実
施

政策調整課

工
程
表

工程概要 ・実施
・実施
・進行管理と評価

・進行管理と評価

【概要】
「戦略プラン」に盛られた主要施策の着実な実施と進行管
理，評価を行なう。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(111)　「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実施

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

 合併建設計画
については，時
間の経過による
社会状況の変化
等に応じた事業
内容の精査が必
要であり，「効

「合併建設計画後期実施計画」に基づく事業
実施

政策調整課

工
程
表

工程概要
・後期実施計画の策
定

・進行管理 ・進行管理 ・進行管理

【概要】
「効率性」と「事業をとりまく環境」の二つの視点により
全ての事業を点検し，後期実施計画を策定する。これに基
づき，事業を実施し，進行管理を行なう。

実施内容

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・後期実施計画の策
定

・実施及び進行管理 ・実施及び進行管理 ・実施及び進行管理

・全ての事業を点検
し，後期実施計画を
策定

・各事業の着実な実
施に向けた支援，進
行管理を行った

・各事業の着実な実
施に向けた支援，進
行管理を行った

・各事業の着実な実
施に向けた支援，進
行管理を行った

・所管課の協力によ
り，事務事業の現状
を調査のうえ，全体
の調整方針と工程表
を作成

【各所管課】個々の
事業の工程表を策定
し，住民説明等を実
施

【各所管課】工程表
に基づき，個々の事
務事業を統一，廃止
等

【各所管課】工程表
に基づき，個々の事
務事業を統一，廃止
等

指
標

510 250 100 50 0
平成26
年度

・現状調査及び全体
調整方針等決定に向
け検討

・個々の事業の統一
等の方針を決定

・個々の事業の統一
等の方針を決定

・不公平感解消に向
け、方針を決定

・経過措置，独自事
業について，所管課
の協力により，合併
後の状況を調査した
・類型化し，全体の
調整方針作成に向け
検討を進めた

・全体の調整方針と
工程表に基づき，
個々の事務事業の統
一（廃止）等の方針
について検討し，決
定

・平成23年度時点で
の個々の事業方針決
定の支援を行った

・平成24年度時点で
の個々の事業方針決
定の支援を行った

指
標

510 253 104 8

2

率性」と「事業
をとりまく環
境」の二つの視
点により全事業
を点検します。
こうして策定さ
れた後期実施計
画に基づき，事
業を着実に実施
していきます。

実施内容
（実績）

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(112)　合併建設計画事業の計画的実施

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

3

 合併市町村か
ら引き継いだ
「経過措置」
「独自事業」に
ついては，合併
からまもなく5
年が経過するこ
とから，期間を
定めて，統一や
廃止等に向けた
見直しを行なっ
ていきます。

合併市町村引継ぎ事務事業の見直し 政策調整課

工
程
表

工程概要
・現状調査及び全体
調整方針等の決定

・個々の事業の統一
等の工程表の策定

・工程表に基づく事
務事業の統一，廃止
等

・工程表に基づく事
務事業の統一，廃止
等

【概要】
現在でも残る500余りの経過措置，独自事業について，現
状調査のうえ，全体の調整方針や工程表を定める。それに
基づき，個々の事業の見直しの工程表を策定し，住民の理
解を得ながら，統一，廃止等を進める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

調整方針が未定の事務事業

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

調整方針が未定の事務事業 A

11



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・アンケートの実施
・他都市の状況把握
・広報連絡会議の開
催
・区への説明，意見
交換

・広報連絡会議の定
期開催
・区との意見交換
・予算，人事など関
係部署との調整

・新しい発行形態で
スタート

指
標

調査・検討 検討 実施

・調査・検討 ・広報紙検討 ・見直し実施 ・実施

・アンケート実施
・広報連絡会議の開
催
・地域課長会議へ説
明と意見交換
・他都市の状況把握

・広報連絡会議の定
期開催
・地域課長会議へ説
明と意見交換
・関係部署と調整
（予算・人事など）
・市民アンケート実
施

・市報・区だより合
体発行スタート（平
成23年7月）

・市報・区だより合
体発行を継続実施

指
標

調査・検討 広報紙検討 実施 実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

4

 近い将来の紙
媒体から電子媒
体へのシフトに
備え，政令市の
広報紙のあり方
について検討を
行い，市報にい
がたと区役所だ
よりを効果的か
つ効率的に発行
することにより
市民サービスの
向上を図りま
す。

市報にいがた，区役所だより見直し 広報課

工
程
表

工程概要 ・調査検討 ・広報紙の検討 ・見直し実施

【概要】
現状を精査し，政令市としての広報紙のあり方（市報にい
がた・区役所だよりの記事内容，発行回数・紙質・紙面構
成・写真掲載量など）を検討し，市報にいがたと区役所だ
よりを効果的かつ効率的に発行する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

新しい発行形態

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

新しい発行形態 B

 インターネッ
トやブロードバ
ンドの普及によ

利用者 ズ

双方向コミュニケーション機能の活用など，
利用者の利便性を重視した情報発信の推進

広報課 工程概要 ・検討 ・検討 ・検討 ・実施

・新しい情報発信方
法の検討（一部試
行）
・新ホームページ運
用管理システム構築
の検討

・新しい情報発信方
法の検討（一部試
行）
・新ホームページ運
用管理システム構築
の検討

・新しい情報発信方
法の検討（一部試
行）
・新ホームページ運
用管理システム構築
・新システムへの
データ移行

・新しい情報発信方
法の実施
・新システムの稼動
・25年度以降に現シ
ステムを廃止

指
標

検討・一部試行 検討・一部試行 検討・一部試行 実施

・検討 ・検討 ・検討 ・実施

・ホームページによ
る新しい情報発信方
法の検討（一部試
行）
・新ホームページ運
用管理システム構築
の検討

・新しい情報発信方
法の検討（一部試
行）
・新ホームページ運
用管理システム(CMS)
の仕様書作成

・新しい情報発信方
法の検討（一部試
行）
・新ホームページ運
用管理システム構築
・現システムから新
システムへのデータ
移行

・新しい情報発信方
法の実施
・新ホームページ運
用管理システムの運
用
・現システムを廃止

指
標

検討・一部試行 検討・一部試行 検討・一部試行 実施

5

る利用者ニーズ
の変化に対応す
るため，利用者
の利便性を重視
した情報発信を
推進し，双方向
コミュニケー
ション機能の活
用など，ホーム
ページの充実を
図ります。

工
程
表

【概要】
より迅速で双方向性のある情報発信を推進するため，ホー
ムページによる新しい情報発信方法の検討を行うととも
に，そのために必要な，新しいホームページ運用管理シス
テムを構築する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(232)　ホームページ等による情報発信の充実

実施内容

新しいシステムによる情報発信

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

新しいシステムによる情報発信 B

22



■市民生活部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 終目標／年度

・消費生活センター
の移転

指
標

準備 完了 継続 継続

・移転準備 ・移転完了 ・継続 ・継続

・工事の発注及び施
工　　　建築，電気
設備，衛生設備，電
話設備
・什器備品の発注及
び納品→部分移転開
始

・消費生活センター
の移転を完了し，移
転先で業務を開始し
た

・消費生活センター
業務の実施

・消費生活センター
業務の実施

指
標

準備 移転完了 継続 継続

工
程
表

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

 市民の安心安
全な暮らしをサ
ポートするた
め，「消費生活
センター」を移
転することによ
り利便性を高
め，機能強化す
るとともに，移
転に併せ相談受
付業務を拡充し
ます。また，庁
内に多重債務者
生活再建支援体
制を構築しま
す。

消費生活センターの利便性の向上と機能の強
化

市民生活課

評価

実施内容
（実績）

2

消費生活センターの移転 B

工程概要 ・移転準備 ・移転 ・継続 ・継続

【概要】
平成22年4月から移転先で業務を開始することにより，買
い物ついでの相談や自家用車を持たない方々の来所が容易
になると共に，消費生活情報も効果的に提供できることか
ら，消費者被害の未然防止に繋がる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(12)　政策課題の高度化への組織対応

実施内容

消費生活センターの移転

進
行
管
理
表

工程実績

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

標

・土日曜日の相談業
務の開始

指
標

準備 実施 継続 継続

・準備 ・業務の実施 ・継続 ・継続

○H22.1
・職員ローテーショ
ンの作成

・相談体制を整備
し，土日曜日の相談
業務を開始した

・土・日曜日の相談
業務の実施

・土・日曜日の相談
業務の実施

指
標

準備 業務の実施 継続 継続

市民生活課

工
程
表

工程概要 ・準備

実施内容
（実績）

・実施 ・継続 ・継続

【概要】
平成22年4月から土日曜日も相談業務を受付ける。勤め人
からの相談が受け易くなるほか，クーリングオフ制度（契
約から8日間）にも遅滞なく対応でき，市民サービスの向
上に繋がる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(12)　政策課題の高度化への組織対応

実施内容

土曜日曜の相談業務受付

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

土曜日曜の相談業務受付 B

2

消費生活相談窓口受付業務の拡充

33



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・課題の整理及び関
係課，機関との役割
協議

・具体的事例に基づ
く実践的取り組み

指
標

準備 開催 継続 継続

・準備 ・庁内検討会の開催

・庁内検討会議の開
催
・関係機関会議に出
席

・庁内検討会議の開
催
・関係機関会議に出
席

・関係機関との役割
協議
・県多重債務者対策
連絡会議（2回開催）
・県ワーキングチー
ムによる会議（3回開
催）

・消費生活センター
が多重債務者の生活
再建相談窓口である
ことの周知を徹底し
た

・関係部署・関係機
関に対して多重債務
者の掘り起こしと消
費生活センターへの
繋ぎを要請した

・関係部署・関係機
関に対して多重債務
者の掘り起こしと消
費生活センターへの
繋ぎを要請した

指
標

準備 開催 継続 継続

・各分野別の施策・
計画が人権尊重の視
点で取り組まれてい
るか調整する

・各分野別の施策・
計画が人権尊重の視
点で取り組まれてい
るか調整する

・各分野別の施策・
計画が人権尊重の視
点で取り組まれてい
るか調整し 必要に

・各分野別の施策・
計画が人権尊重の視
点で取り組まれてい
るか調整する

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

 市民の安心安
全な暮らしをサ
ポートするた
め，「消費生活
センター」を移
転することによ
り利便性を高
め，機能強化す
るとともに，移
転に併せ相談受
付業務を拡充し
ます。また，庁
内に多重債務者
生活再建支援体
制を構築しま
す。

多重債務者問題生活再建支援体制の構築 市民生活課

工
程
表

【概要】
平成22年から庁内事例検討会を開催することで，様々な行
政のチャンネルを活用して，多重債務者の生活再建を支援
する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(12)　政策課題の高度化への組織対応

工程概要 ・準備 ・開催 ・継続 ・継続

実施内容

庁内事例検討会

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

庁内事例検討会 B

 新潟市人権教
育・啓発推進計
画を推進すると
ともに，総合的
な検討・評価に
よる施策や計画
の見直しを行

新潟市人権教育・啓発推進計画（以下，「人
権計画」）の推進と評価・見直し

広聴相談課

工
程
表

工程概要 ・庁内推進会議 ・庁内推進会議
・庁内推進会議
・人権教育・啓発推
進懇談会

・庁内推進会議

【概要】
庁内推進会議を開催し，併せて有識者や関係機関等で組織
する「（仮称）新潟市人権教育・啓発推進懇談会」を設置
し 施策や事業 進捗状況等を総合的に検討 評価する 実施内容 るか調整する。 るか調整する。 るか調整し，必要に

応じて見直しを行
う。

るか調整する。

1 1 1 1

0 0 4 0

・庁内推進会議
・庁内推進会議
・推進懇談会準備

・庁内推進会議
・推進懇談会

・庁内推進会議

各分野別の施策・計
画が人権尊重の視点
で取り組まれている
か調整した

・大震災の影響で推
進会議は中止した
が，委員に資料配布
し会議に替えた
・懇談会設立準備を
進めた

・庁内推進会議と推
進懇談会の間で，双
方の意見や評価方法
など情報の共有化に
努めた

・会議メンバーを18
課（2課増）とし，人
権侵害や人権救済に
関した現状の把握
（情報共有）に努め
た

1 0 3 2

0 0 3 0

4

の見直しを行
い，「人権文
化」の創造・定
着に努めます。

し，施策や事業の進捗状況等を総合的に検討・評価する。
その結果を踏まえ施策や「人権計画」の見直しを行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

指
標

庁内推進会議開催回数

推進懇談会開催回数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

庁内推進会議開催回数 A

推進懇談会開催回数 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・協働の実態・課題
の把握

・方針・マニュアル
などの見直し
・関係機関との協議
による連携支援の検
討
・協働評価結果の反
映

・研修の実施
・連携支援の展開

・研修の実施
・連携支援の展開

186団体 198団体 206団体 214団体

366団体 400団体 420団体 440団体

・現状・課題の把握 ・連携・支援の検討 ・事業実施 ・事業実施

・協働の実態・課題
の把握

・協働意識調査の結
果を受け意識啓発を
実施
・協働事業提案モデ
ル事業を制度設計
・コミ協への支援制
度の見直しを実施

・人事課の階層別職
員研修で協働につい
て実施
・協働事業提案モデ
ル事業の実施
・コミ協への支援制
度の見直しを実施

・人事課の階層別職
員研修で協働につい
て実施
・協働事業提案モデ
ル事業の実施
・NPOと行政職員の協
働研修の実施

199団体 207団体 219団体 228団体

394団体 457団体 524団体 270団体

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

 参画と協働の
まちづくりを進
めることで，新
潟が持つ地域力
と市民力を高
め，分権型協働
都市の発展につ
なげます。

コミュニティ協議会・NPOなどとの相互連携
の仕組みの強化

市民協働課

工
程
表

工程概要 ・現状・課題の把握 ・連携支援の検討 ・事業実施 ・事業実施

A

市民活動支援センター登録団体数 C

【概要】
方針やマニュアルを見直して，市民と行政の協働の進め方
をより効果的なものとするとともに，関係団体と仕組みの
あり方（ルール・制度の要否）について検討し，その過程
で意識の醸成を図ったうえで連携促進事業を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

NPO数

市民活動支援センター登録団体数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

NPO数

・NPOとの評価方法検
討

・外部・協働評価
（調査の実施・分
析，評価結果取りま
とめ）
・相互連携の仕組み
強化への反映

（評価を踏まえた制
度・事業の実施）

・評価を踏まえた制
度・事業の実施

指
標

検討 評価 （実施） 再評価

・検討 ・評価 ・実施 ・実施

・NPOとの評価方法検
討

・行政とNPOに協働意
識調査を実施
・調査結果をもとに
NPO・行政合同セミ
ナーを開催
・協働事業提案モデ
ル事業を制度設計

・調査結果をもとに
意識啓発として職員
研修等を実施
・協働事業提案モデ
ル事業の実施

・調査結果をもとに
意識啓発として職員
研修等を実施
・協働事業提案モデ
ル事業の実施

指
標

検討 評価 実施 実施

市民協働課

工
程
表

工程概要 ・検討

実施内容
（実績）

・評価 （実施） ・再評価

【概要】
・評価方法についてNPO等と協議を行い，外部からの客観
的な評価としてまとめる。外部評価により，市の協働の現
状を客観的にとらえることができ，評価過程を協働で行う
ことにより，相互の理解や協働推進につながる。
・評価結果を反映させる手法も検討する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

外部評価

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

外部評価 B

6

本市の協働の取組状況について，NPO等によ
る外部評価を実施

55



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・地域づくりの拠点
の基本的機能及びモ
デル地区の検討
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

・地域づくりの拠点
のモデル実施
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

・できるところか
ら，地域づくりの拠
点としての機能を充
実
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

・できるところか
ら，地域づくりの拠
点としての機能を充
実
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

0か所 2か所 拡大 拡大 25か所
平成25年
度以降

60か所 62か所 62か所 67か所 97か所
平成25年
度以降

・拠点機能の検討
・コミ協事務所確保
の支援

・試行
・支援

・実施
・支援

・実施
・支援

・地域づくりの拠点
の基本的機能及びモ
デル地区の検討
・コミ協事務所確保
の継続した支援

・地域づくりの拠点
のモデル実施
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援
・コミ協事務所借上
補助金制度創設

・地域づくりの拠点
としてまちづくりセ
ンターの機能を充実
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援及び制度拡
充

・地域づくりの拠点
としてまちづくりセ
ンターの機能を充実
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援及び制度拡
充

0か所 3か所 10か所 20か所

60か所 71か所 87か所 89か所

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

 「（仮称）ま
ちづくりセン
ター」やコミ
ニュティ協議会
の活動に対する
支援充実によ
り，市民による
主体的なまちづ
くりを推進しま
す。

出張所，連絡所，公民館等再編により「（仮
称）まちづくりセンター」を配置

市民協働課

工
程
表

工程概要

進
行
管
理
表

工程実績

・拠点機能の検討
・コミュニティ協議
会事務所確保の支援

・試行
・支援

・実施
・支援

・実施
・支援

【概要】
順次可能なところから，地域づくりの拠点として機能の充
実を図るとともに，引き続き，コミュニティ協議会事務所
の確保について支援を行う。地域づくりの拠点における協
働，支援や，それを補完するコミュニティ協議会の事務所
の確保の支援を通じて，コミュニティが自主的・自立的に
地域活動を展開できる環境を整えることにより，市民によ
る主体的なまちづくりを推進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

実施内容

指
標

（仮称）まちづくりセンター数

コミュニティ協議会事務所

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

（仮称）まちづくりセンター数 B

コミュニティ協議会事務所 A

・コミュニティ協議
会に対する運営助
成，事業補助制度の
評価
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

・既存のコミュニ
ティ協議会の活動に
対する主な補助制度
の整理統合の検討
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

・既存のコミュニ
ティ協議会の活動に
対する主な補助制度
をできるだけ整理統
合した補助制度の創
設
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

・既存のコミュニ
ティ協議会の活動に
対する主な補助制度
をできるだけ整理統
合した補助制度の創
設
・コミュニティ協議
会事務所確保の継続
した支援

77協議会 82協議会 87協議会 92協議会
97協議

会
平成25
年度

60か所 62か所 62か所 67か所 97か所
平成25年
度以降

・コミ協の支援
・支援制度の見直し

・支援
・拡充

・支援
・拡充

・支援
・拡充

・コミュニティ協議
会に対する運営助
成，事業補助制度の
評価
・コミ協事務所借上
げ補助制度の検討

・既存のコミュニ
ティ協議会の活動等
に対する主な補助制
度の整理統合の検討
・コミ協事務所借上
げ補助制度の創設

・既存のコミ協活動
に対する主な補助制
度を整理統合した補
助制度の運用
・コミ協事務所確保
の継続した支援及び
制度拡充

・整理統合した補助
制度の運用
・コミ協事務所確保
の継続した支援及び
制度拡充
・コミュニティ活動
設備整備補助金の創
設

77協議会 88協議会 90協議会 90協議会

60か所 71か所 87か所 89か所

8

地域コミュニティへの支援の強化 市民協働課

工
程
表

工程概要

・コミュニティ協議
会活動等の支援
・コミュニティ協議
会事務所確保の支援

・支援 ・支援 ・支援

【概要】
コミュニティ協議会の活動に対する支援の充実を図るとと
もに，学校などの既存公共施設や民間施設も含めて，コ
ミュニティ協議会の事務所の確保について支援を行う。地
域コミュニティの核となるコミュニティ協議会を支援する
ことにより，コミュニティの活性化を図り，市民による主
体的なまちづくりを推進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

実施内容

指
標

補助制度活用コミュニティ協議会
数

コミュニティ協議会事務所

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

補助制度活用コミュニティ協議会
数

C

コミュニティ協議会事務所 A

66



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・委員改選する所属
への働きかけ
・新潟市男女共同参
画推進会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提
供

・委員改選する所属
への働きかけ
・新潟市男女共同参
画推進会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提
供

・委員改選する所属
への働きかけ
・新潟市男女共同参
画推進会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提
供

・委員改選する所属
への働きかけ
・新潟市男女共同参
画推進会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提
供

31.1% 40% 40% 40%

33.2% 40% 40% 40%

4 0 0 0

9 0 0 0

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・委員改選する所属
への働きかけ
・男女共同参画推進
会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提

・委員改選する所属
への働きかけ
・男女共同参画推進
会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提

・委員改選する所属
への働きかけ
・男女共同参画推進
会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提

・委員改選する所属
への働きかけ
・男女共同参画推進
会議での周知
・委員養成講座の実
施
・女性人材情報の提

No. 改革目標
改革実施内容概要

9

 審議会等にお
ける女性委員の
割合を拡大し，
女性の市政への
参画を進め，多
様な意見を市政
に反映させるこ
とができるよう
にします。

審議会等における女性委員割合の拡大

工程実績

男女共同参
画課

・実施 ・実施 ・実施 ・実施工程概要

【概要】
 女性委員割合の目標数値（40％）を周知徹底するととも
に，女性人材リストの充実を図る。方針決定の場に男女が
対等な立場でともに参画することにより，多様な意見が市
政に反映される。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(233)　市民参画の推進

実施内容

指
　
標

審議会等の女性委員の割合

懇話会等の女性委員の割合

女性委員のいない審議会等の数

女性委員のいない懇話会の数

進
行
管
理
表

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

2

・女性人材情報の提
供

・女性人材情報の提
供

・女性人材情報の提
供
・要綱検討

・女性人材情報の提
供
・要綱制定

31.1% 31% 31.5% 33%

33.2% 30% 28.3% 34%

4 5 4 0

9 10 7 0

・ホームページの掲
示内容を点検し，よ
り効果的に周知でき
るよう修正

・実施結果の検証
と，市報にいがたの
活用による，市民に
わかりやすい周知

・実施結果の検証
と，市民へのより効
果的な周知

・実施結果をもと
に，引き続き周知方
法等の改善が必要か
検証

指
標

0.7 2 3 4 4
平成25年
度以降

・検討および実施 ・検討および実施 ・検証および実施 ・検証・実施

・ホームページでの
掲示内容を点検し，
より効果的に周知で
きるよう修正した

・実施結果を検証
し、市報にいがたと
ホームページを活用
して制度の周知を行
なった

・前年度が目標を大
きく上回る結果だっ
たので，前年度と市
報にいがたとホーム
ページを活用して制
度の周知を行なった

・H23年度も目標を上
回った結果であり、
前年度と同様に市報
にいがたとホーム
ページを活用して制
度の周知を行なった

指
標

0.7 5.4 3.7 2.4

女性委員のいない審議会等の数 B

女性委員のいない懇話会の数

・検討・実施 ・検証・実施

指
　
標

審議会等の女性委員の割合 C

懇話会等の女性委員の割合 C

実施内容
（実績）

2

B

10

 過程における
公正性の確保や
透明性の向上を
図るとともに，
市民の市政への
参画を促進し，
開かれた市政運
営と協働のまち
づくりを進める
ため，パブリッ
クコメント制度
の推進に努めま
す。

パブリックコメント制度の推進 広聴相談課

工
程
表

工程概要 ・検討・実施

案件１件当たりパブリックコメン
ト提出者数

B

・検証・実施

【概要】
パブリックコメント制度の推進により，市民からより多く
の意見を提出してもらい，政策に反映させるとともに，結
果を公表することにより，市政への市民参画を促進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(233)　市民参画の推進

実施内容

案件１件当たりパブリックコメン
ト提出者数

進
行
管
理
表

工程実績 評価
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■危機管理防災局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 終目標／年度

・現状把握 ・無線局順次廃止，
縮小

・無線局廃局

6地区 2地区 0地区 0地区 H23

2地区 1地区 0地区 0地区 H23

・方針確認 ・廃局手続，廃局 ・廃局手続，廃局 ・H23で廃局済み

・現状把握 ・無線局順次廃止，
縮小

・無線局廃局

6地区 2地区 0地区

2地区 1地区 0地区

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

 合併市町村が
整備していた移
動系防災行政無
線及びMCA無線
について，デジ
タル無線機に統
一します。

合併市町村で運用してきた移動系防災行政無
線及びMCA無線の廃止

危機対策課

工
程
表

工程概要 ・方針確認
・廃局手続
・廃局

・廃局

【概要】
合併時の移行方法調書に基づき，移動系防災行政無線機及
びMCA無線機を，免許期限で廃局とし，デジタル無線機に
統一する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

指
標

移動系防災行政無線

MCA無線

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

移動系防災行政無線 B

MCA無線 B

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

2地区 1地区 0地区MCA無線 B
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■文化観光・スポーツ部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・市展（現状：美術
協会と協力）,文学
（同：一部委託済
み）,マンガ（同：実
行委員会形式）につ
いて,関係者の意見等
を聴取するとともに
委託業者や手法など
を調査

・委託内容などにつ
いて検討を進める
・市展については出
品受付から各種印刷
物作成・校正まで委
託実施

・市展には前年度実
施分に加えて作品展
示・撤収までを委託
・文学には作品募集,
作品集発刊,表彰式に
ついて委託
・マンガ大賞にはコ
ンテスト,表彰式等イ
ベントについて委託

・前年同様の委託

指
標

0件 0.5件 3件 －

・調査
・一部民間委託

・検討
・一部民間委託

・一部民間委託 ・一部民間委託

・市展，文学，マン
ガについて，関係者
の意見等を聴取する
とともに委託業者や
手法などを調査

・委託内容などにつ
いて検討を進めた
・出品受付の一部，
各種印刷物作成・校
正を委託実施

・市展で出品受付等
を委託

・市展で作品展示、
撤収の委託をさらに
拡充

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

 各種文化事業
の実施手法につ
いて,民間のノ
ウハウを活か
し,経費の縮減
を図るととも
に，事業の魅力
を高めます。

文化事業の非正職員化 文化政策課

工
程
表

工程概要
・調査
・一部民間委託

・検討
・一部民間委託

・民間委託 ・民間委託

【概要】
現在職員が直接行っている業務を見直し，民間委託を含め
た運営手法の見直しを行い，職員の過重労働の軽減と経費
の縮減を図るとともに，事業の魅力を高めます。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

新規委託事業数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

手法 調 委託実

指
標

0件 1件 1件 1件

・施設設置条例案の
検討

・設置条例制定
・指定管理者の選定

・指定管理者制度の
導入

指
標

指定管理者制度導入 －

・条例制定準備
・条例制定
・指定管理者選定

・指定管理者制度導
入

・指定管理者制度導
入

・施設設置条例案の
作成

・設置条例の制定
・指定管理者の選定

・指定管理者制度導
入

・指定管理者制度導
入
（２年目／５年）

指
標

準備 準備 実施 実施

新規委託事業数 C

2

　平成23年に供
用を開始する市
指定文化財旧小
澤家住宅の管理
運営に指定管理
者制度を導入し
ます。

旧小澤家住宅への指定管理者制度の導入 歴史文化課

工
程
表

工程概要 ・条例制定準備
・条例制定
・指定管理者選定

・実施

【概要】
　より良い市民サービスの提供と経費削減を目指すととも
に，指定文化財として適切な管理が行えるようスタッフの
確保や歴史博物館との連携を配慮して，指定管理者制度を
導入します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度導入

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指定管理者制度導入 B

9



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・地域住民の要望を
取り入れて事業を開
催するとともに，体
育指導委員の資質向
上のための研修会の
開催やスポーツ振興
会マネージャの育成
を図るなど地域の組
織の充実を図る。

・地域住民の要望を
取り入れて事業を開
催するとともに，体
育指導委員の資質向
上のための研修会の
開催やスポーツ振興
会マネージャの育成
を図るなど地域の組
織の充実を図る。
・区スポーツ振興会
組織の設立を検討す
る。

・地域住民の要望を
取り入れて事業を開
催するとともに，体
育指導委員の資質向
上のための研修会の
開催やスポーツ振興
会マネージャの育成
を図るなど地域の組
織の充実を図る。
・区スポーツ振興会
設立

・地域住民の要望を
取り入れて事業を開
催するとともに，体
育指導委員の資質向
上のための研修会の
開催やスポーツ振興
会マネージャの育成
を図るなど地域の組
織の充実を図る。
・区スポーツ振興会
設立

・現状の把握
・実施
・現状把握

・実施 ・実施

・地域住民の要望を
取り入れた事業開
催，体育指導委員の
研修会の開催やス
ポーツ振興会マネー
ジャの育成

・体育指導委員は区
単位での組織設立
・スポーツ振興会に
ついては各地区ス
ポーツ振興会の意見
等現状把握しながら
進めていくこととし
た

・全校区にスポーツ
振興会設立完了。さ
らに地域組織の充実
に向けた意見集約や
マネージャー育成の
研修カリキュラム作
成を図った

・区単位で設立され
た組織が，地域住民
の要望に沿った事業
を開催
・推進委員の研修を
充実させた

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　体育指導委員
並びにスポーツ
振興会の活動の
充実を図りま
す。

地域のスポーツ振興を推進する体育指導委
員，スポーツ振興会組織の活動の充実

スポーツ振
興課

工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）

・現状の把握 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
体育指導委員，スポーツ振興会の区単位の組織化を平行し
て進め，各種実技，マネージャ研修会等の開催による資質
の向上と地域スポーツの充実を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
　(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活
用

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

　観光循環バス
の魅力向上に努 観光循環バスの魅力向上 観光政策課 工程概要 実施 実施 実施 実施

・キャンペーンや広
報活動を実施
・公共施設利用料割
引

・キャンペーンや広
報活動
・ボランティアガイ
ドの活用

・キャンペーンや広
報活動
・ボランティアガイ
ドの活用

・キャンペーンや広
報活動
・ボランティアガイ
ドの活用

指
標

47.4% 53.8% 57.0% 60.0% －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・キャンペーンや広
報活動を実施
・公共施設利用料割
引

・キャンペーンや広
報活動を実施
・公共施設利用料割
引

・キャンペーンや広
報活動を実施
・バス停の新設及び
新ルートの試験運行
を実施
・公共施設利用料割
引

・キャンペーンや広
報活動を実施
・バス停の新設（ピ
アＢａｎｄａｉ）
・公共施設利用料割
引

指
標

52.1% 51.7% 50.0% 47.6%

4

の魅力向上に努
め，乗車人数及
び運賃収入を増
加させることに
より，補助金の
減少を図りま
す。

観光循環バスの魅力向上 観光政策課

工
程
表

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
観光ボランティアガイドなどを活用し，水と土の芸術祭で
掘り起こした観光資源などの紹介や「まち歩き」と組み合
わせ魅力向上を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(311)　新たな財源の確保

実施内容

運行経費に占める運賃収入の割合

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

運行経費に占める運賃収入の割合 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・外部委員会を設置
し，マリンピア日本
海のリニューアル基
本計画を策定する。

・詳細調査の実施
・リニューアル工事
全体の基本設計

・第1期工事分の実施
設計

・多客期間のGWや夏
休みが終了した後，9
月～翌年4月にかけて
休館し，工事を行
う。

指
標

500千人（見込） 500千人 500千人 310千人 －

・基本計画の策定
・老朽度再調査
・基本設計

・実施設計 ・工事着手

・外部委員会を設置
し，マリンピア日本
海のリニューアル基
本計画を策定した

・老朽度再調査の実
施
・リニューアル工事
の基本設計

・リニューアル工事
の実施設計

・リニューアル工事
着手

指
標

489千人 461千人 482千人 309千人

・芸術創造スペース
構想策定に向けた市
民のニーズ調査

・芸術創造スペース
の検討委員会を設置

・構想策定

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　老朽化した
「マリンピア日
本海」のリ
ニューアルを行
い,既存施設の
有効活用を図る
とともに,交流
人口の増大と入
館料収入の増加
を図ります。

マリンピア日本海のリニューアル 文化政策課

工
程
表

工程概要 ・基本計画策定
・詳細調査
・基本設計

・実施設計 ・第1期工事

【概要】
平成2年の開館以来，20周年を迎える「マリンピア日本
海」の老朽化した施設・設備を大規模修繕するとともに，
展示手法の工夫など，新たな魅力を付加することにより，
既存施設の機能を長期的に維持しながら，入館者数の増を
図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

年間入館者数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

年間入館者数 C

　市民のための
芸術創造スペー
スなど,新規施
設の整備検討に
あたっては,既
存施設の有効活
用に配慮しま

既存施設の有効活用 文化政策課

工
程
表

工程概要
・試行的活用
・調査

・拠点化の検討 ・構想策定

【概要】
市民のための芸術創造スペースなど，新規施設の整備検討
にあたっては，空き庁舎や校舎などの既存市有施設を有効
活用することにより 少ない経費で新たな都市の魅力を付

実施内容

指
標

1施設 1施設 1施設
※平成24年度以降の指
標は構想策定後設定す

る
－

・試行的活用
・調査

・文化創造都市ビ
ジョン庁内ワーキン
グの実施

・構想策定
・構想に基づく事業
の実施

・芸術創造スペース
構想策定に向けた市
民のニーズ調査

・文化創造都市ビ
ジョン策定に向けた
庁内ワーキングの実
施

・文化創造都市ビ
ジョンの策定

・構想に基づく事業
の実施

指
標

1施設 1施設 1施設 2施設

6

す。 活用することにより，少ない経費で新たな都市の魅力を付
加する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進 有効活用施設数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

有効活用施設数 B

11



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施する。

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施する。

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施する。

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施する。

指
標

97施設 97施設 97施設 97施設 97施設
平成25年
度以降

・修繕・改修箇所の
調査・実施

・修繕・改修箇所の
調査・実施

・修繕・改修箇所の
調査・実施

・修繕・改修箇所の
調査・実施

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施した

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施した

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性の高い
体育施設から修繕・
改修を実施した

・全体育施設の修
繕・改修箇所の調査
を行い危険性や緊急
性の高い施設から修
繕・改修を実施した

指
標

97施設 83施設 84施設 85施設

・現施設利用者への
ニーズ調査を行い，
次年度の各種スポー

・施設利用者のニー
ズ調査に基づく各種
スポーツ教室等の開

・利用者予備軍及び
現施設利用者のニー
ズ調査に基づく各種

・利用者予備軍及び
現施設利用者のニー
ズ調査に基づく各種

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

　体育施設の計
画的な修繕・改
修を行い，既存
施設の有効活用
を図ります。

体育施設の効率的・計画的な修繕
スポーツ振
興課

評価

実施内容
（実績）

2

施設数 B

工程概要
・修繕・改修箇所の
調査・実施

・実施 ・実施 ・実施

工程概要

【概要】
全市の修繕・改修箇所の把握を行い，危険性の有無を含
め，適切な修繕計画を作成し，将来的に，8行政区全ての
体育施設の修繕・改修をスポーツ振興課で総括して行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

施設数

進
行
管
理
表

工程実績

工
程
表

【概要】
施設利用者や新たな利用拡大のためのニーズを把握し，
ニーズにあった各種スポーツ教室等を実施する

　体育施設の利
用者拡大を図
り，市民の健康
維持・増進と使
用料収入の増加
を図ります。

スポーツ施設の利用促進
スポーツ振
興課

工
程

・現状把握・現施設
利用者へのニーズ調
査

・利用者掘り起こし
及び施設利用者への
ニーズ調査

・利用者掘り起こし
及び施設利用者への
ニーズ調査

・利用者掘り起こし
及び施設利用者への
ニーズ調査

次年度の各種スポー
ツ教室等のプログラ
ムに反映させる。

スポーツ教室等の開
催
・利用者予備軍及び
現施設利用者への
ニーズ調査の実施

ズ調査に基づく各種
スポーツ教室等の開
催
・利用者予備軍及び
現施設利用者への
ニーズ調査の実施

ズ調査に基づく各種
スポーツ教室等の開
催
・利用者予備軍及び
現施設利用者への
ニーズ調査の実施

指
標

3,200千人 3,250千人 3,300千人 3,350千人
3,350
千人

平成25年
度以降

・現状把握・現施設
利用者へのニーズ調
査

・現状把握・現施設
利用者へのニーズ調
査

・利用者掘り起こし
及び施設利用者への
ニーズ調査

・利用者掘り起こし
及び施設利用者への
ニーズ調査

・現施設利用者への
ニーズ調査を行い，
次年度の各種スポー
ツ室等のプログラム
に反映させた

・教室への参加者か
ら，新たな利用者の
掘り起しができた。
今後も施設利用者へ
のニーズ調査を行
い，次年度に反映さ
せた

・教室の広報用パン
フレットを作成し，
新規参加者を増やし
た
・直営施設での教室
開催を増やした

・利用者ニーズに合
わせた教室の時間設
定を行い，参加しや
すい環境を整えたほ
か，参加型イベント
を充実し，利用者を
増やした

指
標

3,200千人 3,343千人 3,133千人 3,826千人

ニーズにあった各種スポーツ教室等を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(311)　新たな財源の確保

実施内容

体育施設利用者数

進
行
管
理
表

工程実績

8

程
表

評価

実施内容
（実績）

3

体育施設利用者数 A
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■環境部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・他の自治体の取り
組み状況の把握

・基本方針の策定
・ワークショップの
開催
・先進自治体調査

・生態系調査等の実
施
・ワークショップの
開催

・前年の調査結果に
基づく計画の検討・
策定

指
標

策定・実施 実施
平成24
年度

・状況の把握 ・基礎調査 ・計画の検討・策定 ・計画の実施・推進

・他の自治体の取り
組み状況の把握

・基本原則，基本方
針の策定
・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催

・ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの開催
・基礎調査の実施
・有識者検討会議等
を開催・検討
・パブリックコメン
トの実施
・計画の策定

・計画書・概要版の
出版
・シンボルプロジェ
クトの実施
・里潟フォーラムの
開催

指
方針策定 計画策定 計画推進

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　田園環境都市
の基盤である本
市の湿地，里山
及び水田などの
自然と共生する
社会の実現を図
るため，生物の
多様性の保全及
び持続可能な利
用を市民やNPO
などとの協働に
より総合的・計
画的に推進しま
す。

生物多様性地域計画の策定 環境政策課

工
程
表

工程概要 ・状況の把握 ・方針の決定 ・調査 ・計画の検討・策定

【概要】
生物の多様性の保全及び持続可能な利用を推進するため，
この保全に関する総合的な計画を策定し，市の自然保護施
策の基本方針とします。また，本計画に基づき，市の自然
保護施策や事業を総合的に管理し，市民やNPOなどとの協
働により，効果的な施策を計画的に実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(111)「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実施

実施内容

計画の策定

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

計画の策定 A

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

指
標

 方針策定 計画策定 計画推進

・率先実行計画の策
定
・改正省エネ法によ
る削減措置の実施

・率先実行計画の推
進
・改正省エネ法によ
る削減措置の実施

・率先実行計画の推
進
・改正省エネ法によ
る削減措置の実施

指
標

策定・推進 目標達成
目標達

成
平成24
年度

・地球温暖化対策実
行計画（率先実行
版）の策定

・地球温暖化対策実
行計画（率先実行
版）の実行

・地球温暖化対策実
行計画（率先実行
版）の実行

・地球温暖化対策実
行計画（率先実行
版）の策定
・改正省エネ法によ
る削減措置の実施

・地球温暖化対策実
行計画（率先実行
版）の実行
・改正省エネ法によ
る削減措置の実施

・地球温暖化対策実
行計画（率先実行
版）の実行
・改正省エネ法によ
る削減措置の実施

指
標

策定 実行 目標未達成

計画の策定 A

2

　市民，事業者
と協働して，市
域からの温室効
果ガスの排出削
減を進めるた
め，本市は，
「地球温暖化対
策率先実行計
画」を改定・強
化し，率先して
自らの排出削減
に取り組みま
す。

温暖化対策率先実行計画の推進 環境政策課

工
程
表

工程概要 ・計画の策定・推進 ・計画の推進 ・計画の推進・達成

【概要】
市自らの温室効果ガスの排出削減を目指して，「地球温暖
化対策率先実行計画」を改定・強化し，省エネなどの取り
組みを推進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(111)「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実施

実施内容

計画の策定

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

計画の策定 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・基礎的な情報の収
集

・基礎的な情報の収
集
・データの分析

・素案策定
・清掃審議会による
審議
・パブリックコメン
ト実施
・公表

・実施

指
標

490g（見込み） 490g 490g 480g 480g
平成25年
度以降

・情報収集 ・情報収集･分析 ・計画策定 ・計画実施

・基礎的な情報の収
集
（新制度後の現状把
握）

・基礎的な情報の収
集
（新制度後の現状把
握）
・基礎データの分析

・素案策定
・清掃審議会による
審議
・パブリックコメン
トの実施
・公表
・白根焼却施設を廃
止

・計画に基づき各種
施策の実施

指
標

479ｇ 473ｇ 473ｇ 478ｇ

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　新ごみ減量制
度では，市民の
協力のもとごみ
の減量・リサイ
クルに大きな成
果をあげていま
すが，さらに環
境負荷の低減に
配慮した循環型
社会の形成を推
進するため，長
期的な視野に
たって，ごみ処
理施設の再編を
含めた収集・処
理体制の見直し
を図るとともに
市民・事業者と
の協働によるご
みの減量・リサ
イクルの施策を
現状を踏まえ再
構築します。

循環型社会の実現に向けた取組みの推進
廃棄物政策
課

工
程
表

工程概要 ・情報収集 ・情報収集・分析 ・計画策定 ・計画実施

【概要】
CO2の削減など環境負荷の低減，ごみを減らす仕組みづく
り，資源のリサイクルを推進する施策及びごみ処理体制の
見直しを図るため，ごみの減量に応じた「一般廃棄物処理
基本計画」を策定する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(111)「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実施

実施内容

1人1日当たりの家庭系ごみ量

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

1人1日当たりの家庭系ごみ量 A

　合併建設計画
において，小規
模なし尿処理施
設及びご 処理

巻し尿処理場大規模改造事業に伴う白根し尿
処理場の廃止

廃棄物施設
課

工程概要 ・調査，設計 ・巻：工事 ・巻：工事
・巻：稼働
・白根：廃止

・巻し尿処理場の基
本設計と生活環境影
響調査を実施

・巻し尿処理場の大
規模改造工事実施

・巻し尿処理場の大
規模改造工事実施

・新･巻し尿処理場稼
働，白根し尿処理場
廃止

指
標

5施設 5施設 5施設 4施設 －

・検討 ・検討 ・実施 ・実施

・巻し尿処理場の基
本設計と生活環境影
響調査を実施

・巻し尿処理場の大
規模改造工事実施

・巻し尿処理場の大
規模改造工事の完了

・新・巻し尿処理場
稼働，白根し尿処理
場廃止

指
標

5施設 5施設 5施設 4施設

4

設及びごみ処理
施設（ 終処分
場）の整備計画
が盛り込まれて
いるが，同種施
設の統廃合と集
約化により，環
境負荷の低減と
経済性，効率性
を考慮した施設
運営を行いま
す。

工
程
表

【概要】
巻し尿処理場を大規模改造により更新し，それに合わせて
白根し尿処理場を廃止する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

し尿処理施設等の数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

し尿処理施設等の数 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・合併建設計画後期
実施計画策定に伴う
事業点検・見直しに
おいて検討
・後期実施計画が策
定

【事業廃止】
・新津：用地取得，
環境影響調査
・白根：基本設計，
環境影響調査

【事業廃止】
・新津：実施設計
・白根：測量，地質
調査，実施設計

指
標

0 0 229,515千円 245,100千円
2,162,
698千
円

平成26
年度

・検討，決定

・合併建設計画後期
実施計画策定に伴う
事業点検・見直しに
おいて検討
・後期実施計画が策
定

・合併建設事業の後
期計画の見直しの
際，事業廃止を決定

指
標

0 ― ― ―

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　合併建設計画
において，小規
模なし尿処理施
設及びごみ処理
施設（ 終処分
場）の整備計画
が盛り込まれて
いるが，同種施
設の統廃合と集
約化により，環
境負荷の低減と
経済性，効率性
を考慮した施設
運営を行いま
す。

終処分場建設事業の廃止
廃棄物施設
課

工
程
表

工程概要 ・検討，決定 ・実施 ・実施

【概要】
合併建設計画後期実施計画策定に伴う事業点検・見直しに
おいて，新津地区と白根広域の 終処分場建設計画の廃止
を検討しているところであるが，後期実施計画が決まった
らそれに基づき実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

削減できる経費

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

―

削減できる経費 ―

　市民，NPO，
事業者，教育機
関及び行政など
が協働する体制

学習機会の拡大による環境保全行動の実践 環境政策課 工程概要 ・構想推進
・組織構築・事業実
施

・実施 ・実施

・にいがた市民環境
キャンパス構想の検
討
・ホームページの設
置
・情報提供

・環境ｷｬﾝﾊﾟｽ設置
・ホームページ学習
情報発信
・情報誌の発行
・NPO講座開設支援

・ホームページ学習
情報発信
・情報誌の発行
・NPO講座開設支援

・ホームページ学習
情報発信
・情報誌の発行
・NPO講座開設支援

指
標

0件 10件 15件 20件 20件
平成26
年度

・構想推進
・組織構築・事業実
施

・事業実施 ・事業実施

・にいがた市民環境
ｷｬﾝﾊﾟｽ構想の策定
・HPの設置
・情報提供

・にいがた市民環境
ｷｬﾝﾊﾟｽ設置
・HP学習情報の発信

・にいがた市民環境
ｷｬﾝﾊﾟｽの運営
・HP学習情報の発信
・自主企画講座の実
施

・にいがた市民環境
ｷｬﾝﾊﾟｽの運営
・HP学習情報の発信
・自主企画講座の実
施

指
標

0件 0件 0件 0件

6

が協働する体制
を整備・充実さ
せ，「にいがた
市民環境キャン
パス」により，
自然や生態系を
含む幅広い環境
について，市民
が学習できる機
会をより多く設
け，主体的に環
境保全に取り組
めるよう図ると
ともに，「市地
球温暖化対策地
域推進協議会」
では，市域から
の温室効果ガス
削減に向けた事
業に一丸となっ
て取り組みま
す。

工
程
表

【概要】
「にいがた市民環境キャンパス」により，教育機関，
NPO，事業者など連携して環境学習を推進し，市民の環境
保全行動実践へ誘導する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

講座開設支援数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

講座開設支援数 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・新潟市地球温暖化
対策地域推進協議会
の設立
・ワーキンググルー
プによる事業実施
　･環境フェア　･研
修会
　･広報紙の全戸配布
　･ホームページの検
討

・温暖化防止キャン
ペーンの実施
・CO2削減チャレンジ
の実施
・エコドライブ運動
の実施

・温暖化防止キャン
ペーンの実施
・CO2削減チャレンジ
の実施
・エコドライブ運動
の実施

・温暖化防止キャン
ペーンの実施
・CO2削減チャレンジ
の実施
・エコドライブ運動
の実施

指
標

300人 400人 500人 500人
平成26
年度

・組織の構築・事業
実施

・実施 ・実施 ・実施

・新潟市地球温暖化
対策地域推進協議会
の設立
・WGによる事業実施

・温暖化防止キャン
ペーンの実施
・CO2削減チャレンジ
の実施
・エコドライブ運動
の実施

・温暖化防止キャン
ペーンの実施
・CO2削減チャレンジ
の実施
・エコドライブ運動
の実施
・節電出前講座の実
施

・温暖化防止キャン
ペーンの実施
・CO2削減チャレンジ
の実施
・エコドライブ運動
の実施
・節電出前講座の実
施

指
標

0人 321人 395人 423人

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

　市民，NPO，
事業者，教育機
関及び行政など
が協働する体制
を整備・充実さ
せ，「にいがた
市民環境キャン
パス」により，
自然や生態系を
含む幅広い環境
について，市民
が学習できる機
会をより多く設
け，主体的に環
境保全に取り組
めるよう図ると
ともに，「市地
球温暖化対策地
域推進協議会」
では，市域から
の温室効果ガス
削減に向けた事
業に一丸となっ
て取り組みま
す。

新潟市地球温暖化対策地域推進協議会を推進
母体とする温室効果ガスの排出削減

環境政策課

工
程
表

工程概要
・組織の構築・事業
実施

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
新潟市地球温暖化対策地域推進協議会の活動として，各主
体が参加する施策を多面的に講じることにより市域から排
出される温室効果ガス排出削減を推進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

CO2削減チャレンジ参加数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

CO2削減チャレンジ参加数 C

本市 直営

・新田:運転管理業務
の4班のうち2班委託
・亀田,新津:直営収
集等業務の委託化に
向けて検討

・新田：運転管理業
務の4班のうち3班委
託
・亀田，新津：委託
化を実施

・新田：運転管理業
務の4班全部委託

・新田：新焼却場の
計量受付，維持管理
等，施設運営全般委
託

37 25 16 16 11
平成27
年度

10 7 7 0 0
平成27
年度

6 0 0 0 0
平成27
年度

・新田：実施
・亀田，新津：検討

・実施 ・実施 ・実施

・新田清掃センター
焼却業務一部委託
・亀田，新津セン
ターの一部委託化検
討

・新田清掃センター
焼却業務一部委託
・亀田，新津セン
ター業務の一部委託
化実施

・新田清掃センター
焼却施設運転管理業
務の4班全部委託

運転、維持管理等施
設運営委託

37 25 16 10

10 7 7 1

6 0 0 0

8

　本市が直営で
実施している新
田清掃センター
の運営及び新
津・亀田地区の
ごみの収集運搬
業務等につい
て，市民サービ
スの向上と経費
の節減を図るた
め，民間活力を
積極的に活用し
ます。

廃棄物処理施設等の業務の民間委託
廃棄物施設
課

工
程
表

工程概要
・新田：実施
・亀田，新津：検討

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
新田清掃センター焼却施設の運転管理業務は順次委託を拡
大していく。亀田清掃センター，新津クリーンセンターの
直営収集等業務は平成22年度に委託化を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

指
標

当該業務担当の正職員数

同非常勤嘱託数

同臨時職員数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

当該業務担当の正職員数 A

同非常勤嘱託数 A

同臨時職員数 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・導入事例調査
・条例改正準備

・資源再生センター
条例の改正及び指定
管理者の公募・選定

・指定管理者制度の
導入

指
標

指定管理者制度導入 －

・調査検討 ・改革実施 ・実施 ・実施

・導入事例調査
・条例改正準備

・条例改正
・指定管理者選定

・指定管理者制度の
導入

・指定管理者による
管理運営の実施
・指定管理者の事業
計画や計画の進行状
況に対し，定期的に
指導・助言を行った

指
標

－ 制度導入 －

No. 改革目標
改革実施内容概要

9

　本市が直営で
管理している資
源再生センター
については，多
様化する住民
ニーズに効果的
かつ効率的に対
応し，市民サー
ビスの向上を図
るとともに，経
費の節減を図る
ことを目的に指
定管理者を導入
します。

資源再生センターの指定管理者制度の導入
廃棄物対策
課

工
程
表

工程概要 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
現在直営で運営している資源再生センターについては平成
23年度から指定管理者制度を導入する
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指定管理者制度への移行 B
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■福祉部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・支援センター運営
・各種支援事業の実
施

・左記基本事業に加
え，月8件程度の嘱託
医による相談を実施

・基本事業に加え，
月10件程度の嘱託医
による相談を実施

・基本事業に加え，
月12件程度の嘱託医
による相談を実施

200 1100 1150 1200 1250
平成25
年度

0 96 120 144 168
平成25
年度

・支援センター新設
・嘱託医による相談
実施

・嘱託医による相談
実施

・嘱託医による相談
実施

・支援センター運営
・各種支援事業の実
施

・左記基本事業に加
え、嘱託医による相
談を実施

・基本事業に加え、
嘱託医による相談を
実施

 ・基本事業に加え、
嘱託医による相談を
実施

497 2,436 3,860 5,156

3 47 57 65

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　保健・医療・
福祉等の各機関
が連携する体制
づくりを進める
とともに，支援
の必要な人が地
域で安心して生
活できる環境を
整備します。

発達障がい者支援体制整備事業
障がい福祉
課

工
程
表

工程概要
・支援センター新設
　(平成22年1月)

・嘱託医による相談
実施

・嘱託医による相談
実施

・嘱託医による相談
実施

【概要】
発達障がい支援センターにおいて，専門相談員による各種
支援業務に加え，月数回程度の専門医師による相談を実施
し，支援体制の充実を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

指
標

専門相談員による相談件数

嘱託医による相談件数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

専門相談員による相談件数 A

嘱託医による相談件数 C

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・自立支援協議会再
編についての方針を
作成

・方針に基づき，区
協議会を実施

・方針に基づき，区
協議会を実施

・方針に基づき，区
協議会を実施

0か所 8か所 8か所 8か所 8か所
平成25
年度

0回 32回 32回 32回 48回
平成25
年度

・方針作成 ・実施 ・実施 ・実施

・自立支援協議会再
編についての方針を
作成

・方針に基づき，区
自立支援協議会を実
施

・方針に基づき，区
自立支援協議会を実
施
・運営事務局会議を
再編し，区自立支援
協議会報告会を新設

・方針に基づき，区
自立支援協議会を実
施

0か所 8か所 8か所 8か所

0回 32回 32回 32回

2

障がい者のライフステージに応じた相談支援
体制の整備

障がい福祉
課

工
程
表

工程概要 ・方針作成

工程実績

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
自立支援協議会を再編し，区ごとに自立支援協議会を新設
する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

区自立支援協議会設置数

区自立支援協議会開催数

進
行
管
理
表

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

区自立支援協議会設置数 B

区自立支援協議会開催数 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・基本構想の策定 ・基本計画の策定 ・施設の基本設計・
実施設計
・運営体制，事業内
容等の検討

・運営体制，事業内
容等の具体化。開園
に向けた整備。

・検討 ・検討 ・検討 ・開館予定

・基本構想の策定 ・基本計画の策定
・施設の基本設計
・運営計画・事業内
容等の検討

・施設の実施設計
・運営計画の策定
・事業内容の検討
・建設工事の着手

・運営体制・事業内
容等の具体化。
・開園に向けた整備
（竣工）

指
標

5人 7人 民間経験者の採用 民間経験者の採用 －

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　食育・花育の
推進や子どもの
創作活動の支
援，動物との交
流を図るための
総合拠点を整備
し，市民及び関
係機関と行政が
協働して，ふれ
あいと創造の場
をつくります。

子どもの創作活動支援事業における市民協働
の推進

こども未来
課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・検討 ・検討 ・開館予定

【概要】
市民や関係者との協働により，未来を担う子どもたちが本
市の豊かな自然を活かしながら多くの人々との交流や様々
な創作活動・体験活動を通して生きる力を育むための機会
と場を提供する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

4

　福祉専門職員
の配置・育成を
推進して，組織
の体制強化を図
るとともに，市
民に対する福祉
サービスの充実
に努めます。

福祉専門職の配置推進 福祉総務課

工
程
表

工程概要
・福祉専門職の採用
拡充

・福祉専門職の採用
拡充

・福祉専門職の採用
拡充

・福祉専門職の採用
拡充

【概要】
複雑・多様化する福祉ニーズに対応するため，福祉専門職
の採用を拡充し，健康福祉部及び各区役所（福祉事務所）
内へ，福祉専門職員の配置を促進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取り組み

実施内容

福祉専門職の採用

・福祉専門職の採用
拡充

・福祉専門職の採用
拡充

・福祉専門職の採用
拡充

・福祉専門職の採用
拡充

指
標

5人 7人 7人 23人

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

福祉専門職の採用 A
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・地域の茶の間の立
ち上げ支援
・地域福祉推進委員
養成
・安心生活創造事業
の実施

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・担い手の組織化
・地域の茶の間の立
ち上げ支援
・地域福祉推進委員
養成
・安心生活創造事業
の実施
・成年後見のあり方
を検討

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・担い手の組織化
・地域の茶の間の立
ち上げ支援や交流を
促進
・地域福祉計画の見
直し
・安心生活創造事業
の実施
・（仮）新潟市成年
後見支援センターの
開設

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・担い手の組織化
・地域の茶の間の立
ち上げ支援や交流を
促進
・安心生活創造事業
の実施
・（仮）新潟市成年
後見支援センターの
運営

40 60 順次拡大 順次拡大 －

170 220 順次拡大 順次拡大 －

・支援拡充 ・支援拡充 ・支援拡充 ・支援拡充

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・地域の茶の間の立
ち上げ支援
・地域の担い手育成
・安心生活創造事業
の実施

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・地域の茶の間の立
ち上げ支援
・地域の担い手育成
・安心生活創造事業
の実施

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・地域の茶の間の立
ち上げ支援
・地域の担い手育成
・安心生活創造事業
の実施

・地域福祉活動を展
開する団体への支援
・地域の茶の間の立
ち上げ支援
・地域の担い手育成
・成年後見制度の支
援

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　コミュニティ
協議会や区社会
福祉協議会との
協働をはじめ，
地域住民のネッ
トワークづくり
を支援して，地
域力の充実に努
めます。

社会福祉協議会をはじめ多様な関係団体との
連携や市民主体による支え合い活動の展開を
支援

福祉総務課

工
程
表

工程概要

進
行
管
理
表

工程実績

・支援拡充 ・支援拡充 ・支援拡充 ・支援拡充

【概要】
区の地域福祉計画策定委員会への活動支援や計画を実践す
る団体への助成及び人材育成支援を行う。また，モデル事
業を通じ，「新たな公」の仕組み作りと行政の責務を明ら
かにし，社協をはじめとした専門家の役割を明確にする。
さらに地域の茶の間への支援拡充を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

区，区社協による活動支援数

地域の茶の間設置個所

評価

実施内容
（実績）

1

の実施 の実施 の実施 援

13 35 39 34

188 280 285 296

・モデル事業実施施
設の選定

・モデル事業実施
・利用状況等把握

・モデル事業実施
・利用状況等把握

・機能検討

指
標

2,095人（平成20年
度）

・調査・検討 ・調査・検討 ・調査・検討 ・調査・検討

・モデル事業実施施
設の検討

・モデル事業実施の
調査・検討・予算対
応

・モデル事業実施
・利用状況等の把
握、検討

・モデル事業実施
・利用状況等の把
握、検討

指
標

2,095(H20) 1,994(H21) 1,824(H22) 1,775(H23)

指
標

区，区社協による活動支援数 C

地域の茶の間設置個所 A

6

　多世代が利用
できる施設とし
て，老人憩の家
の有効活用を図
るとともに，公
共施設の民営化
など，各種施策
に民間活力の導
入を進め，市民
サービスの維持
向上と効率化を
図ります。

老人憩の家の配置及び機能の見直し
高齢者支援
課

工
程
表

工程概要 ・調査・検討 ・調査・検討 ・調査・検討 ・検討

【概要】
老人憩の家に関する提言を踏まえ，他世代が利用できる施
設への転換や，地域拠点施設への集約などを進める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(223)　公の施設の民営化の推進や機能・配置の見直し

実施内容

施設利用者数（一日平均）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

施設利用者数（一日平均） ―

モデル事業の結果を踏まえ，転換方法・転換時期を決定
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・民営化手法の検討 ・移管時期等の検討 ・移管時期等の検討 ・移管時期等の検討

指
標

234,804千円

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 調査検討

・民営化手法の検討 ・他都市事例の調査
・民営化手法・時期
の検討

・他都市の視察調査
・民営化手法・時期
の検討
・民営化方針の策定
開始

・他都市の視察調査
・民営化方針の決定
・指定管理者制度導
入に向けた作業開始

指
標

― ― ― ―

・他都市の事例調査
・指導実施機関の調
査

・詳細の検討
・予算要求

・動機付け支援の一
部（65歳以上）を委
託する。

・業務内容の拡大を
検討する。

指

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

　多世代が利用
できる施設とし
て，老人憩の家
の有効活用を図
るとともに，公
共施設の民営化
など，各種施策
に民間活力の導
入を進め，市民
サービスの維持
向上と効率化を
図ります。

大山台高齢者福祉センターの民営化
高齢者支援
課

工
程
表

工程概要 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

【概要】
大山台高齢者福祉センターが提供するサービスのうち，特
別養護老人ホーム及び老人デイサービスセンターは現在で
は民間法人が行うものが中心となり，行政として設置する
必要性が薄れている。また，養護老人ホームについては，
他自治体において社会福祉法人が運営している事例がある
ことから，大山台高齢者福祉センターの民営化への取組み
を進めます。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(223)　公の施設の民営化の推進や機能・配置の見直し

実施内容

市の費用負担額（人件費）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

市の費用負担額（人件費） ―

国民健康保険加入者に対する特定保健指導実
施業務の民間委託

保険年金課

工
程
表

工程概要 ・調査 ・検討 ・実施 ・実施

【概要】
土日に指導できる民間に委託し，市民サービスの向上を図
り，指導者不足を補う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
( ) 現業業務など民間委託導入効果 高 業務 民

実施内容

移管時期及び民営化の手法について検討を行う

指
標

直営 直営 一部委託 一部委託
一部委

託
平成25年
度以降

・調査 ・調査・検討 ・調査・検討 ・調査・検討

・他都市の事例調査
・指導実施機関の調
査

・指導実施機関の状
況詳細調査
・委託方式等の検討

・委託内容の検討
（特定保健指導内
容，質の担保）
・指導実施機関の詳
細調査結果の検討

・直営での特定保健
指導の評価実施。標
準化，質の担保の検
討。
・委託内容の検討
（特定保健指導内
容，質の担保）

指
標

直営 直営 直営 直営

8

(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

業務の民間委託

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

業務の民間委託 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換

・継続

・在宅医療支援ネッ
トワーク構築の検討

・モデル事業の検討

・継続

・実施

・実施

・継続

・実施

・実施

・現状把握 ・継続・検討 ・継続・実施 ・継続・実施

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換

・在宅医療支援連携
検討会の実施
・医療資源やサービ
ス実施状況などの現
状把握
・モデル事業の検討

・在宅医療支援推進
検討会の実施
・在宅医療ネット
ワーク推進事業のモ
デル事業の実施
・在宅医療に関する
市民意識調査の実施

・在宅医療ネット
ワーク推進事業の実
施　　　　　　　・
医療計画策定のため
地域医療推進会議の
実施　　　・人材育
成研修の実施

・関係団体との調整 ・詳細の検討
・規則改正
・システム改修等

・委託先の変更及び
協力事務費見直し

No. 改革目標
改革実施内容概要

9

　保健・医療・
福祉等の各機関
が連携する体制
づくりを進める
とともに，支援
の必要な人が地
域で安心して生
活できる環境を
整備します。

在宅医療・介護の連携

福祉総務
課，高齢者
支援課，介
護保険課，
保健衛生総
務課 工

程
表

工程概要

実施内容
（実績）

・現状把握 ・継続・検討 ・継続・実施 ・継続・実施

【概要】
住み慣れた環境で療養できるよう，在宅において日常生活
を送りながら訪問診療・訪問看護・訪問介護などが受けら
れる介護・診療・看護連携体制づくりに取り組む。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

　医療費の審査
支払事務や協力
事務費の見直し
により，事務の
効率化と経費の
節減を図りま
す。

こども医療費助成事務の見直し
こども未来
課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・検討 ・実施

【概要】
社会保険分の審査支払事務の委託先を社会保険診療報酬支
払基金に変更するとともに，医療機関に支払っている協力
事務費を見直します。

実施内容

指
標

検討 実施 －

・検討 ・実施 ・実施済

・詳細の検討
・規則改正
・システム改修等

・委託先を変更し，
医療機関に支払って
いた協力事務費を廃
止

・事務見直し後の内
容で引き続き実施

指
標

検討 実施 実施済

10

事務費を見直します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

委託先の変更及び協力事務費見直
し

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

委託先の変更及び協力事務費見直
し

B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・関係団体との調整 ・詳細の検討
・規則改正
・システム改修等

・委託先の変更及び
協力事務費見直し

指
標

検討 実施 －

・検討 ・実施 ・実施済

・詳細の検討
・規則改正
・システム改修等

・委託先を変更し、
医療機関に支払って
いた協力事務費を廃
止

・見直し後の内容で
引き続き実施済

指
標

検討 実施 実施済

・従来の督促方法の
見直し
・公立保育園長から
直接滞納保護者に対
し 納付相談を行う

・従来の督促方法の
強化
・保育園での現金管
理体制の構築に向け
た検討

・公立保育園での現
金管理体制の構築
・私立保育園への徴
収委託の検討

専門徴収員の配置

・私立保育園への徴
収委託
・私立保育園での現
金管理体制の構築

No. 改革目標
改革実施内容概要

11

　医療費の審査
支払事務や協力
事務費の見直し
により，事務の
効率化と経費の
節減を図りま
す。

ひとり親家庭等医療費助成事務の見直し
こども未来
課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・検討 ・実施

【概要】
社会保険分の審査支払事務の委託先を社会保険診療報酬支
払基金に変更するとともに，医療機関に支払っている協力
事務費を見直します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

委託先の変更及び協力事務費見直
し

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

委託先の変更及び協力事務費見直
し

B

　保育料の収納
率向上に向けた
取り組みを進
め，財源の確保
に努めます。

保育料収納率の向上 保育課

工
程
表

工程概要
・具体的対策案の作
成

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
　保育料については，児童福祉法第56条第3項の規定によ
り市において保育料の決定及び徴収を行っており，「受益
と負担の原則」「公平性の原則」に基づき収納率の向上を
図る 実施内容 し，納付相談を行う

・公立保育園長向け
収納マニュアルの作
成

た検討
・専門徴収員の配置
について関係部署と
の調整

・専門徴収員の配置

98.30% 98.35% 98.45% 98.60% 98.80%
平成29
年度

10.00% 10.01% 15.00% 20.00% 25.00%
平成29
年度

・具体的対策案の作
成

・実施 ・実施 ・実施

・督促方法の見直し
・納付相談を行った
・保育園用収納マ
ニュアルの作成

・督促方法の強化
・公私立保育園にお
いて滞納保護者に対
し、納付相談を行う
・専門徴収員の配置
について関係部署と
の調整

・督促方法の強化
・専門徴収員の配置
について関係部署と
の調整

・債権管理課と連携
し、滞納整理を行っ
た

98.30% 98.40% 98.62% 98.84%

7.67% 9.23% 8.29% 13.95%

12

図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(312)　市税等の収納率向上

実施内容

指
標

保育料収納率（現年）

保育料収納率（過年）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

指
標

保育料収納率（現年） A

保育料収納率（過年） C
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■保健衛生部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換
・在宅医療支援ネッ
トワーク構築の検討
・モデル事業の検討

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換
・在宅医療支援ネッ
トワーク構築の検討
・モデル事業の実施

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換
・在宅医療支援ネッ
トワーク構築の検討
・モデル事業の実施

・現状把握 ・継続・検討 ・継続・実施 ・継続・実施

・医師会など関係機
関との定期的な情報
交換

・在宅医療支援連携
検討会の実施
・医療資源やサービ
ス実施状況などの現
状把握
・モデル事業の検討

・在宅医療ネット
ワーク推進事業（モ
デル事業）の実施
・在宅医療に関する
市民意識調査の実施
・在宅医療支援推進
検討会の実施

・在宅医療ネット
ワーク推進事業の実
施
・医療計画策定のた
め地域医療推進会議
の実施
・人材育成研修の実
施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

 保健・医療・
福祉等の各機関
が連携する体制
づくりを進める
とともに，支援
の必要な人が地
域で安心して生
活できる環境を
整備します

在宅医療・介護の連携

福祉総務
課，高齢者
支援課，介
護保険課，
保健衛生総
務課 工

程
表

工程概要 ・現状把握 ・継続・検討 ・継続・実施 ・継続・実施

【概要】
住み慣れた環境で療養できるよう，在宅において日常生活
を送りながら訪問診療・訪問看護・訪問介護などが受けら
れる介護・診療・看護連携体制づくりに取り組む。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・中央区・南区をモ
デル地区として，個
人別支援システムを
活用し，「教室型」
と「ライフスタイル
型」の2つの支援型式
で健康づくり事業を
実施する。

・中央区・南区をモ
デル地区として，個
人別支援システムを
活用し，「教室型」
と「ライフスタイル
型」の2つの支援型式
で健康づくり事業を
実施する。

・中央区・南区をモ
デル地区として，個
人別支援システムを
活用し，「教室型」
と「ライフスタイル
型」の2つの支援型式
で健康づくり事業を
実施する。

指
標

500人 800人 1,000人
1,000
人

平成24
年度

・モデル地区で実施
・拠点を拡大しモデ
ル実施

・コース数を増大し
てモデル実施の継続

・中央区・南区をモ
デル地区として，個
人別支援システムを
活用した健康づくり
事業を実施

・中央区，南区に加
え，秋葉区，東区，
西蒲区に拠点を設置
し市民が通いやすい
拠点配置で事業を実
施

・昨年度整備した拠
点にて，コース数を
増大し，多数の市民
の参加・継続が可能
となるよう事業を実
施

指
標

581人 939人 1,104人

2

 コミュニティ
協議会や区社会
福祉協議会との
協働をはじめ，
地域住民のネッ
トワークづくり
を支援して，地
域力の充実に努
めるとともに，
食の安全，健康
づくり活動にも
力を注ぎます。

市民主体の健康づくりへの支援（いきいき健
康づくり支援事業）

健康増進課

工
程
表

工程概要 ・モデル地区で実施 ・モデル地区で実施 ・モデル地区で実施

【概要】
ICT（情報通信技術）活用による個人別支援プログラムを
活用した健康づくり事業を実施するとともに，健康づくり
に取り組む機運を醸成するための全市的な講演会を開催す
るなど，市民自ら取り組む市民主体型の健康づくりを進め
る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

参加者

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

参加者 A
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・公募，委嘱，各種
研修会，講習会への
参加。食品表示や食
品衛生管理等につい
て随時及び定期報
告。報告内容及び対
応結果を公表。

・各種講習会，研修
会及びリスクコミニ
ケーションへの参
加。市民へのアン
ケート調査協力。随
時及び定期報告。報
告内容及び対応結果
を公表。

・公募，委嘱，各種
研修会，講習会への
参加。食品表示や食
品衛生管理等につい
て随時及び定期報
告。報告内容及び対
応結果を公表。

・各種講習会，研修
会及びリスクコミニ
ケーションへの参
加。市民へのアン
ケート調査協力。随
時及び定期報告。報
告内容及び対応結果
を公表。

指
標

30人 30人 累計60（30）人 累計60（30）人 －

・30名委嘱 ・30名継続 ・28名新規委嘱 ・28名継続

・公募，委嘱，各種
研修会，講習会への
参加
・食品表示や食品衛
生管理等について随
時及び定期報告
・報告内容及び対応
結果を公表

・表示研修会，視察
研修への参加
・食品関係事業者と
の情報交換会の開催
・食品表示や食品衛
生管理等について定
期報告の公表

・公募，委嘱，衛生
等の研修会や視察研
修への参加
・食品表示や食品衛
生管理等について定
期報告実施
・報告内容を公表

・研修会・施設見学
会への参加
・食品表示や食品衛
生管理等について定
期報告実施
・報告内容を公表

指
標

30人 30人 累計58（28）人 累計58（28）人

・各種がん検診実施
要領の改正

・施設検診実施施設
の選択および委託契

・施設検診の実施
・地域・職域との連

・施設検診の実施
・地域･職域との連携

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　コミュニティ
協議会や区社会
福祉協議会との
協働をはじめ，
地域住民のネッ
トワークづくり
を支援して，地
域力の充実に努
めるとともに，
食の安全，健康
づくり活動にも
力を注ぎます。

市民フードプロモーター活用事業
食の安全推
進課

工
程
表

工程概要 ・30名委嘱 　 ・新たに30名委嘱 　

【概要】
市民へ食品衛生及び食品表示等正しい知識の普及や「食の
安全確保」に関する意識の向上を図る。また，フードプロ
モーターの報告により食品営業者等へのきめ細かな指導を
行うことにより，市民・食品営業者・行政が協働しながら
「食の安心・安全」を確保する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

市民フードプロモーターの委嘱数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

市民フードプロモーターの委嘱数 C

　各種施策に民
間活力の導入を
進め，市民サー
ビスの維持向上
と効率化を図り

がん検診事業の見直し 健康増進課

工
程

工程概要
・要領改正，委託契
約

・導入準備（実施） ・実施 ・実施

【概要】
市民が受診しやすい検診体制をつくるため 集団検診に加 要領の改正

・施設検診委託契約
の実施に向け，準備
・地域･職域連携会議
の開催

の選択および委託契
約
・地域･職域との連携
会議の定例化

・地域・職域との連
携会議の定例化

・地域･職域との連携
会議の定例化

指
標

肺がん36,000人(12%)
子宮　18,500人(16%)
乳がん17,000人(19%)
大腸がん65,000人
(23%）
胃がん69,500人(24%)

肺がん41,000人(14%)
子宮　23,500人(20%)
乳がん22,000人(24%)
大腸　68,000人(24%)
胃がん72,500人(25%)

肺がん46,000人(16%)
（目標53000）
子宮　28,500人(24%)
(目標15000）
乳がん27,000人(30%)
(目標8000）
大腸　71,000人(25%)
(目標78000）
胃がん76,000人(26%)
(目標72000）

肺がん51,000人(18%)
子宮　34,500人(30%)
乳がん32,000人(35%)
大腸　74,000人(26%)
胃がん79,500人(28%)

－

・要領改正，委託契
約

・導入準備
・乳がん施設検診の
実施

・継続実施

・各種がん検診実施
要領の改正
・施設検診委託契約
の実施に向け，準備
・地域・職域連携会
議の開催

・施設検診実施施設
の選択
・休日検診の拡大実
施

・委託契約の実施
・実施要領の改正
・施設検診の実施

・がん予防促進連携
企業との意見交換会
を実施
・施設検診拡大に向
けての検討

指
標

肺がん36,000人(12%)
子宮　18,500人(16%)
乳がん17,000人(19%)
大腸がん65,000人
(23%）
胃がん69,500人(24%)

肺がん36,813人
乳がん16,301人
子宮がん20,094人
大腸がん66,023人
胃がん69,034人

肺がん35,042人
乳がん15,820人
子宮がん18,200人
大腸がん65,695人
胃がん67,852人

肺がん35,836人
乳がん15,780人
子宮がん21,587人
大腸がん70,532人
胃がん68,928人

4

ます。
程
表

市民が受診しやすい検診体制をつくるため，集団検診に加
えて，施設検診（医療機関，検診機関等での検診）の導入
をさらに進めます。

 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(223)　公の施設の民営化の推進や機能・配置の見直し

実施内容

受診者数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

受診者数 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・基本計画の策定
・基本・実施設計
・管理運営体制

・建設工事
・事業内容の具体化
・開園に向けた準備
人材の育成

・動物とのふれあい
・動物体験教室
・ボランティアの育
成と活動拠点
・情報発信

・動物とのふれあい
・動物体験教室
・ボランティアの育
成と活動拠点
・情報発信

指
標

20人 30人 40人 50人 －

・検討 ・検討 ・検討 ・運営

・基本計画の策定
・基本・実施設計
・管理運営体制

・基本・実施設計
・管理運営体制

・建設工事
・管理運営体制
・ボランティアの育
成

・運営建設終了
・プレオープンの実
施
・ボランティアの育
成

指
標

20人 15人 36人 47人

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　食育・花育の
推進や子どもの
創作活動の支
援，動物との交
流を図るための
総合拠点を整備
し，市民及び関
係機関と行政が
協働して，ふれ
あいと創造の場
をつくります。

動物とのふれあい事業における市民協働の推
進

環境衛生課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・検討 ・開園予定 ・運営

【概要】
市民や子どもたちが動物とふれあい，動物への正しい理解
を深める場を提供し，人と動物が共に暮らす心豊かな社会
の実現を目指す。事業の展開には，活動を支援する人材の
育成，団体との協働など，市民と一体となって活動の推進
を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

ボランティアの育成

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

ボランティアの育成 C
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■経済・国際部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・機能強化検討委員
会を設置

・財団専門人材の雇用
・施設の設置（臨時）
・施設の運営
・新施策の実施

・財団専門人材の雇用
・施設の設置（臨時）
・施設の運営
・新施策の実施

177（社・者） 260（社・者） 300（社・者） 300
平成24年
度以降

271人 400人 500人 500
平成24年
度以降

・機能強化の検討 ・実施 ・実施 ・実施

・機能強化検討委員
会を設置

・財団専門人材の雇用
・施設の設置
・施設の運営
・新施策の実施

・財団専門人材の雇用
(継続）
・施設の運営
・新施策の実施

・財団専門人材の雇
用(新規，継続）
・施設の運営
・新施策の実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　経済のグロー
バル化や産業構
造の変化に加え
都市間競争，地
域格差によって
地域産業は大き
な変革期を迎え
ています。こう
した中，地域産
業の活性化を図
るためには，
「既存産業の高
度化支援」，
「グローバル化
の対応」及び
「拠点性の向
上」を図る必要
があります。
 そのために
は，新潟IPC財
団を専門人材の
雇用による組織
体制の充実や
(仮称)ビジネス
支援センタ の

新潟IPC財団機能強化 産業政策課

工
程
表

工程概要 ・機能強化の検討 ・実施 ・実施

【概要】
平成22年に（仮称）ビジネス支援センターを開設するとと
もに，経営支援や技術評価等に識見の高い専門家を配置し
コンサルティングをはじめとする企業支援機能の強化を図
る。また，中小企業が も課題とする販路拡大やマーケ
ティング，新製品開発を集中的に支援する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

指
標

支援企業数（補助金・研修会・相
談コンサル等）

利用者数（講演会・セミナー）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

支援企業数（補助金 研修会 相

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

177（社・者） 533（社・者） 684（社・者） 835（社・者）

271人
1,272人

(臨時分499人を含む)
1,253人

(臨時分533人も含む)
830人

(臨時分209人も含む)

・緊急雇用創出事業
による雇用の創出を
図る

・緊急雇用創出事業に
よる雇用の創出を図る

指
標

591人 839人 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・緊急雇用創出事業
・ふるさと雇用再生
特別基金事業

・緊急雇用創出事業
・ふるさと雇用再生特
別基金事業
・人材育成型緊急就労
支援事業

・緊急雇用創出事業
・ふるさと雇用再生特
別基金事業
・人材育成型緊急就労
支援事業

・緊急雇用創出事業
・ふるさと雇用再生
特別基金事業
・人材育成型緊急就
労支援事業

指
標

605人 1,153人 716人 639人

支援センターの
設置等により政
令市に求められ
る産業支援機関
としての機能を
強化し，地元企
業を支援しま
す。
 現下の雇用失
業情勢の悪化に
対応するため，
失業者に対して
雇用・就業機会
の創出を積極的
に行います。

A

利用者数（講演会・セミナー） A

雇用対策課

工
程
表

工程概要 ・実施

実施内容
（実績）

指
標

支援企業数（補助金・研修会・相
談コンサル等）

・実施

【概要】
国の緊急雇用対策により「緊急雇用創出事業」の運用改善
（要件緩和等）が出されたため，今後改めて全庁的な事業
の洗い出しを行い，積極的な雇用創出を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(111)　「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実施

実施内容

雇用創出数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

3

雇用創出数 A

2

緊急雇用創出事業

27



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・第3期外国籍市民懇
談会の開催，災害時
外国人住民支援事業
の実施

・第3期外国籍市民懇談
会の開催等，および外
国籍市民懇談会の運営
強化

・第4期外国籍市民懇
談会の開催等

・第4期外国籍市民懇
談会の開催等

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・第3期外国籍市民懇
談会の開催，災害時
外国人住民支援事業
の実施

・第3期外国籍市民懇談
会の開催，報告書の受
領，災害時外国人住民
支援事業の実施

・外国籍市民懇談会報
告書を活かした地域で
の防災訓練の展開，懇
談会のあり方を見直す
ための意見聴取の実施

・秋葉区、江南区に
おいて新潟市区外国
籍市民懇談会を開
催，災害時外国人住
民支援の実施

・周辺駐車場料金の
現状，及び民間駐車
場経営のノウハウを
持つ指定管理者の意
見等を踏まえたうえ
で，駐車料金の見直
しを検討する。

・周辺駐車場料金の現
状等を勘案し，駐車料
金の見直しを実施す
る。

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　多様な文化を
背景とする外国
籍市民等と地域
コミュニティと
の協働を推進
し，誰にでも住
みやすい魅力あ
るまちづくりを
行うため外国籍
市民に関する施
策をきめ細かく
展開するなど，
多文化共生のま
ちづくりをさら
に進めます。

多文化共生のまちづくりの推進 国際課

工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）

【概要】
外国籍市民懇談会報告書のうち実現可能なものへの取り組
みを強力に推進するとともに，外国籍市民等と地域コミュ
ニティとの協働やまちづくり参画の仕組みづくりを進めて
いく。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

・料金見直しの実施

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

3

　西堀地下駐車
場の料金の見直
しを検討し，中
心市街地である
古町地区の商業
振興に寄与して
いきます。

駐車場事業の効率的な運営による収支の均衡
回復

商業振興課

工
程
表

工程概要 ・料金見直しの検討

【概要】
周辺駐車場料金の現状等を踏まえた上で，駐車料金の見直
しを実施し，中心市街地である古町地区の商業振興に寄与
する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(344)　その他特別会計の経営健全化

実施内容

指
標

160,000台 180,000台 －

・料金見直しの検討 ・料金見直しの実施 ・実施 ・実施

・周辺駐車場料金の
現状，及び民間駐車
場経営のノウハウを
持つ指定管理者の意
見等を踏まえたうえ
で，駐車料金の見直
しを検討した

・平成２２年４月１日
に駐車料金の見直し
（引き下げ）を実施

・平面化工事及び自動
精算機の導入を実施

・利用しやすくなっ
た駐車場のPR及び管
理運営の効率化を実
施

指
標

161,809台 148,005台 132,032台 136,696台

実施内容
（実績）

3

4

総利用台数 C

総利用台数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

28



■農林水産部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・区と協議 ・事務事業の実施と
本庁によるサポート
・各区との協議に基
づき施策の検討と立
案

・全市的な施策と区
の特色を活かした施
策の実施
・本庁による区への
サポート

・全市的な施策と区
の特色を活かした施
策の実施
・本庁による区への
サポート

2 10 －

0 0 4 6 8
平成25
年度

・事務事業移管につ
いて各区との協議

・移管事務事業の各
区による実施

・事業の実施 ・事業の実施

・担当区との協議 ・移管事務事業の実
施と本庁によるサ
ポートを実施

・移管事務事業の実
施と本庁によるサ
ポートを実施

・移管事務事業の実
施と本庁によるサ
ポートを実施

2 10

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　各区の特色を
活かした農林水
産業の振興を図
るため，各区が
独自に施策を実
施できるよう制
度の見直しを行
います。

農林水産業に関する事業，施策実施の見直し
農業政策課
水産林務課

工
程
表

工程概要 ・各区と協議

・移管事務事業の実
施
・区独自事業の仕分
け

・実施 ・実施

【概要】
各区に移管する事務事業については，平成22年度から実施
します。
平成22年度に各区との協議を踏まえて，平成23年度以降
は，本庁は全市的な施策，各区は，特色を生かした独自の
施策を実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな区役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

指
標

各区への事務事業移管数

区の特色を活かした事業

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
各区への事務事業移管数 B

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

2 10

0 0 1 1

・業務の迅速化・効
率化を念頭に事業内
容を整理

・事業内容の整理に
基づき，農業サポー
ターと受入農家の
マッチングシステム
の確立

・民間等受託団体お
よび協働できる組織
の確認

・民間委託若しくは
協働組織への業務移
管

指
標

130人 100人 150人 200人 300人
平成26
年度

・事業内容の整理 ・事業手法の検討 ・事業手法の検討 ・事業手法の検討

・業務の迅速化・効
率化を念頭に事業内
容を整理

・事業内容の整理に
基づき，農業サポー
ターマッチングシス
テムの作業効率を向
上させるため，改修
および機能追加を
行った

・事業手法について
受入農家及びサポー
ターと意見交換を
行った。また電子申
請による活動申込を
可能とし，事務効率
化を図った

・事業手法について
全受入農家及びサ
ポーターに対し意向
調査を行なった

指
標

130人 185人 247人 288人

工程概要

指
標

各区 の事務事業移管数 B

区の特色を活かした事業 C

【概要】
農業サポーター制度の拡充に伴う業務量の増加を見据え，
平成24年度までに民間委託若しくは関係団体との協働によ
り，市民との協働の体制を構築します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

農業サポーターの人数

進
行
管
理
表

工程実績

2

　本市が事務局
として中心的な
役割を担ってい
る農業サポー
ター事業につい
て，市民のより
積極的な参画を
得られるよう新
たなコーディ
ネートシステム
を構築します。

農業サポーターシステム事業拡充に伴うコー
ディネートシステムの構築

食育・花育
センター

工
程
表

・事業内容の整理 ・事業手法の検討 ・受託団体の検討 ・民間委託ほか

評価

実施内容
（実績）

1

農業サポーターの人数 A
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・制作・運営業務の
仕分け
体制の検討

・見本市の開催準備
業務、国際会議･シン
ポジウムの民営化方
法等の検討

・見本市の制作･運営
の一部民営化の実施
・国際会議･シンポジ
ウムの民営化等の検
討

・国際会議・シンポ
ジウムの一部民営化
の実施
・見本市開催実績の
モニタリング

― 1,200人 ― 1,200人 ―

1,243人/日 ― 3,000人/日 ― 3,000
平成25
年度

12,000人（目標値） ― 12,000人 ― 12,000
平成25
年度

・民営化方法等の検
討

・民営化方法の検討
及び一部民営化の実
施

・民営化方法の検討
及び一部民営化の実
施

・一部民営化の実施

・制作・運営業務の
仕分け
・体制の検討

・次年度開催の見本
市の開催準備業務で
の民営化方法の検討
・今年度開催の国際
会議・シンポジウム
の一部民営化の実施

・見本市の制作・運
営の一部民営化を実
施。次年度に向け民
営化を前提としたプ
ロポーザルを実施
・国際会議の一部民
営化の実施

・プロポーザルによ
り選定された民間事
業者による見本市の
一部民営化を実施
・国際会議の一部民
営化の実施

― 1,536人 ― 1,863人

3 728人/日 ― 5 459人/日 6 908人

No. 改革目標
改革実施内容概要

工程概要

花の新品種展来場者

進
行
管
理
表

工程実績

【概要】
見本市の制作･運営、国際会議･シンポジウムの一部民営化
等を検討・実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

指
標

国際会議参加者

見本市ビジネス来場者

3

　市が制作・運
営をしている食
と花の世界
フォーラム事業
について，民間
ノウハウのより
積極的な活用を
図り，効率的な
企画・制作・運
営に努めるとと
もに，地元運営
企業の育成を進
めます。

食と花の世界フォーラム事業制作・運営の民
営化

食と花の推
進課

工
程
表

・民営化方法等の検
討

・民営化方法等の検
討

・一部民営化の実施 ・一部民営化の実施

評価

実施内容
（実績）

2

指

国際会議参加者 A

見本市ビジネス来場者 A3,728人/日 ― 5,459人/日 6,908人

1,642人 1,352人 1,754人 1,665人

・建設着工 ・新施設の稼動

指
標

新施設の稼動 －

・実施 ・実施 ・終了

・建設着工 ・新施設の稼動

指
標

新施設の稼働

C

工程概要

標
見本市ビジネス来場者 A

花の新品種展来場者

【概要】
平成21年度に新施設の建設に着手し，22年度に新施設の稼
動を実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

新施設の稼働

進
行
管
理
表

工程実績

4

　現在移転を進
めてる万代島水
産会館につい
て，民間による
維持管理を行
い，品質管理・
衛生管理を徹底
した安心・安全
な水産物の供給
を行います。

万代島水産会館の維持管理の見直し 水産林務課

工
程
表

・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

新施設の稼働 B

30



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・前年度補助額（3，
730千円）から1/4
（932千円）を減額

・前年度補助額から
932千円を減額

・前年度補助額から
932千円を減額，平成
24年3月31日廃止

指
標

減額 減額 減額，平成24年3月31日廃止 －

・実施 ・実施 ・実施 ・廃止済

・前年度補助額（3，
730千円）から1/4
（932千円）を減額

・前年度補助額
（2,798千円）から
933千円を減額

・前年度補助額
（1,865千円）から
932千円を減額

指
標

減額 減額 減額，平成24年3月31日廃止

・平成20年度事業に
対する補助金を交付

・平成21年度事業に
対する補助金を交付
・平成23年3月31日廃
止

指
標

平成23年3月31日廃止 －

No. 改革目標
改革実施内容概要

・実施 ・実施

【概要】
西蒲原土地改良区の支所（西川，味方，潟東，巻，岩室）
の運営費軽減を目的に支出している補助金を，平成21年度
から三年間で段階的に減額・廃止します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(313)　各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受
益と負担の適正化

実施内容

段階的減額及び廃止

進
行
管
理
表

工程実績

土地改良区運営費補助金事務の見直し 工程概要

　緊急性・必要
性の低下した補
助金・負担金を
見直すことによ
りや類似した事
業を見直すこと
により，経費節
減を図ります。

地域用水機能増進事業費補助金事務の見直し 農村整備課

工
程
表

・実施

5

　合併前の旧市
町村が独自に実
施していた各種
団体への運営費
補助について，
他の団体との公
平性の観点から
見直しを行い，
段階的に減額・
廃止します。

農村整備課

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

2

段階的減額及び廃止 B

工程概要 ・継続 ・実施

【概要】
農業水利施設が有する多面的機能（自然環境保全機能等）
を維持増進させる地域活動を支援するための補助金を，平
成22年度末に廃止します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(313) 各種使用料手数料の見直しなど行政サ ビスの受

実施内容

廃止
標

平成 年 月 日廃

・継続 ・実施 ・廃止済

・平成20年度事業に
対する補助金を交付

・平成21年度事業に
対する補助金を交付

指
標

平成23年3月31日廃止

・負担金の休止 ・負担金の廃止

指
標

負担金の休止 負担金の廃止 －

・検討 ・実施 ・廃止済

・負担金の休止 ・負担金の廃止

指
標

負担金の休止 負担金の廃止

6

評価

実施内容
（実績）

2

廃止 B

水産林務課

工
程
表

工程概要 ・検討

実施内容
（実績）

(313)　各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受
益と負担の適正化

廃

進
行
管
理
表

工程実績

・実施

【概要】
緊急の必要性が乏しいものと判断されるため,当協会への
負担金は平成22年度より廃止します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(313)　各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受
益と負担の適正化

実施内容

負担金の廃止

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

負担金の廃止 B

7

フイシャリーナ協会負担金の廃止
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・機能診断に基づ
き，農業農村整備管
理計画を策定

・機能診断に基づき
農業農村整備管理計
画を更新

・機能診断に基づ
き，農業農村整備管
理計画を更新

・機能診断に基づ
き，農業農村整備管
理計画を更新

指
標

策定 更新 更新 更新 －

・計画策定 ・計画更新 ・計画更新 ・計画更新

・機能診断に基づき
農業農村整備管理計
画を策定
（市管理施設以外
で，市がストックマ
ネジメント事業費の
一部を負担する施設
を含む）

・事業採択に向け申
請

・2地区の事業採択が
なされた

・国の補整予算によ
り、機能診断の推進
が図られた

指
標

策定 更新 更新 更新

・基本設計の機能と ・運営体制，展示構 ・食の体験プログラ ・食の体験プログラ

No. 改革目標
改革実施内容概要

8

　市が管理する
揚排水機場や排
水路の維持管理
について，コス
トの 小化や維
持管理費の平準
化を図るため，
計画的な施設の
改築・更新を行
うための機能診
断に基づきなが
ら，長寿命化に
努めます。

ストックマネジメントの推進 農村整備課

工
程
表

工程概要 ・計画策定 ・計画策定 ・計画策定 ・計画策定

【概要】
機能診断に基づき，農業農村整備管理計画書を策定しま
す。

 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

計画策定

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

計画策定 B

　食育・花育の
推進や子どもの
創作活動の支
援，動物との交
流を図るための

食育の普及啓発事業における市民協働の推進
食育・花育
センター

工

工程概要 ・検討 ・検討 ・開園，運営の開始 ・運営

【概要】
施設構成の確定。運
営体制，展示構成，
事業内容等の検討。

成，事業内容等の具
体化。開園に向けた
整備。

ム，講座等の提供
・食に関する相談
・市民及び関係者と
一体となった活動・
交流

ム，講座等の提供
・食に関する相談
・市民及び関係者と
一体となった活動・
交流

指
標

90日 120日 －

・検討 ・検討 ・開園，運営の開始 ・運営

・基本設計の機能と
施設構成の確定
・運営体制，展示構
成，事業内容等の検
討

・運営体制，展示構
成，事業内容等の具
体化
・開園に向けた整備

・食育体験プログラ
ム，講座等の提供
・食に関する相談
・市民及び関係者と
一体となった活動・
交流

・食育体験プログラ
ム，講座等の提供
・食に関する相談
・市民及び関係者と
一体となった活動・
交流

指
標

― ― 122日 247日

9

流を図るための
総合拠点を整備
し，市民及び関
係機関と行政が
協働して，ふれ
あいと創造の場
をつくります。

工
程
表

食育に関する市民の活動・交流拠点を整備し，食に関する
体験プログラムや講座等の提供・情報の発信などを通し
て，市民及び関係者が協働して食育を推進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

調理室の利用日数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

調理室の利用日数 A
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■都市政策部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・導入検討調査
・選択肢の提示
※市民組織の設立

・検討委員会の設置
・市民への情報提供
・市民組織などとの
意見交換
・導入の方向性の提
示

・検討委員会の開催
・市民との協働によ
る導入方針の決定

・検討委員会の開催
・市民との協働によ
る基本計画の立案

・検討着手 ・実施 ・実施 ・実施

・導入検討調査
・選択肢の提示
※市民組織の設立

・検討委員会の開催
・市民への情報提
供，機運醸成，市民
意向把握，市民組織
などの意見交換

・関係機関との技術
検討ワーキングの開
催
・導入基本方針の策
定
・シンポジウムの開
催
・市民組織などの意
見交換

・導入計画の策定
・運行事業者審査委
員会の開催
・市民組織などの意
見交換

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　新たな交通シ
ステムの導入に
向けて，導入効
果や課題などを
明らかにし，検
討内容を市民に
積極的に開示す
るとともに，市
民と協働しなが
ら関係者が一丸
となって本市に
ふさわしい新た
な交通システム
を選択し，将来
的な導入を目指
します。

新たな交通システム導入の推進
新交通推進
課

工
程
表

工程概要 ・検討着手 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
新たな交通システムの導入に向けて，市民への検討内容の
開示と市民の参画機会をこれまで以上に充実させるととも
に，平成22年度から市民と協働して計画づくりを推進す
る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

用途地域等の

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・庁内関係課での試
行
・都市計画情報のイ
ンターネット公開
・運用に当たっての
課題検証

・メンテナンス体制
も含めたシステム運
用開始
・利用者アンケート
実施
・市民ニーズにあっ
た情報内容の検討

・システム運用
・拡充情報の整備

・拡充情報を反映し
たシステムの運用

指
標

0アクセス 4,200アクセス 4,600アクセス 5,000アクセス －

・インターネット公
開

・実施・検討 ・実施・拡大 ・実施・拡大

・インターネット公
開
庁内関係課での試行
H22.12.1
都市計画情報のイン
ターネット公開

・利用者アンケート
の実施
・掲載情報の拡充

・掲載情報の拡充
・画面構成の変更
・システム専用パソ
コンの課窓口への設
置

・掲載情報の拡充

指
標

0アクセス 5,137アクセス 7,843アクセス 10,377アクセス

2

　用途地域等の
都市計画情報を
インターネット
上で公開するこ
とにより，積極
的な情報発信を
行い，市民の利
便性の向上を図
ります。

都市計画情報システムの整備 都市計画課

工
程
表

工程概要
・インターネット公
開

・実施・検討 ・実施・拡大 ・実施・拡大

【概要】
用途地域等の都市計画情報を広く市民に提供するため，窓
口での確認や電話照会に加え，インターネットで都市計画
情報を閲覧できるシステムを整備する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

年間アクセス数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

年間アクセス数 A

33



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・支援内容の整理 ・支援制度の検討構
築，予算の確保

・コンサルタント，
NPO，まちづくり団体
などによる地域支援
の実施

・コンサルタント，
NPO，まちづくり団体
などによる地域支援
の実施

指
標

0地区 0地区 5地区 5地区 －

・支援制度の検討 ・支援制度の検討 ・実施 ・実施

・支援内容の整理 ・支援内容の整理 ・検討地区への職員
派遣や，区主催によ
る公共交通シンポジ
ウム（先進都市事例
紹介等）の実施

・検討地区への職員
派遣

指
標

0地区 0地区 1地区 0地区

・組織化を推進する
ために必要なアドバ
イザー等の派遣と

・これまでの支援内
容と併せて，講演会
やまちづくりセミ

・これまでの支援内
容と併せて，講演会
やまちづくりセミ

・これまでの支援内
容と併せて，講演会
やまちづくりセミ

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　住民組織が主
体となって運行
し，地域内交通
にとって重要な
役割を果たす住
民バスは，運行
費等の補助をは
じめ導入検討に
対する立上げ支
援の強化を図る
ことで，地域の
実情の応じた効
果的かつ効率的
な生活交通の確
保に努めます。

住民バス運行を検討する団体等への支援
都市交通政
策課

工
程
表

工程概要 ・支援制度の検討 ・支援制度の検討 ・実施 ・継続

【概要】
地域の実情にあった市民の移動手段を確保するため，地域
が主体となって取り組む住民バス等の導入検討に対し，コ
ンサルタント等の派遣など支援体制を強化する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

コンサルタント等派遣を受ける地
区数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

コンサルタント等派遣を受ける地
区数

C

　市民によるま
ちづくり活動の
裾野をさらに広
げ，新たな人材
を掘り起こすと
ともに，まちづ

まちづくり推進助成制度等の充実
市街地整備
課

工
程
表

工程概要 ・実施 ・充実・検討 ・実施 ・実施

【概要】
良好な市街地環境の形成に向けて，制度の利用促進に努め
るとともに 新たな方策として まちづくりセミナーの開 実施内容 イザー等の派遣と，

団体等の活動経費を
助成

やまちづくりセミ
ナーの開催等を検討

やまちづくりセミ
ナーの開催等を実施

やまちづくりセミ
ナーの開催等を実施

2地区 4地区 4地区 4地区 －

1地区 1地区 2地区 3地区 －

・試行 ・実施 ・実施 ・実施

・組織化を推進する
ために必要なアドバ
イザー等の派遣と，
団体等の活動経費を
助成

・組織化を推進する
ために必要なアドバ
イザー等の派遣

・組織化を推進する
ために必要なアドバ
イザー等の派遣と，
団体等の活動経費を
助成

・団体等の活動経費
を助成

2地区 3地区 1地区 0地区

1地区 0地区 1地区 2地区

4

くり組織の自立
や住民参加によ
る都市施設の維
持管理を促進
し，市民との協
働による実効性
あるまちづくり
を進めます。

るとともに，新たな方策として，まちづくりセミナーの開
催等を検討し実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

アドバイザー等の派遣実績

活動経費の助成団体数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

指
標

アドバイザー等の派遣実績 C

活動経費の助成団体数 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・工事発注計画作成
工事量・内容の確認
対象予定工事の選定

・工事積算・監督業
務の一部民間委託

・工事積算・監督業
務の一部民間委託

・工事積算・監督業
務の一部民間委託

指
標

一部試行 2件 4件 10件 16件
平成25
年度

・工事発注計画作成 ・実施 ・未実施 ・実施

・工事発注計画の作
成
・工事量・内容の確
認
・対象予定工事の選
定

・業務量増加に伴
い、工事積算のみ民
間委託を実施

・直営による工事発
注および監督員業務
で対応

・業務量増加に伴
い、工事積算及び現
場管理の民間委託を
実施

指
標

試行1件 1件 0件 3件

・基本方針パブコメ
・対象路線の仕分け

・「廃止すべき」路
線の地元合意形成と
都市計画の変更手続
き

「更なる検証が必

・「廃止すべき」路
線の地元合意形成と
都市計画の変更手続
き

「更なる検証が必

・「廃止すべき」路
線の地元合意形成と
都市計画の変更手続
き

「更なる検証が必

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　新潟駅周辺整
備事業の進捗に
伴い、今後増加
する工事積算業
務、工事監督業
務に対しては、
職員の配置およ
び事務執行の効
率性を高めるた
めに民間委託を
推進します。

工事積算・監督業務の民間委託
新潟駅周辺
整備事務所

工
程
表

工程概要 ・検討 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
今後増加する工事積算・監督業務については、事務執行の
効率性を高めるために民間委託を推進する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

工事積算・監督業務の民間委託件
数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工事積算・監督業務の民間委託件
数

B

　長期間未整備
となっている都
市計画道路を，
現在の社会情勢
に照らし合わせ
て見直すことに
より，必要以上
の制限を少なく

都市計画道路網の再編 都市計画課

工
程
表

工程概要 ・基本方針策定 ・実施及び検討 ・実施及び検討 ・実施

【概要】
長期間未整備となっている都市計画道路の必要性を改めて
確認し，必要性に変化が生じている路線や必要性が失われ
ている路線について，都市計画道路の変更や廃止を行な
う

実施内容

・「更なる検証が必
要」路線の検証

・「更なる検証が必
要」路線の検証

・「更なる検証が必
要」路線の検証

指
標

0地区 10地区 10地区 10地区 －

・基本方針策定 ・検討 ・実施 ・実施

H22.2.1～3.1
基本方針ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ

H22.3
基本方針策定

・基本方針に基づき
対象路線を分類

・「廃止すべき」路
線の地元合意形成と
都市計画の変更手続
き
※「廃止すべき」路
線は分類の結果7路線
8区間（8地区）と
なった

・「廃止すべき」7路
線（8区間）の都市計
画の手続きを行い，
平成24年2月に3路線
（3区間），8月に4路
線（5区間）を廃止

指
標

0地区 0地区 8地区 8地区

6

の制限を少なく
するとともに，
効率的な公共施
設整備につなげ
ます。

う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(31)　収支均衡にむけた取組

「廃止すべき」路線意向確認地区
数（累計）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

「廃止すべき」路線意向確認地区
数（累計）

B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・関係企業の事業所
見学会
・関係企業対象セミ
ナー
・活動内容検討会

・国際物流展出展 ・新潟港ＰＲ事業 ・拠点性向上に繋が
る事業の実施

指
標

1事業 1事業 1事業 1事業 －

・事業実施 ・事業実施 事業実施 ・事業実施

・関係市町企業によ
る事業所見学会
・関係事業所対象セ
ミナー開催
・次年度以降の活動
内容検討

・関係事業所対象セ
ミナー開催
・国際物流展出展
・次年度以降の活動
内容検討

・関係事業所対象シ
ンポジウム開催
・次年度以降の活動
内容検討

・関係事業所対象セ
ミナー開催
・国際物流展出展
・次年度以降の活動
内容検討

指
標

2事業 2事業 1事業 2事業

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

　経済のグロー
バル化や産業構
造の変化に加え
都市間競争，地
域格差によって
地域産業は大き
な変革期を迎え
ています。こう
した中，地域産
業の活性化を図
るためには，
「既存産業の高
度化支援」，
「グローバル化
の対応」及び
「拠点性の向
上」を図る必要
があります。
 本市の拠点性
向上のため，企
業誘致やポート
セールス，新潟
港振興などを本
市だけではなく
関係する市町と
広域的に連携し
て展開します。

拠点性向上のための自治体連携の実施 港湾課

工
程
表

工程概要 ・事業実施 ・事業実施 ・事業実施 ・事業実施

【概要】
圏域の市町村と連携し，新潟港活性化・地域経済の振興に
資する事業を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(122)　戦略的都市経営による魅力創造・地域再生に向け
た取り組み

実施内容

事業実施数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

事業実施数 A

政令指定都市

・技術職員の能力育
成計画を策定し，研
修計画作成のための
現状把握と必要な研
修を整理

・技術職員の能力育
成計画に基づく実施
計画を策定

・実施計画に基づき
実施

・実施計画に基づき
実施

75 75 75 75 75
平成24
年度

5 5 10 15 15
平成24
年度

・技術職員の能力育
成方針の策定

・実施 ・新組織の設立 ・実施

・技術職員の能力育
成方針を策定し，研
修計画作成のための
現状把握と必要な研
修を整理した

・技術職員の能力育
成計画を策定中であ
るが，その内研修受
講計画を取りまと
め，関係課に周知を
した

技術職員のより一層
の技術力向上のた
め，技術管理課と工
事検査センターとが
一体化した新組織で
ある技術管理セン
ターを設立した

・技術職員の能力育
成に必要な研修実施
計画を取りまとめ，
研修を実施した

75 72 64 75

5 8 7 15

8

　政令指定都市
職員にふさわし
い質の高い技術
者集団の形成に
向け，技術者と
して必要な技術
力を習得するた
めの技術者能力
育成実施計画を
策定し，外部研
修を活用した内
部研修実施のた
めの講師育成や
年代別研修など
の企画・実施な
ど研修の充実を
図ります。

技術職員の能力育成計画の策定及び実施 技術管理課

工
程
表

工程概要
・技術職員の能力育
成計画の策定

・能力育成に係る実
施計画の策定

・実施 ・実施

【概要】
技術者として必要な技術力を習得するため技術職員の能力
育成計画を策定し，庁内研修の充実を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

指
標

外部研修（回）

内部研修（回）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

外部研修（回） B

内部研修（回） B
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■建築部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・主に旧豊栄，新津，
白根地区等の現都市計
画区域内の道路。

・旧潟東，岩室地区等
の現都市計画区域外の
道路。

・インターネット閲覧
の実施

・インターネット閲覧
の実施

指
標

1件 1件 －

・指定道路図等の作成 ・指定道路図等の作成 ･実施 ・実施

・主に旧豊栄，新津，
白根地区等の現都市計
画区域内の道路

・主に旧潟東，岩室地
区等の現都市計画区域
外の道路

・指定道路図（西区を
除く）のインターネッ
トでの閲覧開始

・指定道路図のイン
ターネットでの閲覧開
始

指
標

1件 1件 1件 1件

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　インターネッ
トなどの情報通
信技術の効果的
な活用により，
建築工事等に係
る積算などの情
報や建築確認申
請に必要な道路
情報を市民の身
近なところで開
示・発信を進
め，関係部と連
携しながらワン
ストップによる
市民の利便性を
向上させるとと
もに，業務の効
率化，高度化に
取り組みます。

指定道路整備事業 建築行政課

評価

実施内容
（実績）

2

指定道路事業の委託数 B

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

工程概要 ・拡充

【概要】
市民が，確認申請などに必要となる道路情報を入手しやすく
するため，インターネットによる道路情報の閲覧を平成23年
度から実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

指定道路事業の委託数

進
行
管
理
表

工程実績

工
程
表

・拡充 ・継続 ・継続市民との協働による安心・安全なくらしの実現 建築行政課

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・補助対象建築物の拡
充
・補助限度額の拡充
・建築関係団体等との
連携による制度周知の
促進

・制度情報の提供の拡
充

・継続 ・継続

・拡充 ・拡充 ・拡充 ・拡充

・対象建築物の拡充
・補助限度額の拡充
・建築関係団体等との
連携による制度周知の
促進

・補助制度の拡充
・建築関係団体等との
連携による制度周知の
促進

・補助制度の拡充
・申請手続きの簡略化
・建築関係団体等との
連携による制度周知
・ＨＰ，市報，テレビ
での制度周知

・補助制度の拡充
・ＨＰ，市報，テレ
ビ，モデル地区での戸
別リーフレット配布に
よる制度周知

【概要】
地震等に対する建築物の安全性確保に向けての各種建築制度
情報の提供を充実させることで，市民の取り組み意識を高め
事業を促進します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

2

工
程
表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・工事契約書の一部で
ある工事設計書をコ
ピーして，各課から紙
ベースで情報公開請求
者に開示

・電子化・集中管理化
により窓口を一本化し
た情報公開（公表）を
実施

・電子化・集中管理化
により窓口を一本化し
た情報公開（公表）を
実施

・電子化・集中管理化
により窓口を一本化し
た情報公開（公表）を
実施

指
標

0% 100% 100% 100% －

・検討 ・実施 ・実施 ・実施

・工事契約書の一部で
ある工事設計書をコ
ピーして，各課から紙
ベースで情報公開請求
者に開示

・電子化・集中管理化
により窓口を一本化し
た情報公開(公表)を実
施した

・電子化・集中管理化
により窓口を一本化し
た情報公開(公表)を実
施した

・電子化・集中管理化
により窓口を一本化し
た情報公開(公表)を実
施した

指
標

0% 100% 100% 100%

・補助事業を創設し
た。
・想定を超える需要が
あったため，拡充をお
こなった。

・既存住宅のみを対象 ・継続 ・継続

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　インターネッ
トなどの情報通
信技術の効果的
な活用により，
建築工事等に係
る積算などの情
報や建築確認申
請に必要な道路
情報を市民の身
近なところで開
示・発信を進
め，関係部と連
携しながらワン
ストップによる
市民の利便性を
向上させるとと
もに，業務の効
率化，高度化に
取り組みます。

工事設計書の情報公開手続きワンストップサー
ビス

公共建築第１
課
公共建築第２
課 工

程
表

工程概要 ・検討 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
コピー紙による各担当課の交付から，電子データによる交付
に変更する。また，請求と交付窓口を一体とし，ワンストッ
プサービスを実現する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

ワンストップサービス化

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

ワンストップサービス化 B

　地球温暖化を
防止するため，
市民が取り組む
住宅の太陽光発
電などの自然エ
ネルギーの導入
と省エネルギー
化を支援し，家
庭部門における

市民との協働による温室効果ガスの削減 住環境政策課

工
程
表

工程概要 ・創設・拡充 ・継続 ・継続 ・継続

【概要】
既存住宅への太陽光発電システムの設置とこれに併せた省エ
ネ改修工事費の助成により、家庭部門におけるCO2排出量の
削減を図り地球環境にやさしい住まいづくりを推進する。
___________________________________________

実施内容

指
標

471 ｔ－CO2 547 ｔ－CO2 622 ｔ－CO2 622 ｔ－CO2 －

・創設，拡充 ・継続
・継続
・新規事業の創設

・継続

・補助事業を創設した
・想定を超える需要が
あったため，拡充をお
こなった

・当初の計画を超える
申請があったことか
ら、募集規模を拡大し
た

・当初の計画を超える
申請があったことか
ら、募集規模を拡大し
た
・東日本大震災を受け
新たな補助事業を創設

・当初の計画を超える
申請があったことか
ら、募集規模を拡大し
た

指
標

426　ｔ－CO2 611　ｔ－CO2 892　ｔ－CO2 2,855 ｔ-CO2

・市報等により周知を
図る

・指定管理者への入退
去受付業務の完全移行

・継続 ・継続

指
標

66% 100% 100% 100% －  

・指定管理者への入退
去受付業務の完全移行
の周知

・指定管理者への入退
去受付業務の完全移行

・継続 ・継続

・市報等により周知を
図った

・本庁窓口の閉鎖 ・継続 ・継続

指
標

66% 100% 100% 100%

4

庭部門における
二酸化炭素排出
量の削減に取り
組みます。

【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

累計設置台数による年間CO2排出削
減量

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

累計設置台数による年間CO2排出削
減量

A

5

　市と民間の役
割分担を明確に
するため，市営
住宅の入退去受
付業務を指定管
理者に完全移行
します。

指定管理者への市営住宅入退去受付業務の完全
移行

住環境政策課
工
程
表

工程概要
・指定管理者への入退
去受付業務の完全移行
の周知

・指定管理者への入退
去受付業務の完全移行

・継続 ・継続

【概要】
市営住宅の入退去受付業務について平成22年度までに指定管
理者へ完全移行する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

入退去受付業務における指定管理者
の窓口割合

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

入退去受付業務における指定管理者
の窓口割合

B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・ワークショップ及び
アンケートなどを実施
し，市民参加を実現す
る。

・ワークショップ及び
アンケートなどを実施
し，市民参加を実現す
る。

・ワークショップ及び
アンケートなどを実施
し，市民参加を実現す
る。

・ワークショップ及び
アンケートなどを実施
し，市民参加を実現す
る。

指
標

2施設 5施設 5施設 5施設 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・設計段階における市
民参加のワークショッ
プの開催及び建物完成
後のアンケート調査の
実施

・次の設計に活かせる
ようワークショップ及
びアンケートを実施し
た

・次の設計に活かせる
ようワークショップ及
びアンケートを実施し
た

・次の設計に活かせる
ようワークショップ及
びアンケートを実施し
た

指
標

2施設 15施設 17施設 18施設

・小須戸地区における
第1期建設工事

・小須戸地区における
第2期建設工事
・白根地区における第
1期建設工事

・白根地区における第
2期建設工事
・荻川地区における第
1期建設工事

・荻川地区における第
2期建設工事

No. 改革目標
改革実施内容概要

6

　公共建築物の
設計段階におけ
るワークショッ
プや完成後の利
用についてのア
ンケートなどを
実施し，公共施
設に市民の意見
を反映させ，施
設建設への市民
参加を実現しま
す。

設計段階の市民参加及び完了後の事後検証

公共建築第１
課
公共建築第２
課 工

程
表

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
多くの市民が安心・安全・快適に使える施設とするため，設
計段階で市民参加によるワークショップを開催し設計に活か
すと共に，完成後には建物の利用などの事後検証を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(23)　情報公開と市民参画の充実

実施内容

市民参画による施設づくり

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

市民参画による施設づくり A

　老朽化した市
営住宅の住戸を
移転集約し，土
地の有効活用と
新たな財源確保
及び維持管理費
の効率化を図り
ます

市営住宅の移転集約による建替え 住環境政策課

工
程
表

工程概要 ・小須戸地区住宅建設
・小須戸地区住宅建設
・白根地区住宅建設

・白根地区住宅建設
・荻川地区住宅建設

・荻川地区住宅建設

【概要】
合併建設計画に伴う市営住宅の建替えについては，移転集約
を行いながら平成26年度まで実施する。
既存の老朽化した住宅の移転集約建替え計画を策定する。 実施内容 1期建設 事 1期建設 事

指
標

1事業 2事業 2事業 1事業 －

・小須戸地区住宅建設
・小須戸地区住宅建設
・白根地区住宅建設
・長寿命化計画策定

・白根地区住宅建設
・荻川地区住宅建設

・荻川地区住宅建設

【小須戸地区】
・第1期建設工事

【小須戸地区】
・第2期建設工事
【白根地区】
・第1期建設工事
【長寿命化計画】
・改善，建替え事業に
ついての計画策定

【白根地区】
・第2期建設工事
【荻川地区】
・第1期建設工事

【荻川地区】
・第2期建設工事

指
標

1事業 2事業 2事業 1事業

7

ます。 既存 老朽化した住宅 移転集約建替え計画を策定する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進 市営住宅建設事業数（本体建設事

業）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

市営住宅建設事業数（本体建設事
業）

B
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■土木部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・素案策定 ・道路詳細設計
・用地測量

・用地買収 ・用地買収
・工事

指
標

都市計画決定 事業化 事業推進 事業推進 供用
平成30
年度

・都市計画決定 ・都市計画決定
・都市計画決定
・事業化

・事業推進

・関係者等説明会
・素案作成

・素案説明会
・素案縦覧
・公聴会
・都市計画案及び環
境影響評価準備書の
縦覧

・都市計画決定告示
・道路詳細設計
・用地買収

・道路改良
・用地買収
・軟弱地盤解析
・地形測量

指
標

都市計画決定 都市計画決定  都市計画決定/事業化 事業推進

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　限られた財源
の中で，効率
的・効果的な幹
線道路の整備推
進に向けて，整
備プログラムを
早期に決定した
上で，広域的な
地区間の交流・
連携を促進し，
各地域拠点の活
性化を図るとと
もに，都心へ流
入する通過交通
の削減や災害に
強い道路網の形
成につながる
（仮称）新潟中
央環状道路の整
備を重点的に推
進します。

（仮称）新潟中央環状道路の整備 道路計画課

工
程
表

工程概要 ・都市計画決定 ・事業化 ・事業推進 ・事業推進

【概要】
平成22年度に調査・設計に着手し事業を推進する。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(111)「戦略プラン」に基づく主要施策の戦略的実施

実施内容

（仮称）新潟中央環状道路の事業
化

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

（仮称）新潟中央環状道路の事業
化

B

大規模地震時

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・土木部と区建設課
で道路管理の現状に
ついて情報交換

・土木部と区建設課
で道路管理の現状に
ついて検証

・土木部と区建設課
で国県道の管理の一
元化について検討会
議を開催

・検討会議で十分協
議したうえで，組織
改正を実施する。

指
標

組織検討委員会の開
催

検証 検討 一元化 一元化
平成24
年度

・組織検討委員会の
開催

・組織検討委員会の
開催

・組織、業務区分の
見直しの検討・協議
及び業務の引き継ぎ

・組織改正を実施

・土木部と区建設課
で道路管理の現状に
ついて情報交換

・土木部と区建設課
で道路管理の現状に
ついて検証
・政令市における土
木業務の実施組織に
関する調査を実施

・土木部と区建設課
で道路のの維持管理
について検証・協議
・土木部と区建設課
の業務区分により引
き継ぎを実施

・区役所建設課と地
域土木事務所の業務
の見直しを行い、８
区建設課の業務を統
一した

指
標

情報交換 検証 検討 実施

2

　大規模地震時
の緊急輸送道路
などの国県道の
幹線道路網の確
保は，県都とし
ての重要性か
ら，円滑な初動
対応が課題と
なっている。こ
の課題に対応す
るために，国県
道の管理につい
て専門的な組織
が必要である。
そこで，市全体
を俯瞰できる専
門組織である土
木部への一元化
を図ります。

国県道管理の土木部への一元化 土木総務課

工
程
表

工程概要
・組織検討委員会の
開催

・組織検討委員会の
開催

・国県道管理一元化
の検討・協議

・一元化の実施

【概要】
現在の組織の検証を行い，一元化について検討し，組織改
正を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

国県道管理の土木部への一元化

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

国県道管理の土木部への一元化 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・公園・道路などの
公共施設で緑化活動
を実施

・新たに10団体の拡
大

・新たに10団体の拡
大

・新たに10団体の拡
大

指
標

285団体 295団体 305団体 315団体
320団
体

平成26
年度

・285団体 ・331団体が活動中 ・359団体が活動中 ・386団体が活動中

・公園・道路などの
公共施設で緑化活動
を実施

・公園・道路などの
公共施設で緑化活動
を実施

・公園・道路などの
公共施設で緑化活動
を実施

・公園・道路などの
公共施設で緑化活動
を実施

指
標

285団体 331団体 359団体 386団体

・現業職員業務内容
調査
・委託所属選定

・東部地域土木事務
所において，民間委
託を導入

・西区建設課におい
て，民間委託を導入

指
0% 14% 22% 100%

平成30

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　公園・緑地の
保全・整備及び
緑化の推進を図
るとともに，市
民の主体的な緑
化活動に対し積
極的に支援し，
市民の緑化意識
の向上に努めま
す。

緑化活動の取り組みの強化 公園水辺課

工
程
表

工程概要 ・285団体が活動中 ・活動団体の拡大 ・活動団体の拡大 ・活動団体の拡大

【概要】
市報などで緑化活動や支援について周知・PRを図り，緑化
活動団体の拡大に努める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

緑化活動団体数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

緑化活動団体数 A

　現業職員で実
施している道路
パトロールにつ
いて，今後現業
職員の退職に合
わせて，民間活
力を積極的に導
入し，市民サー
ビスの維持向上
と経費の節減を

道路パトロールの民間委託化 土木総務課

工
程
表

工程概要 ・直営 ・一部民間委託 ・一部民間委託

【概要】
　通常パトロール（平日）および夜間パトロールについ
て，パトロールの班体制が維持できなくなった部署から，
順次，民間委託を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
( ) 現業業務など 間委 導 効果 高 業務

実施内容

通常パトロールにおける民間委託
標

0% 14% 22% 100%
年度

・直営 ・一部民間委託 ・一部民間委託 一部民間委託

・現業職員業務内容
調査
・委託所属選定

・東部地域土木事務
所において民間委託
を実施

・西区建設課におい
て民間委託を実施

・西区建設課におい
て民間委託を実施
（国県道パトロー
ル）

指
標

0% 14% 18% 19%

4

と経費の節減を
図るため，道路
パトロールの民
間委託を推進し
ます。

(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

の路線延長割合

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

通常パトロールにおける民間委託
の路線延長割合

C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・橋梁点検　3,594橋
・計画策定　398橋
・橋梁技術者育成研
修の開催

・計画策定　3,397橋
・橋梁技術者育成研
修の開催

・策定した計画に基
づく維持管理の実施
・PDCAサイクルの実
践
・橋梁技術者育成研
修の開催

・策定した計画に基
づく維持管理の実施
・PDCAサイクルの実
践
・橋梁技術者育成研
修の開催

検討中 検討中 検討中 検討中 100%
平成30
年度

11人 10人 10人 10人 90人
平成29
年度

・点検実施
・計画策定（とりま
とめ）

・点検実施
・実施
・計画修正

・点検実施
・実施
・計画修正

・橋梁点検　3,675橋
・計画策定　402橋
・橋梁技術者育成研
修の開催

・橋梁点検38橋
・計画策定3,486橋
・橋梁技術者育成研
修の開催

・橋梁点検4橋
・計画策定4,093橋
・橋梁技術者育成研
修の開催
・橋梁補修が必要な
15m以上の橋梁350橋
のうち14橋を補修

・橋梁点検3橋
・橋梁技術者育成研
修の開催
・橋梁補修が必要な
15m以上の橋梁350橋
のうち18橋を補修

検討中 検討中 4%(14/350) 9%(32/350)

11 22 10 10

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　市が管理する
約4,000の道路
橋梁の維持管理
について，予防
的な維持・補修
による長寿命化
を図りながら，
ライフサイクル
コストの 小化
及び維持管理費
用の平準化を図
るための橋梁長
寿命化修繕計画
を策定し，計画
に基づき，点検
と維持補修など
の継続的な維持
管理を行う橋梁
のアセットマネ
ジメントを推進
します。

ファシリティーマネジメント手法による橋梁
維持管理計画の策定・運用

財産管理運
用課，土木
総務課

工
程
表

工程概要 ・点検完了 ・計画策定 ・実施 ・実施

【概要】
ファシリティーマネジメント手法による橋梁維持管理計画
を平成22年度までに策定し，策定した計画に基づき維持管
理を実践する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

指
標

幹線道路における橋梁の予防保全
率

橋梁技術者育成研修の修了者

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

指
標

幹線道路における橋梁の予防保全
率

B

橋梁技術者育成研修の修了者 B
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■下水道部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・市浄化槽整備事業
の他都市調査

・市浄化槽整備事業
の検討

・市浄化槽整備事業
の制度化

・市浄化槽整備事業
の実施

指
標

0基 0基 200基 200基 －

・他都市調査
・制度調整

・制度の地元説明
・整備意向確認

・実施 ・実施

・市浄化槽整備事業
の他都市調査

・制度の地元説明
・市浄化槽整備事業
での整備の地元意向
確認

・市浄化槽整備事業
の制度化，申請受付
・地元意向調査を踏
まえ，市浄化槽で整
備する区域を設定
し，申請に基づき市
浄化槽を設置

・市浄化槽整備事業
の申請受付，設置
・整備区域の保留地
区における意向確認
・既存浄化槽の帰属

指
標

0基 0基 13基 26基

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　本市における
今後の汚水処理
施設整備の中心
となる農村地域
の高齢化・人口
減少に配慮しな
がら，汚水処理
人口の拡大を図
るため，「市浄
化槽整備事業」
の構築を行い，
地域の実情や住
民ニーズに合致
した効率的な整
備手法を選択し
ていきます。

市浄化槽整備事業も含めた効率的な整備手法
の選択

下水道計画
課

工
程
表

工程概要
・他都市調査
・制度調整

・条例制定
・制度調整

・実施 ・実施

【概要】
事業や工事実施にあたり，地域住民の意思確認を行ったう
えで，事業実施を行う。
市浄化槽整備事業を平成23年度から実施。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(343)　下水道事業の経営健全化

実施内容

市管理浄化槽

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

市管理浄化槽 C

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

標

・「市浄化槽整備事
業」の検討
・関連部署との調整

・「市浄化槽整備事
業」の構築
・関連部署との調整
・条例規則改正

・組織再編
・「市浄化槽整備事
業」の実施

指
標

検討 検討 実施 －

・検討 ・検討 ・検討 ・検討

・「市浄化槽整備事
業」の検討
・関連部署との調整

・「市浄化槽整備事
業」の構築
・部内検討チームで
の検討
・関連部署との調整

・「市浄化槽整備事
業」の制度運用開始
・部内検討

・部内検討

指
標

検討 検討 検討 検討

2

　農業集落排水
事業を含めた総
合的な汚水処理
業務を遂行する
ため，農林水産
部と連携して平
成23年4月を目
標に組織の再編
を行います。

組織再編による一層の効率化 経営企画課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・検討 ・実施

【概要】
平成23年4月改編を目標に組織の改編を行い，経営の効率
化を図る。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

組織再編

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

組織再編 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・各種助成制度及び
側溝清掃の㏚を強化
・内水ハザードマッ
プ作成に向けた関係
課調整

・各種助成制度及び
側溝清掃の㏚を強化
・内水ハザードマッ
プ作成に向けた地元
調整

・各種助成制度及び
側溝清掃の㏚を強化
・内水ハザードマッ
プの公表

・内水ハザードマッ
プ区域の拡大
・内水ハザードマッ
プの活用法について
の住民説明

1000基 1000基 1000基 1000基 －

10件 10件 10件 10件 －

10件 10件 10件 10件 －

調整 調整 実施 実施 －

・実施
・調整

・実施 ・実施 ・実施

・各種助成制度及び
側溝清掃のPRを強化
・内水ハザードマッ
プ作成に向けた関係
課調整

・各種助成制度及び
側溝清掃のPRを強化
・内水ハザードマッ
プ作成に向け発注

・各種助成制度及び
側溝清掃のPRを強化
・内水ハザードマッ
プ作成（中央区）
・防水板及び住宅か
さ上げ助成制度の拡
充

・各種助成制度及び
側溝清掃のPRを強化
・内水ハザードマッ
プ公表（中央区），
作成（東区）
・駐車場かさ上げ助
成制度の制定

基 基 基 基

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　内水ハザード
マップを作成・
公表することに
より浸水情報を
共有し，市民と
の協働による
「雨に強い都市
づくり」を進め
ます。

自助対策への支援制度と協働の推進
下水道計画
課

工
程
表

工程概要

住宅嵩上げ助成

内水ハザードマップの作成

進
行
管
理
表

工程実績

・実施
・調整

・実施
・調整

・実施 ・実施

【概要】
雨水流出抑制・防水板・住宅嵩上げ助成の促進を図ると共
に，地域と一体となった側溝清掃などを実施する。
内水ハザードマップの作成・公表及び活用方法についての
説明
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
　
標

雨水流出抑制助成

防水板助成

評価

実施内容
（実績）

2

雨水流出抑制助成 1,087基 659基 610基 453基

1件 11件 6件 6件

2件 0件 4件 1件

調整 発注 作成 公表

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・㏚活動の強化

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・㏚活動の強化

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・㏚活動の実施

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・㏚活動の実施

指
標

88.3% 90.2% 91.0% 91.5% 95.0%
平成30
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・PR活動の強化

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・PR活動の強化

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・PRプロジェクト
チームによる各種PR
活動の実施

・住民意向を踏まえ
た認可行為の実施
・新たな助成制度創
設
（配管延長助成金）
・ＰＲプロジェクト
による各種ＰＲ事業
実施

指
標

88.3% 88.5% 88.7% 1

指
　
標

雨水流出抑制助成 C

防水板助成 C

住宅嵩上げ助成 C

内水ハザードマップの作成 B

4

　水環境保全と
下水道事業に対
する市民理解を
深めるととも
に，工事着手前
に地域の接続意
思を確認するシ
ステムを構築す
ることにより，
下水道接続率の
向上を図りま
す。

下水道接続率の向上 経営企画課

工
程
表

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
下水道事業に対する市民の理解を深め，接続率の向上を図
ることにより，使用料収入の確保を図る。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(343)　下水道事業の経営健全化

実施内容

下水道接続率

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

下水道接続率 C

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・消化ガス発電実施
設計

・消化ガス発電工事 ・消化ガス発電工事 ・消化ガス発電稼働

指
標

18,400ｔ－CO2 18,400ｔ－CO2 18,400ｔ－CO2 14,000ｔ－CO2 －

・調整 ・着手 ・実施 ・実施

・消化ガス発電実施
設計

・消化ガス発電設備 ・消化ガス発電工事 ・消化ガス発電工事
の竣工，施設稼働

指
標

18,400ｔ－CO2 18,400ｔ－CO2 18,400t-CO2 16,400t-CO2

・下水道長寿命化計
画のための全施設の
整理
・下水道総合地震対
策の策定と対策の実
施

・下水道長寿命化計
画の対象施設の抽出
・下水道総合地震対
策の実施（鳥屋野幹
線改築）

・下水道長寿命化計
画の策定
・下水道総合地震対
策の実施（鳥屋野幹
線改築）

・下水道長寿命化計
画の実施
・下水道総合地震対
策の実施（鳥屋野幹
線改築）

指
標

策定 実施 －

・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

・実施 ・実施

【概要】
汚泥焼却施設を廃止し，消化ガスの発生を高め，このガス
を全て活用した消化ガス発電を行う。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(343)　下水道事業の経営健全化

実施内容

温室効果ガス排出量　（下水処理
事業）

進
行
管
理
表

工程実績

消化ガスのエネルギー利用 工程概要

　「下水道長寿
命化計画」を作
成し，計画的な
改築更新や維持
修繕を実施する
ことにより，増
大する下水道ス
トックの適正か
つ効率的な維持
管理に努めま
す。

下水道施設の機能確保と計画的な改築・更新
下水道計画
課

工
程
表

・実施

5

　平成24年まで
に消化ガス発電
を導入し，温室
効果ガス排出量
の削減及び省エ
ネルギー化を進
めます。

下水道計画
課

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

1

温室効果ガス排出量　（下水処理
事業）

C

工程概要
・調整
・策定実施

・調整 ・策定 ・実施

【概要】
下水道長寿命化計画及び下水道総合地震対策の策定
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(343)　下水道事業の経営健全化

実施内容

下水道長寿命化計画
標

・調整
・策定実施

・調整・工事
・長寿命化計画策定
のための基本計画実
施

・長寿命化計画策定

・下水道長寿命化計
画のための全施設の
整理
・下水道総合地震対
策の策定と対策の実
施

・下水道長寿命化対
象施設の抽出
・下水道総合地震対
策の実施（鳥屋野幹
線及び白山幹線）

・処理場・ポンプ場
施設の長寿命化計画
対象施設の抽出
・船見処理区での管
路改築事業量把握
・鳥屋野幹線，白山
幹線の耐震化

・管路，下水処理
場，ポンプ場施設の
長寿命化計画の策定
・白山ポンプ場耐震
化
・鳥屋野幹線，白山
幹線の耐震化

指
標

調整 調整 基本計画実施 策定

・埋設物者と協議・
調整

・事前移設対応 ・事前移設対応 ・事前移設対応

指
標

調整 実施 実施 実施 －

・検討 ・実施 ・実施 ・実施

・埋設物理者と協
議・調整

・設計段階での移設
協議の実施

・設計段階での移設
協議の実施

・設計段階での移設
協議の実施

指
標

調整 実施 実施 実施

6

評価

実施内容
（実績）

1

下水道長寿命化計画 C

工程概要

進
行
管
理
表

工程実績

【概要】
下水道整備前の早い段階で埋設物管理者と調整し移設・仮
設工事の早期完了を進める。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(343)　下水道事業の経営健全化

実施内容

早期埋設物調整

進
行
管
理
表

工程実績

7

 下水道整備事
業の円滑な執行
を図るため，早
期に埋設物管理
者と調整を行
い，工事期間の
短縮を図りま
す。

事業進捗の更なる円滑化に向けた埋設物の早
期事前調整

下水道計画
課

工
程
表

・検討 ・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

早期埋設物調整 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・高利債の借換え
・資本費平準化債の
活用

・資本費平準化債の
活用
・債権徴収一元化の
推進に向けた協議

・資本費平準化債の
活用
・債権徴収一元化の
推進に向けた協議

・資本費平準化債の
活用
・債権徴収一元化の
推進に向けた協議

指
標

151億円 148億円 148億円 147億円 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・高利債の借換え
・資本費平準化債の
活用

・資本費平準化債の
活用

・資本費平準化債の
活用
・債権徴収一元化の
推進に向けた協議

・高利債の借換え
・資本費平準化債の
活用
・債権徴収一元化の
推進の取組み

指
標

151億円 138億円 133億円 139億円

No. 改革目標
改革実施内容概要

工程概要

【概要】
事業の効率化，コスト縮減，収入の確保により，経営基盤
の強化を図る。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(343)　下水道事業の経営健全化

実施内容

一般会計繰入金

進
行
管
理
表

工程実績

8

　公営企業とし
てできるだけ一
般会計からの繰
り入れに頼らな
い自立した経営
を目指し，さら
なる事業の効率
化，コストの縮
減，収益の確保
による経営の健
全化を進めま
す。

繰出基準に基づいた自立した経営の確立 経営企画課

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

2

一般会計繰入金 A

・実施 ・実施 ・実施 ・実施
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■総務部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

指
標

5,884人 － － 5,584人 5,584人
平成25
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

・事務事業・組織の見
直しなどにより職員数
を削減

指
標

5,884人 5,767人 5,703 5,611人

・文書管理システム運
用

運用改善 実施 運用改善 実施 運用改善 実施

　文書管理シス
テムにより業務 情報通信技術の効果的な活用による業務の効率

推進課 程概要

【概要】
これまでの定員適正化の実績等を踏まえ，事業仕分けなどに
より事務事業の抜本的な見直しを行うとともに，組織・機構
のスリム化，効率化，計画的な職員配置等により定員適正化
に取り組む。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

職員数（普通会計）

進
行
管
理
表

工程実績

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

1

職員数（普通会計） C

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　事業仕分けを
通して事務事業
を抜本的に見直
し，組織・機構
をスリム化する
とともに，計画
的な職員配置に
より定員の適正
化を進めます。

事業仕分けなどに基づく，選択と集中による新
たな職員配置計画の実施

人事課

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・システムの特性を生
かした運用改善
・行政文書情報の迅速
な提供・公開を図るシ
ステムの開発

・文書の電子化率並び
に決裁時間の測定，未
完結文書調査。これに
よるシステムの適正運
用

・文書の電子化率並び
に決裁時間の測定，未
完結文書調査。これに
よるシステムの適正運
用

・文書の電子化率並び
に決裁時間の測定，未
完結文書調査。これに
よるシステムの適正運
用

指
標

70 70 70 70

・文書管理システム運
用
・情報公開システム開
発

・運用改善の実施 ・運用改善の実施 ・運用改善の実施

・システムの特性を生
かした運用改善
・行政文書情報の迅速
な公開を図るシステム
の運用開始(10月)

・電子決裁率の向上に
向け所属別状況調査を
実施
・未完結文書数の削減
に向け所属別状況調査
を実施

・電子決裁率の向上に
向け所属別状況調査を
実施
・未完結文書数の削減
に向け所属別状況調査
を実施

・電子決裁率の向上に
向け所属別状況調査を
実施
・未完結文書数の削減
に向け所属別状況調査
を実施
・マニュアルとFAQの
改版

指
標

70 65 64 64

評価

実施内容
（実績）

2

文書の電子化率（％） C

用
・情報公開システム開
発

・運用改善の実施 ・運用改善の実施 ・運用改善の実施

【概要】
 文書管理システムの特性を生かした運用改善を行うことに
より紙資源利用のさらなる削減などコスト削減を図るととも
に，行政文書情報の迅速な提供・公開を目指す。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

文書の電子化率（％）

進
行
管
理
表

工程実績
2

テムにより業務
の効率化・高度
化を図り，行政
コストを軽減し
ます。

情報通信技術の効果的な活用による業務の効率
化・高度化・行政コストの軽減化

ＩＴ推進課

工
程
表

工程概要
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・電子申請：電子収納
との連携による納付の
実現と手続き追加
・電子収納：市・県民
税，固定資産税の電子
収納対応作業

・電子申請：手続き追
加
利用促進方法検討と実
施
・電子収納：国保，介
護保険料等の電子収納
対応作業，クレジット
収納，対応料金等の拡
充の検討

・電子申請：手続き追
加
利用促進方法検討と実
施
・電子収納：システム
の運用，検討結果に応
じた作業

・電子申請：利用促進
方法検討と実施
・電子収納：システム
の運用，検討結果に応
じた作業

2,213 18,000 60,000 120,000 －

150 250 300 300 －

3 5 8 8 －

【電子申請】
・電子収納システム対
応，手続き追加
【電子収納】
・追加開発

【電子申請】
・手続追加
・利用促進　等
【電子収納】
・追加開発

【電子申請】
・手続追加
・利用促進　等
【電子収納】
・運用

【電子申請】
・利用促進
【電子収納】
・運用

【電子申請】
・電子収納システムと
の連携による電子納付
の実現 等

【電子申請】
・市民に身近な手続き
のオンライン化　等
【電子収納】

【電子申請】
・市民に身近な手続き
のオンライン化　等
【電子収納】

【電子申請】
・利用促進のための積
極的な広報
【電子収納】

評価

・電子申請：手続き追
加
・電子収納：追加開発

・電子申請：手続き追
加
利用促進方法検討・実
施
・電子収納：追加開発

・電子申請：手続き追
加
利用促進方法検討・実
施
・電子収納：運用

・電子申請：利用促進
方法検討・実施
・電子収納：運用

工程概要

電子収納対応料金等の種類

【概要】
電子申請においては手続き対象の拡大とともに広報，本人確
認の簡素化による利用件数の増加を図る，電子収納において
は税金等だけでなく，国保，介護等の保険料への対応及びク
レジットカードを利用した収納についての検討を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

指
標

電子申請利用件数

電子申請可能手続数

3

　電子申請シス
テムの利用手続
き拡大や本人確
認の簡素化を図
るとともに，電
子収納システム
も対象となる料
金等の種類の拡
大を進め，市民
の利便性を一層
高めます。

電子申請，電子収納システムの運用拡充 ＩＴ推進課

工
程
表

進
行
管
理
表

工程実績

No. 改革目標
改革実施内容概要

の実現 等
【電子収納】
・市県民税，固定資産
税の電子収納対応作業

【電子収納】
・国民健康保険料，介
護保険料の電子収納対
応作業

【電子収納】
・システムの運用，検
討結果に応じた作業
※後期高齢者医療保険
料はH21年度時点で対
応見合わせ

【電子収納】
・システムの運用

2,788 6,960 9,212 10,702

150 278 306 340

3 5 7 7

・市民の安心安全につ
ながる市道や公園の維
持業務を区役所に移管
した

・国勢調査の実施年度
に合わせ，区役所で行
う必要性の低い「統計
業務」を本庁に移管す
る

・区役所への聞き取り
等を通じ，必要に応じ
て業務分担の見直しを
行う

・区役所への聞き取り
等を通じ，必要に応じ
て業務分担の見直しを
行う

・実施・検討 ・実施・検討 ・実施・検討 ・実施・検討

・市民の安心安全につ
ながる市道や公園の維
持業務を区役所に移管
した

・被保護世帯の増加に
対応するため，西区役
所に保護課を設置した
・「統計業務」の本庁
移管に関する検討を
行った

・東区・中央区・西区
の統計業務を試行的に
本庁へ移管した
・区の特色を活かした
施策推進組織を設置し
た

・市民生活に密着した
道路・公園の建設業務
と道路の維持管理業務
全般を区役所に移管し
た

2

4

　本庁，区役所
間の業務の移管
や集約化により
区役所機能をさ
らに充実させ，
市民にとってよ
り利便性の高い
区役所としま
す。

区役所機能の強化，より利便性の高い区役所づ
くり

行政経営課 ・実施・検討 ・実施・検討 ・実施・検討 ・実施・検討

【概要】
＜本庁から区役所への業務移管＞　区役所で行う必要性が高
いと思われる業務については，定員の効率化を踏まえなが
ら，本庁から移管する。
＜本庁や特定の区役所への業務移管＞　区役所で行う必要性
の低い業務については，市民サービスの低下を生じさせぬよ
う留意しながら，本庁への移管や特定の区役所への集約化を
行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプトを
ふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）

実施内容
（実績）

2

指
標

電子申請可能手続数 C

電子申請可能手続数 A

電子収納対応料金等の種類 B

表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

―

・政策企画部の機能強
化
・本庁が行っている業
務のうち「区役所で
行った方が効率的」と
いった業務の洗い出し

・必要に応じ，政策立
案機能を強化するため
の業務見直しを行う

・必要に応じ，政策立
案機能を強化するため
の業務見直しを行う

―
・組織改正
・業務洗い出し

・組織改正 ・組織改正

―

・政策企画部を地域・
魅力創造部に改組
・本庁が行っている業
務のうち「区役所で
行った方が効率的」な
業務の洗い出し

・超高齢社会に対応し
た福祉政策立案に取り
組むため，高齢介護課
を高齢者支援課と介護
保険課に分課

・大都市制度推進課を
新設
・危機管理防災局を独
立設置し，防災課と危
機対策課に体制を整備

・事務の効率化を念頭
に，関係業務の集約化
や関係部署との連携策
について検討

・都市の魅力創造推進
組織を設置し，そこに
機能を移管する組織は
廃止する

指
標

設置 －

【概要】
「都市の魅力創造を推進する」といった明確な役割を担わせ
た組織を設置する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(122)　戦略的都市経営による魅力創造・地域再生にむけた
取組

実施内容

組織の設置

2

都市の魅力創造推進組織の設置 行政経営課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・組織設置

―
・組織改正
・業務洗い出し

・必要に応じ業務見直
し

・必要に応じ業務見直
し

【概要】
・「都市の魅力創造推進組織」の設置に合わせ，政策企画部
を機能強化する。
・本庁各課が行っている業務のうち「区役所で行った方が効
率的」等といった業務を洗い出し，区役所に移管できるかど
うか検討する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプトを
ふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

5

　都市の魅力創
造，地域活性化
推進組織や，重
要課題解決にむ
けた柔軟で機動
的なプロジェク
ト組織の活用に
より本庁の専門
性や政策立案機
能を強化しま
す。

本庁の専門性と政策立案機能の強化 行政経営課

工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）

No. 改革目標
改革実施内容概要

標

・検討 ・組織設置 ・終了 ・終了

・事務の効率化を念頭
に，関係業務の集約化
や関係部署との連携策
について検討

・政策企画部を地域・
魅力創造部とし，地域
活性化や将来ビジョン
に向けた政策立案に取
り組む組織改正を行っ
た

指
標

設置 ― ―

・関係部署の職員に兼
務発令を行うといった
人事上の取り扱いによ
るプロジェクトを立ち
上げる

・その時々でより効果
的なプロジェクトを立
ち上げる

・その時々でより効果
的なプロジェクトを立
ち上げる

―
・兼務によるプロジェ
クト

・安心政令市推進本部
の設置

・空き家に関する連絡
調整会議の開催

―

・本市の拠点化に向け
た取り組みを一体と
なって行うため，港湾
空港課港湾係の職員を
企業立地・ポートセー
ルス課の兼務とした

・本市の重要課題に組
織横断的に取り組むた
め，安心政令市推進本
部を設置した

・各区で対応に苦慮し
ている空き家問題に取
り組むため，組織横断
的な連絡調整会議を設
置した

【概要】
従来型組織の概念にとらわれず，その時々に必要な機能を有
する効率的な形態により課題解決を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(122)　戦略的都市経営による魅力創造・地域再生にむけた
取組

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

B

7

重要課題解決にむけたプロジェクトの設置 行政経営課

工
程
表

工程概要
・兼務によるプロジェ
クト

・状況に応じたプロ
ジェクトの立ち上げ

・状況に応じたプロ
ジェクトの立ち上げ

取組

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

組織の設置

6
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・任期付職員の採用
・関係課におけるアド
バイザーなどの活用

・関係課におけるアド
バイザーなどの活用
・ガイドラインの策定

・関係課におけるアド
バイザーなどの活用

・関係課におけるアド
バイザーなどの活用

指
標

実施 実施 実施 実施 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・任期付職員の採用
・関係課におけるアド
バイザーなどの活用

・任期付職員の採用
・事例集作成

・任期付職員の採用
・事例集作成

・任期付職員の採用
・事例集作成

指
標

実施 実施 実施 実施

・自己申告書を基に当
該分野に関わる部署へ
の人事異動を実施

・自発的なキャリア選
択に係る支援の検討・
実施
・所属ニーズと職員の
所属認識不一致の解消
に係る仕組みの検討・
実施

・キャリア開発を重視
した人事異動の実施

・キャリア開発を重視
した人事異動の実施

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
各業務の分野において，重要課題に対応する専門性の高い職
員を育成する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(131)　キャリア選択型人事制度の導入 実施内容

　キャリア選択
型人事制度を導
入し，職員の専
門能力の開発，
向上を進めると
ともに，適材適
所の配置による
職員の能力発揮
により組織の力
を高めます。

職員の主体的なキャリアデザインに基づく専門
分野と活動領域の選択

人事課

工
程
表

工程概要

【概要】
専門的な知識，経験，すぐれた識見を有する民間人材などを
登用する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

民間人材などの活用

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

民間人材などの活用 B

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

8

　民間の人材を
活用し，高度で
多様な住民ニー
ズに的確に対応
した政策を進め
ます。

専門的知識を有する民間人材などの効果的な活
用

人事課

工
程
表

実施
・キャリア開発を重視
した人事異動の実施

指
標

実施 実施 実施 実施 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・自己申告書を基に当
該分野に関わる部署へ
の人事異動を実施

・自発的なキャリア選
択に係る自己診断シー
ト等を作成・提示し，
キャリア開発を重視し
た人事異動を実施

・自発的なキャリア選
択に係る自己診断シー
ト等を作成・提示し，
キャリア開発を重視し
た人事異動を実施

・自発的なキャリア選
択に係る自己診断シー
ト等を作成・提示し
キャリア開発を重視し
た人事異動を実施
・土木職の登録を試行
実施

指
標

検討・試行 検討・実施 実施 実施

評価

実施内容
（実績）

2

キャリア選択型人事制度の構築・実
施

B

キャリア選択型人事制度の構築・実
施

進
行
管
理
表

工程実績

9

を高めます。
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・区役所経験異動ルー
ル化の検討･実施

・中堅・若手職員を対
象とした区役所･本庁
間の人事交流

・中堅・若手職員を対
象とした区役所･本庁
間の人事交流

・中堅・若手職員を対
象とした区役所･本庁
間の人事交流

指
標

検討・実施 実施 実施 実施 －

・検討・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・区役所経験異動ルー
ル化の検討･実施

・中堅・若手職員を対
象とした区役所・本庁
間の人事交流の実施

・中堅・若手職員を対
象とした区役所・本庁
間の人事交流の実施

・中堅・若手職員を対
象とした区役所・本庁
間の人事交流の実施

指
標

検討・実施 実施 実施 実施

【育成期】職員研修
・階層別研修（新任，
採用2年目,3年目，5年
目，8年目,10年目）
・公募型研修（接遇，

【育成期】職員研修
・階層別研修（適宜見
直し）
・公募型研修（適宜見
直し）

・PDCA（計画・実施・
評価・改善）による見
直しの実施

・PDCA（計画・実施・
評価・改善）による見
直しの実施

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
・取組内容：主に育成期（新規採用～概ね10年）の職員を対
象にした研修の充実。
・改革効果：重要課題に対応できる質の高い職員集団形成に
資する。 実施内容

評価

実施内容
（実績）

2

区役所勤務のルール化 B

職員の専門性を高めるための育成カリキュラム
の実施

人事課

工
程
表

工程概要

・検討・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
若手･中堅職員を対象に，市政のメインステージである区役
所を経験し，市民満足度の高いサービスを提供すること，及
び合併後のさらなる活性化と一体感の醸成を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(131)　キャリア選択型人事制度の導入

実施内容

区役所勤務のルール化

進
行
管
理
表

工程実績

10

　キャリア選択
型人事制度を導
入し，職員の専
門能力の開発，
向上を進めると
ともに，適材適
所の配置による
職員の能力発揮
により組織の力
を高めます。

若手・中堅職員の人事異動のルール化 人事課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

募 ，
クレーム対応，プレゼ
ン研修等）

直

指
標

実施 実施 実施 実施 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【育成期】職員研修
・階層別研修
・公募型研修

【育成期】職員研修
・階層別研修
　‣3講座見直し
・公募型研修
　‣1講座見直し

【育成期】職員研修
・公募型研修
　‣2講座見直し

【育成期】職員研修
・階層別研修
　‣2講座見直し

・新任職員の育成担当
者に研修を実施

指
標

実施 実施 実施 実施

評価

実施内容
（実績）

2

【育成期】職員研修 B

・改革にあたっての課題：キャリア選択型人事制度との連
携。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(131)　キャリア選択型人事制度の導入 【育成期】職員研修

進
行
管
理
表

工程実績

11
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・公募制人事の実施・
見直し検討

・公募制人事の実施 ・公募制人事の実施 ・公募制人事の実施

指
標

見直し検討 実施 実施 実施 －

・実施・検討 ・見直し・実施 実施 ・実施

・公募制人事の実施・
見直し検討

・公募制人事対象業務
を見直し，実施
・またフランチャイズ
制に基づくキャリア選
択型人事制度を導入

・公募制人事の実施
・フランチャイズ制に
基づくキャリア選択型
人事制度の実施

・公募制人事の実施
・フランチャイズ制に
基づくキャリア選択型
人事制度の実施

指
標

検討・実施 見直し・実施 実施 実施

・期間短縮による試行
実施

・人事評価（能力・態
度・業績評価）実施
※継続的に点検･見直
し

・人事評価（能力・態
度・業績評価）実施
※継続的に点検･見直
し

・人事評価（能力・態
度・業績評価）実施
※継続的に点検･見直
し

指
標

実施 実施 実施 実施 －

・試行実施 ・実施 ・実施・見直し ・実施 評価

・試行実施 ・実施・見直し ・実施・見直し ・実施・見直し

【概要】
人事評価を実施し，自己の課題等を明らかにし，自らの職務
に対する具体的な目標を設定し，自発的な能力開発などを促
し，個人の能力や業績を公平・公正に評価し人材育成へつな
げる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

人事評価の実施

工程実績

評価

実施内容
（実績）

2

公募制人事 B

13

公平で納得度の高い人事評価の本格的実施 人事課

工
程
表

工程概要

・実施・検討 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
担当業務をあらかじめ明示し，その業務に従事したい人材を
庁内から広く募集し，職員が希望する業務に従事すること
で，その能力・意欲を 大限発揮させる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(131)　キャリア選択型人事制度の導入

実施内容

公募制人事

進
行
管
理
表

工程実績12

　キャリア選択
型人事制度を導
入し，職員の専
門能力の開発，
向上を進めると
ともに，適材適
所の配置による
職員の能力発揮
により組織の力
を高めます。

公募制人事制度の活用 人事課
工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

・期間短縮による試行
実施

・年間を通して制度を
実施
・適正な運用を図るた
め，評価者を対象に説
明会，研修会を実施

・年間を通して制度を
実施
・適正な運用を図るた
め，評価者を対象に説
明会，研修会を実施
・能力・態度期間の見
直し

・年間を通して制度を
実施
・適正な運用を図るた
め，評価者を対象に説
明会，研修会を実施

指
標

実施 実施 実施 実施

①他政令市，民間等と
の人事交流・研修派遣
②民間アドバイザー等
の活用について検討

①他政令市，民間等と
の人事交流・研修派遣
②民間アドバイザー等
の活用

同左 同左

50 70 70 70 －

検討 実施 実施 実施 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・他政令市，民間等と
の人事交流・研修派遣
を実施

・他政令市，民間等と
の人事交流・研修派遣
を実施

・他政令市，民間等と
の人事交流・研修派遣
を実施

・他政令市，民間等と
の人事交流・研修派遣
を実施

50 70 72 76

検討 実施 実施 実施

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

他政令市，民間等との交流・派遣人
員数

A

民間アドバイザー等の活用 B

①実施
②検討

①②実施 ①②実施 ①②実施

【概要】
・取組内容：他政令市，民間等との人事交流・研修派遣。
・改革効果：質の高い職員集団形成に資する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

指
標

他政令市，民間等との交流・派遣人
員数

民間アドバイザー等の活用

実施内容
（実績）

2

人事評価の実施 B

14

民間等への職員派遣，受け入れによる職員育成 人事課

工
程
表

工程概要

進
行
管
理
表

進
行
管
理
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・全職員を対象とした
アンケートの実施

・全職員を対象とした
アンケートの実施

・全職員を対象とした
アンケートの実施

・全職員を対象とした
アンケートの実施

指
標

― 5.0 5.5 6.0 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・全職員を対象とした
職員アンケートを実施

・全職員を対象とした
職員アンケートを実施

・全職員を対象とした
職員アンケートを実施

・全職員を対象とした
職員アンケートを実施

指
標

4.5（試行） 4.5 4.6 4.6

・職種の拡大（保健
師）
・一般事務・土木・保
健師
昇任試験対象の拡大検
討・実施

・職種の拡大
・一般事務・土木・保
健師　昇任試験対象の
拡大検討・実施

・職種の拡大
・一般事務・土木・保
健師　昇任試験対象の
拡大検討・実施

・職種の拡大
・一般事務・土木・保
健師　昇任試験対象の
拡大検討・実施

指

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
男女の区別なく，意欲ある若手職員が早期から責任ある職に
従事することで，次世代を担う職員の人材発掘，及び人材育
成に資する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(133) 職員意欲の向上

実施内容

役職への女性や若手職員の積極的登用などによ
り意欲ある職員の能力発揮を促進

人事課

工
程
表

工程概要
・係長昇任試験拡大・
実施

【概要】
職員の意識調査の実施により，組織風土や人事諸制度に係る
課題や問題点を把握し，より良い人事諸制度を構築し，職員
の業務に係る満足度を高め，職場（組織）風土の改善，意識
改革を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(133)　職員意欲の向上

実施内容

職員総合満足度（アンケート結果：
7段階評価）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

職員総合満足度（アンケート結果：
7段階評価）

C

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

15

　キャリア選択
型人事制度を導
入し，職員の専
門能力の開発，
向上を進めると
ともに，適材適
所の配置による
職員の能力発揮
により組織の力
を高めます。

全職員を対象に目的意識と職務に関するアン
ケート調査を定期的に実施

人事課

工
程
表

指
標

39.8 40.0 ― ― －

・係長昇任試験拡大・
実施

・係長昇任試験実施 ・係長昇任試験実施 ・係長昇任試験実施

・職種の拡大（保健
師）
・昇任試験対象の拡大
検討・実施

・実施職種
　‣一般事務
　‣土木

・実施職種
　‣一般事務
　‣土木
　‣建築
　‣保健師

・実施職種
　‣一般事務
　‣土木
　‣建築
　‣保健師

指
標

39.8 40.8 42 42

・コンプライアンス研
修

・コンプライアンス研
修

・コンプライアンス研
修

・コンプライアンス研
修

・検討 ・実施 ・実施 ・実施

コンプライアンス研修
・講演会
・推進責任者研修
・階層別研修　等

コンプライアンス研修
・講演会
・推進責任者研修
・階層別研修　等

コンプライアンス研修
・推進責任者研修
・階層別研修　等

コンプライアンス研修
・推進責任者研修
・階層別研修　等 2

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
コンプライアンスに関する職員への啓発活動を継続的に実施
する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

係長への女性登用の推進 B

17

　「新潟市にお
ける法令遵守の
推進等に関する
条例」に基づく
コンプライアン
ス体制の推進を
図り，公正な職
務の遂行により
市民に信頼され
る市政を運営し
ます。

コンプライアンス体制の推進 行政経営課

工
程
表

工程概要 ・実施

(133)　職員意欲の向上

係長への女性登用の推進

進
行
管
理
表

工程実績 評価

16

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・改善実践発表大会の
開催。
・職員提案の募集と改
善実施。
・庁内LANへの改善事
例掲載。

・改善実践発表大会の
開催。
・職員提案の募集と改
善実施。
・庁内LANへの改善事
例掲載。

・改善実践発表大会の
開催。
・職員提案の募集と改
善実施。
・庁内LANへの改善事
例掲載。

・改善実践発表大会の
開催。
・職員提案の募集と改
善実施。
・庁内LANへの改善事
例掲載。

88 60 60 100 －

105 110 115 120 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・改善実践報告発表大
会の開催
・職員提案等の募集と
改善実施
・庁内LANへの改善事
例掲載

・職員改善提案・実践
報告発表大会の開催
・職員提案等の募集と
改善実施
・庁内LANへの改善事
例掲載

昨年度までの実施内容
に加え，以下を新規に
実施した。
・庁内報の発行
・全国大会への出場

昨年度までの実施内容
に加え，以下を新規に
実施した。
・発表大会で他都市に
よる特別発表を実施

88 86 80 140

105 326 708 1,272

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

　特例民法法人
12団体の公益法
人移行認定申請

公益法人へと改組することが設立目的の実現に
有利となる団体については公益法人認定を取得

行政経営課 工程概要

評価

実施内容
（実績）

3

指
標

職員提案数 A

改善報告数 A

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
・各所属の改善事例の中から優秀な事例を選考し，年1回改
善実践発表大会で発表及び表彰を行う。
・職員提案を募集し，改善可能性の検討及び改善を指示す
る。
・庁内LANへ，各所属の改善事例及び職員提案を掲載する。
___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(133)　職員意欲の向上

実施内容

指
標

職員提案数

改善報告数

18

　各所属の様々
な改善の成果と
職員提案を庁内
LANで共有し，全
庁的な改善につ
なげるととも
に，職員の改善
意欲を高めま
す。

業務改善運動（やろてばにいがたなど）による
職員改善意欲の醸成と改善の事例の共有化

行政経営課

工
程
表

工程概要

進
行
管
理
表

工程実績

No. 改革目標
改革実施内容概要

・公益法人移行認定申
請のための情報収集，
事業，組織，会計基準
等の見直し。

・公益法人移行認定申
請のための情報収集，
事業，組織，会計基準
等の見直し。準備が終
わった団体から公益法
人移行認定申請。

・公益法人移行認定申
請のための情報収集，
事業，組織，会計基準
等の見直し。準備が終
わった団体から公益法
人移行認定申請。

・問題点の修正，再申
請（公益法人移行認定
が却下された団体）

0 → 12団体 ― ―

0 → → → 12団体
平成25
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・公益法人移行認定申
請のための情報収集，
事業，組織，会計基準
等の見直し

・移行認定申請のため
の情報収集，会計基準
等の見直し
・（財）會津八一記念
館が平成22年12月22日
に公益認定

・新潟市開発公社，新
潟市産業振興財団，新
潟市国際交流協会の3
団体が公益認定
・全団体が初回申請済

・７団体が公益認定
（シルバー人材セン
ター，観光コンベン
ション協会，新潟市体
育協会，ミートプラン
ト，南区農業振興公
社，芸術文化振興財
団，勤労者福祉サービ
スセンター）

0 2 10 －

0 1 4 11

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

初回申請（平成23年度中） B

公益法人認定団体（平成25年度ま
で）

B

【概要】
各団体において事業，組織，会計基準等の見直しを実施す
る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(213)　外郭団体の経営改善

実施内容

指
標

初回申請（平成23年度中）

公益法人認定団体（平成25年度ま
で）

19

人移行認定申請
に向けた見直し
を支援し，各外
郭団体が公益を
目的とする団体
であることを明
確にします。

有利となる団体については公益法人認定を取得

工
程
表

進
行
管
理
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・外郭団体経営改善計
画，外郭団体評価の実
施。
・外郭団体評価システ
ムの再構築。

・再構築した外郭団体
評価システムの試行。

・再構築した外郭団体
評価システムの試行。

・再構築した外郭団体
評価システムの運用。

指
標

18 5 5 18 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・外郭団体経営改善計
画，外郭団体評価の実
施
・外郭団体評価システ
ムの再構築

・外郭団体新評価シス
テムを構築し，評価を
試行
・特例民法法人は，公
益認定完了後に実施

・新たに公益・一般法
人用の評価システムを
作成し，移行完了団
体・追加団体を含め評
価を実施

・再構築した評価シス
テムで，（財）新潟水
道サービスを除く18団
体の評価を本格実施

指
標

18 6 9 18

・「情報の公表及び提
供に関する指針」で公
表することとしている

・Web公開の基準の検
証・見直し
・各種行政計画につい

・Web公開の基準の検
証・見直し
・システム請求以外の

・Web公開の基準の検
証・見直し

・Web公開の基準作成 ・検証・見直し ・検証・見直し ・検証・見直し

【概要】
Web公開基準の見直しを実施する。

　市ホームペー
ジの情報公開シ
ステムの公開基
準の検証や見直
しを行い，行政
情報を一層透明
化します

情報公開システムによる行政情報の公開・提供
の推進

総務課

工
程

工程概要

【概要】
外郭団体の評価を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(213)　外郭団体の経営改善

実施内容

評価団体数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

評価団体数 B

工程概要 ・実施 ・試行 ・試行 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

20

　外郭団体評価
システムを再構
築して評価を継
続し，外郭団体
の自立的，効率
的な経営を促進
します。

外郭団体評価の実施 行政経営課

工
程
表

表することとしている
情報のうち，新たに起
案・施行する各種行政
計画やパブリックコメ
ントなどの文書を対象
にWeb公開を実施

各種行政計画につい
ては計画期間中のもの
をWeb公開検討

システム請求以外の
情報公開請求について
Web公開検討

指
標

基準作成 検証・見直し 検証・見直し 検証・見直し －

・Web公開の基準作成 ・検証・見直し ・検証 ・検証・見直し

・「情報の公表及び提
供に関する指針」で公
表することとしている
情報のうち，新たに起
案・施行する各種行政
計画やパブリックコメ
ントなどの文書を対象
にWeb公開を実施

・Web公開の基準の検
証
・各種行政計画につい
ては計画期間中のもの
についてもWeb公開を
実施

・Web公開の基準の検
証
・システム請求以外の
情報公開請求を分析し
Web公開に適合するか
を検討

・Web公開の基準の検
証
・国県の文書で公開の
支障のないもののWeb
公開を実施

指
標

基準作成 検証 検証 検証・見直し

評価

実施内容
（実績）

2

Web公開の基準の検証・見直し B

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(231)　情報公開の充実 実施内容

Web公開の基準の検証・見直し

進
行
管
理
表

工程実績

21

化します。 程
表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・ガイドライン検討
（指針改正の検討を含
む。）
・指針の周知徹底
・新潟市男女共同参画
推進会議での周知
・委員養成講座の実施
・女性人材カードの啓
発

・ガイドライン作成･
周知徹底（指針改正の
実施）
・新潟市男女共同参画
推進会議での周知
・委員養成講座の実施
・女性人材カードの啓
発

・ガイドライン作成･
周知徹底（指針改正の
実施）
・新潟市男女共同参画
推進会議での周知
・委員養成講座の実施
・女性人材カードの啓
発

・ガイドライン作成･
周知徹底（指針改正の
実施）
・新潟市男女共同参画
推進会議での周知
・委員養成講座の実
施・女性人材カードの
啓発

37 40 42 45 ―

82 85 95 100 ―

32 40 40 40 ―

・実施
（指針改正の検討）

・実施
（指針改正）

・実施
・女性委員登用促進要
綱の策定

・実施
・女性委員登用計画書
の作成

・ガイドライン検討
・指針の周知
・男女共同参画推進会
議での周知
・委員養成講座の実施
・女性人材カードの啓
発

・新指針の策定及び説
明会の実施（周知徹
底）
・男女共同参画推進会
議での周知
・委員養成講座の実施
・女性人材カードの啓

・事前協議の実施
・女性委員登用促進要
綱の策定
・男女共同参画推進会
議での周知
・女性人材カードの啓
発

・事前協議の実施（新
設時，改選時）
・女性委員登用計画書
の作成
・男女共同参画推進会
議での周知
・女性人材カードの啓

評価

実施内容
（実績）

2

・実施
（指針改正の検討）

・実施
（指針改正）

・実施 ・実施

【概要】
附属機関等における公募委員・女性委員の割合を拡大する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(233)　市民参画の推進

実施内容

指
標

公募導入率

市民参加率

22

　附属機関等に
おける公募委
員・女性委員の
拡大を図り，幅
広い市民意見反
映による公正で
透明性の高い会
議を運営しま
す。

附属機関等における市民参加・女性委員割合の
拡大

行政経営課

工
程
表

工程概要

女性委員の割合

進
行
管
理
表

工程実績

No. 改革目標
改革実施内容概要

発 発

37 37 44 50

82 90 92 95

32 31 31 34

指
標

公募導入率 A

市民参加率 C

女性委員の割合 C
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■財務部　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・施設の評価指標の検
討
・GISを使用した施設
配置検討
・アセットマネジメン
トに必要なデータの収
集

・施設の評価指標のさ
らなる検討
・GISを使用した施設
配置検討
・アセットマネジメン
トに必要なデータの収
集
・施設再配置計画の策
定

・施設再配置計画に基
づいた施設整備の働き
かけの実施

・施設適正配置計画に
基づいた施設整備の働
きかけの継続実施

・施設適正配置の検討 ・施設適正配置の検討
・新公会計制度と連携
した財産経営に着手

・財産経営の推進に向
けた方向性の策定

・施設の評価指標の検
討
・GISを使用した施設
配置検討
・アセットマネジメン
トに必要なデータの収
集

・施設の評価指標の検
討
・GISを使用した施設
配置検討
・アセットマネジメン
トに必要なデータの収
集

・地方公会計に即した
固定資産台帳整備の
ロードマップを作成
・資産の基礎情報を収
集
・財産経営推進のため
の新組織設置決定

・施設利用状況、コス
ト費用を把握する施設
カルテの施行実施
・財産白書（モデル
ケース）で類似施設比
較
・固定資産台帳整備

【概要】
・将来人口減少に伴う税収減少や，合併による類似施設の近
接が，重複や無駄を生じさせ，財政に大きな負担を与えてい
ることから，効率的な資産運用を実施します。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

工程概要 ・施設適正配置の検討 ・計画策定 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　全ての資産を
分析・活用する
資産運用（ア
セットマネジメ
ント）を推進
し，その一環と
して道路・橋梁
などのインフラ
や，公共建築物
などの維持管理
についてファシ
リティーマネジ
メントを行い，
過度なコストの
発生を回避しま
す。また，利用
予定のない土地
等を売却するな
ど保有資産の有
効活用を進めま
す。

将来的なニーズに見合った効率的な資産運用
（アセットマネジメント）の実施

財産管理運用
課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（8施
設）

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（6施
設）
・台帳整備と並行して
個々の施設管理者と協
働で，改修計画等の検
討を開始

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（30施
設）
・台帳整備と並行して
個々の施設管理者と協
働で，施設改修指針を
検討

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（30施
設）
・台帳整備と並行し
て，施設改修指針に基
づいた改修計画の策定
を検討

指
標

108 6 30 30 426
平成30
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（13施
設）を実施

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（14施
設）を実施

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（86施
設）を実施した
・台帳整備済み施設の
改修計画を検討した

・公共施設（学校，病
院，上下水道除く）の
施設台帳整備（94施
設）を実施した
・台帳整備と並行し
て，長寿命化指針を策
定した

指
標

113 14 86 94

3

台帳整備（施設数） A

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
新潟市所有の公共施設（学校，病院，上下水道施設除く。）
について，施設台帳を整備し，一元管理することにより，施
設全体の保有・運用管理を可能とし，改修計画，延命化を含
む効率的財産管理，財産運用を図ります。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

台帳整備（施設数）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

計画的な維持管理に基づく道路・橋梁・公共建
築物などの長寿命化，投資平準化，維持管理効
率化，有効活用などによる長期的な経費負担の
軽減化（ファシリティーマネジメント）（公共
建築物）

財産管理運用
課，公共建築
第１課

工
程
表

工程概要 ・実施

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・橋梁点検　3,594橋
・計画策定　398橋
・橋梁技術者育成研修
の開催

・計画策定　3,397橋
・橋梁技術者育成研修
の開催

・策定した計画に基づ
く維持管理の実施
・PDCAサイクルの実践
・橋梁技術者育成研修
の開催

・策定した計画に基づ
く維持管理の実施
・PDCAサイクルの実践
・橋梁技術者育成研修
の開催

検討中 検討中 検討中 検討中 100
平成30
年度

11 10 10 10 90
平成29
年度

・点検完了
・計画策定(とりまと
め)

・点検実施
・実施
・計画修正

・点検実施
・実施
・計画修正

・橋梁点検　3,594橋
・計画策定　398橋
・橋梁技術者育成研修
の開催

・橋梁点検 38橋
・計画策定　3,486橋
・橋梁技術者育成研修
の開催

・橋梁点検4橋
・計画策定4,093橋
・橋梁技術者育成研修
の開催
・橋梁補修が必要な
15m以上の橋梁350橋の
うち14橋を補修

・橋梁点検3橋
・橋梁技術者育成研修
の開催
・橋梁補修が必要な
15m以上の橋梁350橋の
うち18橋を補修

検討中 検討中 4%(14/350） 9%(32/350)

評価

実施内容
（実績）

2

指
幹線道路における橋梁の予防保全率
（％）

B

・点検完了 ・計画策定 ・実施 ・実施工程概要

【概要】
・事後的な修繕及び架け替え（健全度の把握を行わず、損傷
が顕在化した段階になって行う橋梁の架け替え）から、予防
的な修繕（健全度の把握を行い、損傷が健全化する前の軽微
なうちに計画的に行う修繕）及び計画的な架け替えへと円滑
な政策転換を行い、事業費の平準化を図るとともに、道路
ネットワークの確固たる信頼性と市民の安心安全を確保しま
す。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

指
標

幹線道路における橋梁の予防保全率
（％）

橋梁技術者育成研修の修了者
3

　全ての資産を
分析・活用する
資産運用（ア
セットマネジメ
ント）を推進
し，その一環と
して道路・橋梁
などのインフラ
や，公共建築物
などの維持管理
についてファシ
リティーマネジ
メントを行い，
過度なコストの
発生を回避しま
す。また，利用
予定のない土地
等を売却するな
ど保有資産の有
効活用を進めま
す。

計画的な維持管理に基づく道路・橋梁・公共建
築物などの長寿命化、投資平準化、維持管理効
率化、有効活用などによる長期的な経費負担の
軽減化(ファシリティーマネジメント)（道路・
橋梁）

財産管理運用
課，土木総務
課

工
程
表

進
行
管
理
表

工程実績

No. 改革目標
改革実施内容概要

11 22 10 10

・アセットマネジメン
トに必要なデータベー
ス構築
・知識と認識を持った
人材の育成

・アセットマネジメン
トに必要なデータベー
ス構築の完了
・施設分析のシステム
構築
・アセットマネジメン
ト提言書を作成し，職
員や市民の認識を得る

・様々な分析指標か
ら，施設の統廃合を緊
急性，実現性を考慮の
上働きかけ

・様々な分析指標か
ら，施設の統廃合を緊
急性，実現性を考慮の
上，更に働きかけ

・制度構築の準備 ・制度構築の準備
・財産経営の全庁的な
推進体制を検討

・財産経営の推進に向
けた方向性の策定

・アセットマネジメン
トに必要なデータベー
ス構築
・知識と認識を持った
人材育成

・アセットマネジメン
トに必要なデータベー
ス構築
・知識と認識を持った
人材育成

・職員の意識醸成のた
めのファシリティマネ
ジメント（ＦＭ）研修
会を開催
・財産経営を推進する
ための新組織設置決定

・施設利用状況、コス
ト費用を把握する施設
カルテの施行実施
・財産白書（モデル
ケース）で類似施設比
較
・施設保全研修の実施

・実施

【概要】
新潟市の将来人口減少に伴う税収減少から，既存施設の経過
年数，地理的条件，利用状況等から総合的に判断し，施設の
統廃合を実施し，施設維持・建設にかかる将来的な財政負担
を減少させます。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

財産管理運用
課，地域・魅
力創造部

工
程
表

工程概要 ・制度構築の準備 ・制度構築の準備 ・実施

標
橋梁技術者育成研修の修了者 B

4

各公共施設の利用実態をふまえた一体管理や施
設統廃合
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・未利用地の順次売却
（大規模土地は経済環
境の悪化により売却の
一時見合わせ）

・未利用地の順次売却
（大規模土地は経済環
境を見極めつつ適期に
売却）

・未利用地の順次売却
（大規模土地は経済環
境を見極めつつ適期に
売却）

・未利用地の順次売却
（大規模土地は経済環
境を見極めつつ適期に
売却）

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・未利用地の順次売却
・大規模土地について
は，経済環境の悪化に
より売却の一時見合わ
せ
・売却までの暫定的活
用方法を検討した

・未利用地の順次売却
（大規模土地は経済環
境を見極めつつ適期に
売却）

・未利用地の順次売却
（大規模土地は経済環
境を見極めつつ適期に
売却）
・インターネットを利
用した入札を実施
・市民病院跡地の入札
実施（不成立）

・未利用地の順次売却
　一般　5件
　法定外　24件
（大規模土地は経済環
境を見極めつつ適期に
売却）
・市民病院跡地の入札
実施（不成立）

・積極的な財産活用に
努める。

・利活用可能物件を抽
出し，積極的な財産活
用に引き続き努める。

・利活用可能物件を抽
出し，積極的な財産活
用に引き続き努める。

・利活用可能物件を抽
出し，積極的な財産活
用に引き続き努める。

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・積極的財産活用に引
き続き努めた

・利活用可能物件を抽
出し 積極的な財産活

・市民病院跡地などを
有償で貸付けし 利活

・未利用資産の利活用
を図る財産経営を推進

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
売却が困難な未利用資産の利活用の推進
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(322)　未利用地等の処分等資産の流動化

実施内容

進
行

工程実績 評価6

その他の未利用資産の貸付等有効利用
財産管理運用
課

工
程
表

工程概要 ・実施

【概要】
売却の促進
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(322)　未利用地等の処分等資産の流動化

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　利用予定の無
い未利用資産の
売却を進めると
ともに，売却が
困難な未利用資
産については貸
付等の有効活用
の手法を構築す
ることにより，
財源の確保及び
資産の有効利用
を図ります。

利用予定のない未利用資産の順次売却
財産管理運用
課，地域・魅
力創造部

工
程
表

き続き努めた 出し，積極的な財産活
用に引き続き努めた

有償で貸付けし，利活
用に努めた

を図る財産経営を推進
する新組織（財産経営
推進室）の立ち上げ
・貸付可能物件をHPで
公開

・長期保有土地の早期
の再買取を進める。
・事業計画のない保有
土地は公募入札などで
処分を進める。

・長期保有土地の早期
の再買取を進める。
・事業計画のない保有
土地は公募入札などで
処分を進める。

・長期保有土地の早期
の再買取を進める。
・事業計画のない保有
土地は公募入札などで
処分を進める。

・長期保有土地の早期
の再買取を進める。
・事業計画のない保有
土地は公募入札などで
処分を進める。

84.3% 80.0% －

115億円 112億円 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・長期保有土地の事業
計画を検証した
・事業計画のない保有
土地は公募入札などで
処分を進めた

・事業所管課に対し長
期保有土地の早期再買
取実施を働きかけた
・事業計画のない保有
土地は，公募入札によ
り処分を進めた

・事業所管課，財務当
局と協議し，長期保有
土地の再買取計画を作
成
・土地開発公社の将来
的な解散を表明し，新
規先行取得を停止

・再買取計画に沿って
長期保有地の着実な縮
減を実施
・事業計画のない長期
保有の代替地について
は一般公募による処分
を実施

指
標

115億円 111.4億円 102億円 98.5億円

実施内容
（実績）

3

5年以上の保有地簿価額 A

・実施

【概要】
長期保有土地の事業計画を検証し，早期の再買取を進める。
事業計画のない保有土地は公募入札などで処分を進める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(344)　その他特別会計の経営健全化

実施内容

指
標

5年以上の長期保有地率

5年以上の保有地簿価額

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

7

　土地開発公社
による先行取得
用地の長期保有
を解消し，公社
の経営健全化を
図ります。

土地開発公社の長期保有土地の解消 用地対策課

工
程
表

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施

行
管
理
表

実施内容
（実績）

※指標について，5年未満の保有地の処分が進み，長期保有地率で

は実態を正しく反映できないことから，「保有地簿価額」とした。
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・システム選定調査 ・システム導入 ・システム導入 ・システム導入

・調査 ・実施 ・実施 ・実施

・システム選定調査 ・システム導入及び運
用開始

・システム運用 ・システム運用

・軽自動車税の電子収
納の導入
・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理方針
の確立と強化
・専門研修の派遣，県
との人事交流
・県との徴収機構の設
立
・未収債権所管課との
共同体制の確立
・未収債権システムと
のオンライン化

・市県民税，固定資産
税・都市計画税の電子
収納の拡大
・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理強化
・専門研修の派遣
・県徴収機構の取組み
実施
・未収債権所管課との
共同体制の確立・組織
化準備

・統合収納システムの
移行準備
・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理強化
・専門研修の派遣
・県徴収機構の取組み
実施
・未収債権所管課との
共同体制による取組み
実施
・税部門から独立した
市税以外の徴収部門の
組織化

・統合収納システムの
稼働（納期限を経過し
た納付に対応できる電
子収納の導入）
・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理強化
・専門研修の派遣
・未収債権所管課との
共同体制による取組み
実施

・実施

【概要】
　市税の収納率を確保し，不良債権の整理に努め，高いレベ
ルの収納率の維持を図れるような体制づくりを24年度までに
行う。また，市税以外の未収債権管理課の設置を23年度中に
実施し，24年度に債権種類の拡大について検討を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(312)　市税等の収納率向上 実施内容

2

　市税等の収納
率の向上に向け
て，電子収納シ
ステムの活用や
口座振替の推進
など納付環境の
改善を図るとと
もに，不良債権
処理を進め，平
成24年度までに
収納率94.5％
（平成21年度年
度見込93.8％）
を目指します。

市税の効果的な徴収方法及び市税以外の未収債
権の徴収一元化による効率的な債権回収

納税課

工
程
表

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施

・調査 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
地権者ごとに作成していた多種にわたる書類(収用証明書等)
をシステム導入で1回の入力作業に短縮できる。平成22年度
実施予定。 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

8

　用地取得に際
し必要となる契
約関係書類，登
記・税関係書
類，証明書，台
帳等の作成・管
理をシステム化
することで，重
複作業を解消
し，事務処理の
効率化を図りま
す。

IT技術の活用(用地事務管理システムの導入) 用地対策課
工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）

No. 改革目標
改革実施内容概要

のオンライン化 組織化

93.8（見込み） 94.0 94.2 94.5 95.0
平成25年
度以降

8 8 8 8
市債権
全種類

平成25年
度以降

・実施 ・実施 ・実施 ・一部実施

・軽自動車税の電子収
納の導入
・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理方針
の確立と強化　等

・市県民税，固定資産
税・都市計画税の電子
収納の拡大
・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理強化
・専門研修の派遣
・県徴収機構の取組み
実施
・未収債権所管課との
共同体制の確立・組織
化準備

・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理強化
・専門研修の派遣
・県徴収機構の取組み
実施
・未収債権所管課との
共同体制による取組み
実施　　　等

・口座振替強化月間の
推進
・不良債権の整理強化
・専門研修の派遣
・県徴収機構の取組み
実施
・債権管理課新設によ
る徴収一元化　　　等

94 94.4 94.9 95.3

8 8 8 12

実施内容
（実績）

1

指
標

市税合計収納率 A

市税以外の未収債権取扱い種類 A

指
標

市税合計収納率

市税以外の未収債権取扱い種類

進
行
管
理
表

工程実績 評価

9
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・他都市事例を参考に
基準案を作成

・統一基準を制定する
とともに，各部・区が
所管する財産につい
て，広告掲載可能なも
のから順次取り組んで
いく

・各部・区が所管する
財産について，広告掲
載可能なものから順次
取り組んでいく

・各部・区が所管する
財産について，広告掲
載可能なものから順次
取り組んでいく

1 1
平成22
年度

―

・基準案作成
・基準制定
・全庁における取組

・全庁における取組 ・全庁における取組

・他都市事例を参考に
基準案を作成

・統一基準を制定
・「暮らしのガイド官
民協働発行事業」のプ
ロポーザル実施

・市政情報モニターの
導入
・窓口配布用封筒の広
告実施
・中央区役所トップ
ページのバナー広告の
実施

・「市報にいがた」に
おける広告の導入
・区役所だより「にし
かん」における広告の
導入
・広告付案内地図の導
入

― 制定 ― ―

― 制定 実施 実施

・基本方針案作成
・基本方針策定
・全庁における取組

・全庁における取組
各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの
受益と負担の適正化

財務課 工程概要 ・関係課と協議

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

統一基準の制定 B

全庁における取組 B

【概要】
新たな財源確保策として，市ホームページバナー広告や印刷
物など各種広告資産の活用を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(311)　新たな財源の確保

実施内容

指
標

統一基準の制定

全庁における取組

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・基準案作成
・基準制定
・全庁における取組

・全庁における取組 ・全庁における取組

No. 改革目標
改革実施内容概要

10

　市のホーム
ページや印刷物
などの広告資産
のさらなる活用
により，財源の
確保を図るとと
もに，公の施設
の使用料につい
て，「受益者負
担の原則」に基
づく負担水準の
適正化を図りま
す。また，新し
い公会計基準に
基づく財務書類
を整備し，資産
負債を含めた本
市の全体的な財
政状態を把握し
検証すること
で，財政健全化
の取組をさらに
進めていきま
す。

市ホームページバナー広告や印刷物など各種広
告資産の活用

財務課

工
程
表

・合併による同種施設
間の負担水準格差是正
について関係課と協議

・関係課との協議を踏
まえ，基本方針案及び
実施スケジュール案を
作成

・基本方針を策定する
とともに，基本方針に
基づき，見直し可能な
施設から順次取り組ん
でいく

・基本方針に基づき，
見直し可能な施設から
順次取り組んでいく

1 1
平成23
年度

―

・関係課と協議 ・関係課と協議 ・関係課と協議 ・関係課と協議

・合併による同種施設
間の負担水準格差是正
について関係課と協議

・引続き合併の制度調
整について関係課と協
議するとともに，事業
仕分け対象の各種使用
料の取り扱いについて
所管課と協議を行った

・基本方針策定に向
け，各種施設の現状を
把握するための収支状
況調査を実施した
・公民館等の使用料見
直しを実施

・基本方針策定に向
け，基準づくりを実施
した。
・引き続き所管課と協
議を行った

― ― ― ―

― ― ― ―

評価

実施内容
（実績）

1

指
標

「基本方針」の策定 C

負担水準の適正化 C

・全庁における取組

【概要】
公の施設の使用料について，「受益者負担の原則」に基づ
き，行政と市民（受益者）がそれぞれ負担すべき割合を定
め，負担水準の適正化を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(313)　各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受益
と負担の適正化

実施内容

指
標

「基本方針」の策定

負担水準の適正化

進
行
管
理
表

11

受益と負担の適正化

工
程
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・公有財産の把握
・リストアップ

・公有財産の把握
・リストアップ

・公有財産の把握
・リストアップ

・公有財産の把握
・リストアップ

指
標

平成30
年度

・固定資産台帳の整備 ・固定資産台帳の整備 ・固定資産台帳の整備 ・固定資産台帳の整備

・公有財産の把握
・リストアップ

・公有財産の把握
・リストアップ
・台帳整備に向けた関
係部署との連携

・公有財産の把握
・リストアップ
・基準モデル移行に向
けた関係課との作業開
始

・公有財産の把握
・リストアップ
・基準モデル移行に向
けた関係課との作業実
施

指
標

― ― ― H25試行

【概要】
財務書類の作成にあたり，新しい公会計基準に基づく「基準
モデル」移行に向けた公正価値による固定資産台帳の整備を
行い，「総務省方式改訂モデル」からの移行を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(331)　公会計改革への対応

実施内容

「基準モデル」への移行

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

「基準モデル」への移行 A

工程概要 ・固定資産台帳の整備 ・固定資産台帳の整備 ・固定資産台帳の整備 ・固定資産台帳の整備

No. 改革目標
改革実施内容概要

12

　市のホーム
ページや印刷物
などの広告資産
のさらなる活用
により，財源の
確保を図るとと
もに，公の施設
の使用料につい
て，「受益者負
担の原則」に基
づく負担水準の
適正化を図りま
す。また，新し
い公会計基準に
基づく財務書類
を整備し，資産
負債を含めた本
市の全体的な財
政状態を把握し
検証すること
で，財政健全化
の取組をさらに
進めていきま
す。

公会計改革への対応 財務課

工
程
表
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■都市政策研究所　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・庁内・庁外関係者
との意見交換を行い
「田園環境都市の構
想」を研究

・所管部と共同した
戦略的都市経営の推
進に向けた研究

・所管部と共同した
戦略的都市経営の推
進に向けた研究

・所管部と共同した
戦略的都市経営の推
進に向けた研究

指
標

－

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・庁内・庁外関係者
との意見交換を行い
「田園環境都市の構
想」を研究

・所管部と共同した
戦略的都市経営の推
進に向けた研究

・所管部と共同した
戦略的都市経営の推
進に向けた研究
・所管部の田園環境
都市構想推進に関す
る取り組みを支援

・所管部と共同した
戦略的都市経営の推
進に向けた研究
・所管部の田園環境
都市構想推進に関す
る取り組みを支援

指
標

・実施 ・実施 ・実施 ・実施
　専門的知識を
有する民間人材
を研究アドバイ

専門的知識を有する民間人材などの効果的な
活用

都市政策研
究所事務局 工

工程概要

【概要】
所管部と共同した戦略的都市経営の推進に向けた研究を実
施し，研究成果の施策への反映を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(122)　戦略的都市経営による魅力創造・地域再生にむけ
た取組

実施内容

所管部との共同による研究実施

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

所管部との共同による研究実施

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　高度化する政
策課題に対応
し，戦略的都市
経営の推進を目
指した研究を行
う。

戦略的都市経営の推進を目指した研究
都市政策研
究所事務局

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

指
標

－

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

・民間研究アドバイ
ザーの確保，活用

指
標

・研究員と所管部か
ら派遣された特任研
究員による共同研究

・研究員と所管部か
ら派遣された特任研
究員による共同研究

・研究員と所管部か
ら派遣された特任研
究員による共同研究

・研究員と所管部か
ら派遣された特任研
究員による共同研究

指
標

－

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・研究員と所管部か
ら派遣された特任研
究員による共同研究

・研究員と所管部か
ら派遣された特任研
究員による共同研究

・研究所と所管部の
合同ワークショップ
を実施

・若手職員と共同で
現地調査等を実施

指
標

【概要】
所管部から派遣される兼務職員による特任研究員制度を充
実し，研究所研究員との共同研究を通じ，専門性・政策立
案能力を高めた質の高い職員を育成を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

特任研究員制度による職員育成

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

特任研究員制度による職員育成

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

民間研究アドバイザーの活用

3

　各部職員の研
究所兼務による
特任研究員制度
を充実し，職員
の専門性・政策
立案能力を高
め，重要課題に
対応できる質の
高い職員を育成
する。

質の高い職員育成に向けた取組
都市政策研
究所事務局

工
程
表

【概要】
専門的知識を有する民間人材を研究アドバイザーとして活
用することにより，研究成果の質の向上高め，政策を担当
する部署への効果的な提言を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

民間研究アドバイザーの活用

進
行
管
理
表

工程実績

2

を研究アドバイ
ザーとして効果
的に活用するこ
とにより，研究
成果の質を高
め，政策への提
言を図る。

程
表
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■北区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・事務局事務の引継
ぎについて，当該協
議会役員と協議

・4月開催予定の当該
協議会の総会におい
て，会則の改正を
行った後，事務引継
ぎ

指
標

7回 7回 0回 0回
平成23
年度

・調査 ・検討 ・検討 ・検討

・豊栄統計調査員協
議会役員と，事務局
引継ぎについて協議

・豊栄統計調査員協
議会役員と、事務局
引継ぎについて協議

事務局はこれまでど
おり地域課で担当す
ることとした。運営
にかかる費用は，会
員の会費ですべて賄
うようにした

指
標

7回 7回 5回 6回

工程実績

【概要】
事務局事務については，平成23年度に当該協議会の会員に
引き継ぐ。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
　(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

事業実施案内・役員会開催文書送
付

進
行
管
理
表

地域課

評価

実施内容
（実績）

1

事業実施案内・役員会開催文書送
付

C

工程概要 ・調査 ・検討 ・実施

工
程
表

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　今回の経済危
機が本市におい
ても税収不足な
ど財源り確保が
難しい状況をも
たらしているこ
とから,真に市
民ニーズに応え
られる体制を整
備することが喫
緊の課題となっ
ています。この
課題を解決する
ため,事務事業
の見直しを通
し,民間部門に
ゆだねることや
不要不急の事務
を廃止すること
など,限られた
経営資源を 大
限生かしてまい
ります。

豊栄統計調査員協議会支援事務の見直し

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・検討委員会の設立 ・検討委員会による
方針案の作成
・防除協議会での検
討

・新たな実施主体で
実施

指
標

13,440千円 13,440千円 0千円 0千円
平成23
年度

・方針協議検討 ・方針決定 ・業務分担型で実施 ・業務分担型で実施

・検討委員会の設立 ・検討委員会で業務
体制を見直し，移行
先決定
・H23年度業務移行に
向けて移行先と協
議，検討

・H23年度は業務体制
を分散させることで
業務運営を軽減させ
た
（事務局業務は区役
所，収納業務はJA豊
栄，その他業務は農
業共済組合で実施）

・業務体制を分散さ
せることで業務運営
を改革できた

指
標

13,440千円 13,440千円 800千円 800千円

豊栄病害虫防除協議会運営業務の見直し

評価

1

事業費（人件費）の削減費 C

2

・方針決定 ・実施

【概要】
・業務の事業主体適正化の観点から見直しを実施する。
・受益者が主体となった体制づくり。
・新たな実施主体となる農業関係団体の了承。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
　(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

事業費（人件費）の削減費

進
行
管
理
表

工程実績

産業振興課

工
程
表

工程概要 ・方針協議検討

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・現状の把握および
今後のあり方につい
て検討

・国調査結果公表ま
では現状のとおり実
施
・調査結果が基準値
以下であれば廃止へ
向け実行

・4月を目処に廃止

指
標

800千円 800千円 0千円 　 0千円
平成23
年度

・現状のとおり実施
・現状のとおり実施
・詳細検討

・工程どおり終了 ・終了

・現状の把握および
今後のあり方につい
て検討

・農林水産省の玄米
中有機物含有調査が
終了したことに伴
い，本事業も終了

・事業終了 ・終了

指
標

750千円 750千円 0千円 0千円

・各コミュニティで
の取組調査
・先進事例の調査

【概要】
・各コミュニティと連携し市民にウォーキングの定着化を
進めることで,本事業を廃止する。
・平成22年度から廃止する。
 ___________________________________________
【行政改革プ 改革項 分類】

実施内容

事業費 B

健康ウォーク 健康福祉課

工
程
表

工程概要 ・検討 ・廃止

事業費

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工程概要 ・現状のとおり実施
・現状のとおり実施
・詳細検討

・廃止 　

実施内容

3

　今回の経済危
機が本市におい
ても税収不足な
ど財源り確保が
難しい状況をも
たらしているこ
とから,真に市
民ニーズに応え
られる体制を整
備することが喫
緊の課題となっ
ています。この
課題を解決する
ため,事務事業
の見直しを通
し,民間部門に
ゆだねることや
不要不急の事務
を廃止すること
など,限られた
経営資源を 大
限生かしてまい
ります。

農産物安全確保対策協議会の事業に関する見
直し

産業振興課

工
程
表

【概要】
北区の農産物に関する安全対策について，北区農業振興協
議会に統合する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
　(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

360千円 0千円 0千円
平成22
年度

・検討 ・廃止 → →

・各コミュニティで
の取組調査
・先進事例の調査

・21年度開催を 後
に廃止した

→ →

指
標

251千円 0千円

・新規受付を行わな
い

・新規受付を行わな
い

指
標

10千円 3千円 0千円 0千円
平成23
年度

・現状のとおり実施 ・現状のとおり実施 ・工程どおり終了 ・工程どおり終了

・新規受付を行わな
かった

・新規受付を行わな
かった

・事業終了 ・事業終了

指
標

10千円 3千円 0千円 0千円事業費の削減 B

【概要】
合併前の制度を引き継いだものであるが，公平性の観点か
ら見直しを行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(313)　各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受
益と負担の適正化

実施内容

事業費の削減

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

事業費（人件費）の削減費 B

5

中小企業振興資金不況対策融資利子補給補助
金の見直し

産業振興課
工
程
表

工程概要 ・現状のとおり実施 ・現状のとおり実施 ・終了

【行政改革プラン　改革項目分類】
　(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し 事業費（人件費）の削減費

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

4

65



改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・補助事業者に周知
し，理解を得る

・予算の削減

指
標

120千円 0千円 0千円
平成22
年度

・方針決定 ・見直し実施 ・工程どおり終了 ・工程どおり終了

・補助事業者に周知
し，理解を得た

・補助事業者の理解
を得た上で，予算削
減

・事業終了 ・終了

指
標

120千円 0千円

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査

【概要】
・職員の資質と接遇能力の向上を図る研修を実施する。
・アンケート調査と自主研修の実施

実施内容

工程概要
・組織目標による目
標値の設定と各課自
主研修

・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

事業費（補助金）の削除 B

　区役所は,引
続き市政のメイ
ンステージとし
て,市民満足度
の高いサービス
の提供を行って
いく必要がある

行政サービスの向上の推進
(改革目標に対応する事業の追加)

総務課

工
程
表

・方針決定 ・実施

【概要】
・補助事業の必要性及び予算の適正執行の観点から見直し
を実施する。
・平成22年度から廃止する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(313)　各種使用料手数料の見直しなど行政サービスの受
益と負担の適正化

実施内容

事業費（補助金）の削除

進
行
管
理
表

工程実績

6

　今回の経済危
機が本市におい
ても税収不足な
ど財源り確保が
難しい状況をも
たらしているこ
とから,真に市
民ニーズに応え
られる体制を整
備することが喫
緊の課題となっ
ています。この
課題を解決する
ため,事務事業
の見直しを通
し,民間部門に
ゆだねることや
不要不急の事務
を廃止すること
など,限られた
経営資源を 大
限生かしてまい
ります。

北区畜産振興協議会補助金見直し 産業振興課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

区アンケ ト調査
の実施及び検証・是
正

区アンケ ト調査
の実施及び検証・是
正

区アンケ ト調査
の実施及び検証・是
正

区アンケ ト調査
の実施及び検証・是
正

指
標

4.47 4.42 4.50 4.50 －

・組織目標による目
標値の設定と各課自
主研修

・組織目標による目
標値の設定と各課自
主研修

・組織目標による目
標値の設定と各課自
主研修

・組織目標による目
標値の設定と各課自
主研修

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査
の実施及び検証・是
正

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査
の実施及び検証・是
正

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査
の実施及び検証・是
正

・各課自主研修の実
施
・区アンケート調査
の実施及び検証・是
正

指
標

4.47 4.42 4.48 4.54

アンケ ト調査と自主研修の実施
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成に向けた取組

実施内容

窓口アンケート区全体平均点

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

窓口アンケート区全体平均点 A

7

いく必要がある
ことから,区独
自に実践的な研
修を実施し,職
員の接遇と資質
の向上を図って
まいります。
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

8 14 14 14 16
平成26
年度

2 3 3 3 4
平成26
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

・補助事業説明会の
開催
・コミュニティ協議
会活動とその実績，
効果等の情報提供

17 20 43 50

2 3 4 4

導入済み施設の運 庁内合意 都市公園条例の改 指定管理開始

・調査検討

　民間事業
者,NPO,地域住
民などの能力を
積極的に活用
し,市民サービ

地域課
水の駅
「ビュー福
島潟」

工
程
表

・指定管理に向けた
検討及び手続き

・実施

【概要】指定管理者制度 の移行

水の駅「ビュー福島潟」の指定管理者制度へ
の移行

工程概要

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

コミュニティ協議会取組事業数 A

コミュニティ協委託事業数 A

・準備

【概要】
コミュニティ協議会の活動とその実績及び効果等につい
て，地域住民への情報提供を工夫し，理解，賛同を求めな
がら，当該活動に関与する新たな人材増を，また，課題解
決に向けた新たな提案から生ずる活動，事業への行政支援
を模索する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

実施内容

指
標

コミュニティ協議会取組事業数

コミュニティ協委託事業数

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

8

　コミュニティ
協議会や自治
会・町内会等が
主体となり実施
する地域特性を
活かすまちづく
りや地域課題の
解決に向けた活
動を支援するた
め,当該活動の
先進例や手法な
どについて,説
明会を開催し,
情報提供に努め
るとともに,相
談照会に常時対
応できる体制を
整えます。

コミュニティ協議会の財政面の自立に向けた
支援と活動活性化に向けた支援

地域課

工
程
表

・導入済み施設の運
営状況等を調査検討

・庁内合意
・関係団体と協議

・都市公園条例の改
正
・候補者選定

・指定管理開始

指
標

0件 0件 1件 1件 1件
平成23
年度

・調査検討 ・準備 ・準備 ・準備

・導入済み施設の運
営状況等を調査検討

・庁内合意
・関係団体と協議

・地元自治会及び関
係団体と再協議

・地元自治会と合意

指
標

0件 0件 0件 0件

・導入済み施設の運
営状況，評価内容等
を調査検討

・導入済み施設の運
営状況，評価内容等
を調査検討

・条例改正
・候補者選定

・4月1日移行
・モニタリング実施

指
標

1館 1館 1館 4館 4館
平成24
年度

・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・候補者選定

・指定管理者制度導
入

・導入済み施設の運
営状況，評価内容等
を調査検討

・導入済み施設の運
営状況，評価内容等
を調査検討

・条例改正
・候補者選定

・4月1日移行
・モニタリング実施

指
標

1館 １館 １館 ４館

評価

実施内容
（実績）

2

指定管理者制度導入施設 B

・調査検討 ・調査検討
・条例改正・候補者
選定

・指定管理者制度導
入

【概要】
現在直営で運営している小規模児童館について，既に指定
管理者制度を導入済みの豊栄児童センターと合わせて一括
導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度導入施設

進
行
管
理
表

工程実績

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行件数 C

10

児童館管理運営事業の見直し 健康福祉課
工
程
表

工程概要

9

スの向上と施設
管理経費の節減
を図るため,既
存の施設を含
め,指定管理者
制度を積極的に
導入してまいり
ます。

表【概要】指定管理者制度への移行
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行件数

進
行
管
理
表

工程実績
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■東区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・業務委託範囲の検
討

・業務委託範囲の検
討

・平成23年度以降
区役所開設

指
標

検討・設計 改修工事 平成23年度以降開設 －

・検討・設計 ・改修工事 ・改修工事・竣工

・庁舎レイアウトの
検討・設計

・庁舎レイアウトの
部分的再検討を反映
した改修工事

・庁舎レイアウトの
部分的再検討を反映
した改修工事の継続
・ユニバーサルデザ
インを考慮した備品
の購入

当初予定通りH23.9区
役所開設した

指
標

検討・設計 改修工事 H23年度開設 H23.9開設

・（仮）企業連絡会
の立上げ(予定）

・実施 ・実施 ・実施

　区内の企業や
商店，商店街等 区内商工業者の連絡ネットワークの構築 地域課 工程概要

【概要】
東区役所配置計画を検討し，改修工事を実施した後，東区
役所を移転する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

東区役所庁舎の移転

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

東区役所庁舎の移転 B

工程概要 ・検討 ・検討

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　東区役所庁舎
の移転開設に伴
い,区役所機能
をワンフロアー
に集約するなど
利用者の利便性
を図り，利用し
やすい区役所を
目指します。

東区役所庁舎の移転 総務課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・幹事企業の選任依
頼
・設立趣意書，規約
の作成
・設立会議の開催
・協働のまちづくり
を提案

・企業連絡会開催運
営
・協働のまちづくり
を行うための協議調
整

・企業連絡会開催運
営
・協働のまちづくり
を行うための協議調
整
・協働協力事業の実
施

・企業連絡会開催運
営
・協働のまちづくり
を行うための協議調
整
・協働協力事業の実
施

指
標

12 32 44 44 44
平成23
年度

・（仮称）企業連絡
会の立上げ準備

・（仮称）産業連絡
会の立上げ準備
※名称の変更

・（仮称）産業連絡
会の立ち上げ準備

・（仮称）産業連絡
会の立ち上げ準備

・幹事企業の選任依
頼
・設立会議の趣意
書，規約作成，事務
局体制
・設立会議の開催
・協働のまちづくり

・幹事候補企業との
意見交換

・企業との協力事業
として、区役所内に
企業PRコーナーを設
置

・地域のものづくり
理解のための企業見
学及び企業めぐり
ウォーク実施
・商業関係団体の意
見交換会の開催

指
標

12 12 12 12

評価

実施内容
（実績）

1

企業・地域・行政の協働のまちづ
くり

C

の立上げ(予定）
実施 実施 実施

【概要】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   区
内の企業や商店，商店街等で構成される企業ネットワーク
として，(仮称）企業連絡会を立上げ，企業と行政，そし
て地域が一体となって，活力ある区づくりを進める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

企業・地域・行政の協働のまちづ
くり

進
行
管
理
表

工程実績

2

で構成される企
業ネットワーク
（企業連絡会）
を立ち上げま
す。そして企業
と行政，地域が
一体となり，活
力ある区づくり
を進めます。

区内商 業者 連絡ネット ク 構築 地域課

工
程
表

程概要
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・東石山コミュニ
ティハウス⇒東中野
山コミュニティ協議
会
・管理運営委員会と
コミュニティ協議会
との連携協議の実施

管理運営委員会とコ
ミュニティ協議会と
の連携協議の実施

・下山コミュニティ
ハウス⇒下山コミュ
ニティ協議会
・管理運営委員会と
コミュニティ協議会
との連携協議の実施

・中地区コミュニ
ティセンター⇒東山
の下コミュニティ協
議会
・はなみずきコミュ
ニティハウス⇒牡丹
山コミュニティ協議

指
標

1施設 1施設 2施設 4施設 7施設
平成27
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・東石山コミュニ
ティハウス
指定管理者：東中野
山小学校区コミュニ
ティ協議会
等

・東石山コミュニ
ティハウス
指定管理者：東中野
山小学校区コミュニ
ティ協議会
等

・東石山コミュニ
ティハウス
・下山コミュニティ
ハウス
指定管理者：下山地
区コミュニティ協議
会
・管理運営委員会と
コミ協との連携協議
の実施

・東石山コミュニ
ティハウス
・下山コミュニティ
ハウス
・中地区コミュニ
ティセンター

指
標

1施設 1施設 2施設 3施設

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

1

コミュニティ協議会指定管理施設 C

　地域の生活課
題の解決や地域
住民のまちづく

コミュニティ協議会などと協働してまちづく
り計画の推進

地域課

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
現在の指定管理者とコミュニティ協議会との連携・融合を
区が主導しながら，コミュニティ協議会を指定管理者とす
る施設の拡大を進める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

実施内容

コミュニティ協議会指定管理施設

進
行
管
理
表

工程実績3

　コミュニティ
協議会の活動拠
点と自主財源を
確保するととも
に,その組織の
活性化と強化を
図ります。その
ため,コミュニ
ティ施設の指定
管理者を管理運
営委員会からコ
ミュニティ協議
会に移行し，地
域住民の積極的
な施設活用を展
開します。

コミュニティ施設の管理体制の見直し 地域課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

・計画の進行管理･計
画の実施
・計画の見直し･修正

・計画の進行管理･計
画の実施

・計画の進行管理･計
画の実行

・計画の進行管理･計
画の実行

指
標

60事業 60事業 60事業 60事業 60事業
平成25年
度以降

・実施 ・一部実施 ・一部実施 ・一部実施

・計画の進行管理・
計画の実施
・計画の見直し・修
正

・計画の進行管理・
計画の実施

・計画の進行管理・
計画の実施

・計画の進行管理・
計画の実施
・計画の見直し・修
正
  (H25～H26)

指
標

60事業 43事業 34事業 39事業

【概要】
区の一体感醸成と地域住民のまちづくりに対する意識の向
上。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

まちづくり計画

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

まちづくり計画 C

4

住民のまちづく
りの意識の向上
を目指し,コ
ミュニティ協議
会などとの連携
を強化し,特色
ある区づくり予
算事業などを推
進します。

り計画の推進
工
程
表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・山の下地区コミュ
ニティ協議会と桃山
校区コミュニティ協
議会との協議の実施

・山の下地区コミュ
ニティ協議会と桃山
校区コミュニティ協
議会との協議の実施

・移行への具体的な
準備

・指定管理

指
標

1施設 1施設
平成24
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・山の下地区コミュ
ニティ協議会と桃山
校区コミュニティ協
議会との協議の実施

・山の下地区コミュ
ニティ協議会と桃山
校区コミュニティ協
議会との協議の実施

・山の下地区コミュ
ニティ協議会と桃山
校区コミュニティ協
議会との協議を実施
し，コミ協を指定管
理者に選定

・山の下地区コミュ
ニティ協議会と桃山
校区コミュニティ協
議会との指定管理開
始

指
標

1施設

・新区庁舎の余剰床
利用にあたり，民間
事業者を対象とした
公募要項等を作成
し，プロポーザル方
式のコンペを実施

・出店準備，改装工
事等実施
・年度内開店

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
平成23年度年度中の東区役所のオープン時期までに，庁舎
の余剰床を民間事業者に貸付け，開店へと導く。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(322) 未利用地等の処分等資産の流動化 実施内容

　区役所庁舎の
移転に伴い，庁
舎の余剰床を民
間事業者に貸し
付け,地域住民
の利便性･満足
度の向上を図る
とともに，市の
歳入増加と行政
財産 有効活用

区庁舎移転整備に伴う行政財産の有効活用 地域課

工
程
表

工程概要

【概要】
コミュニティ協議会を指定管理者とする施設の拡大を進め
る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

コミュニティ旧協議会指定管理

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

コミュニティ旧協議会指定管理 B

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　区役所庁舎移
転後の現庁舎の
機能を再編し，
地元コミュニ
ティ協議会と
（仮称）「まち
づくりセン
ター」を設置
し,施設の管理
運営と地域のた
めの積極的な施
設活用を進めま
す。

既存公共施設の活用（（仮称）まちづくりセ
ンターの設置）

地域課

工
程
表

式のコンペを実施。
・出店事業者を決定
する。
・出店準備，改装工
事等実施

1回 －

1事業者以上 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・新区庁舎の余剰床
利用にあたり，民間
事業者を対象とした
出店者公募を予定
・公募に向けた準備
作業推進

・プロポーザル方式
による出店者公募を
実施し，出店事業者
を決定した
・引き続き，出店事
業者の誘致を継続し
た

・出店準備，改装工
事等実施
・H23年12月商業フロ
アオープン

・H23年12月に13事業
者が出店。H24年は継
続して営業
・住民サービス，賑
わい創出に貢献

1回

13事業者 13業者

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

民間事業者の公募実施回数 B

店舗開店する民間事業者数 B

(322)　未利用地等の処分等資産の流動化 実施内容

指
標

民間事業者の公募実施回数

店舗開店する民間事業者数6

財産の有効活用
を図ります。

進
行
管
理
表

工程実績
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■中央区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・外国人登録の住民
基本台帳への編入に
ついての情報収集を
行い，平成23年度電
算化を行う計画を作
成

・外国人登録システ
ムからのデータ移行
の設計

・外国人登録システ
ムから住民記録シス
テムへの移行・検
証・運用
・窓口職員の対応研
修の実施

・外国人住民の，住
民記録システムによ
るサービス提供
・窓口職員の対応研
修の実施

計画策定 移行設計 システム統合 ― 統合
平成23
年度

― ― 2回 2回 4回
平成25年
度以降

・目標値の設定 ・実施 ・実施 ・実施

・外国人登録の住民
基本台帳への編入に
ついての情報収集を
行い，23年度電算化
を行う計画を作成

外国人登録システム
からのデータ移行に
係る仕様検討会の実
施（全20回）

・外国人登録システ
ムから住民記録シス
テムへの移行・検
証・運用
・窓口職員の対応研
修の実施

・外国人住民の，住
民記録システムによ
るサービス提供
・窓口職員の対応研
修の実施

策定 合 始

評価

実施内容
（実績）

2

外国人住民 住民移動記録 本化

【概要】
外字や，文字数の増加に伴う課題を整理し，現在の外国人
登録システムから住民記録システムへのデータ移行とシス
テムの統合（市民総務課主管）をはかる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

指
標

外国人住民の住民移動記録の1本化

窓口職員対応研修

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・目標値の設定 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　職員資質の向
上や業務の効率
化を推進し、区
で完結する質の
高いサービス提
供を、迅速かつ
正確に行うこと
により、市民満
足度の向上を図
ります。

行政サービスにおける市民満足度の向上 区民生活課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

計画策定 移行設計 システム統合 運用開始

― ― 2回 2回

・目標値を設定し，
職員のスキルアップ
のため，係統合の計
画を作成する。

・係統合を行うとと
もに，職員研修を行
い，窓口職員のスキ
ルアップを図ること
で目標値4.2を確保す
る。

・職員の研修等を行
い，目標値の4.2を維
持する。

・職員の研修等を行
い，目標値の4.2を維
持する。

指
標

4.2 4.2 4.2 4.2 －

・目標値の設定 ・実施 ・実施 ・実施

・目標値を設定し，
職員のスキルアップ
のため，係統合の計
画を作成した

・係統合を行うとと
もに，職員研修を行
い，窓口職員のスキ
ルアップが図られた
ことで，アンケート
の平均値が目標値を
上回った

・窓口業務に特化し
た接遇研修を実施す
るとともに、改善活
動の取り組みを進め
た

・窓口業務に特化し
た接遇研修を実施す
るとともに、さらな
る改善活動の取り組
みを進めた

指
標

4.2 4.27 4.33 4.29

2

窓口アンケート年平均点5.0中4.2
の確保・維持

B

2

行政サービスにおける市民満足度の向上 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
係統合を行い職員が，受付から入力発行までの業務を身に
つけることにより，スキルアップを図り質の高いサービス
を提供し、市民満足度を上げる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

窓口アンケート年平均点5.0中4.2
の確保・維持

進
行
管
理
表

工程実績 評価

区民生活課

工
程
表

工程概要 ・目標値の設定

実施内容
（実績）

指
標

外国人住民の住民移動記録の1本化 B

窓口職員対応研修 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・係別窓口対応マ
ニュアルの作成
・係別研修計画の作
成
・係内研修(担当外業
務)の実施

・係内研修の実施
・アンケート結果の
分析
・マニュアルの見直
し
・係内研修(担当外業
務)の実施

・係内研修の実施
・アンケート結果の
分析
・マニュアルの見直
し

・係内研修の実施
・アンケート結果の
分析
・マニュアルの見直
し

指
標

4.49 4.5 4.55 4.6 －

・係内研修等計画策
定

・実施 ・実施 ・実施

・係別窓口対応マ
ニュアルの作成
・係別研修計画の作
成
・係内研修(担当外業
務)の実施

・係内研修（担当外
業務）の実施
・アンケート結果の
分析
・係内研修の実施

・係内研修（担当外
業務）の実施
・アンケート結果の
分析
・係内研修の実施

・係内研修（担当外
業務）の実施
・アンケート結果の
分析
・係内研修の実施

指
標

4.49 4.63 4.66 4.74

・サイン内容の検討
設置

・市民意見・職員意
見を取り入れ より

・市民意見・職員意
見を取り入れ より

・市民意見・職員意
見を取り入れ より

・検討・実施 ・改善 ・改善 ・改善

【概要】
エスカレーター脇の柱の見やすい高さに 課名 窓口等

評価

実施内容
（実績）

2

窓口アンケート全体平均点 A

業務案内サインの設置 総務課

工
程

工程概要

・係内研修等計画策
定

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
職員の内部研修のより一層の強化を図る。また，担当業務
以外でも対応できるよう，比較的業務にゆとりのある12月
～3月期に，係内の担当外業務について精通できるよう研
修を行い、多様なケースに対応できる人材の育成を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

窓口アンケート全体平均点

進
行
管
理
表

工程実績

3

　職員資質の向
上や業務の効率
化を推進し、区
で完結する質の
高いサービス提
供を、迅速かつ
正確に行うこと
により、市民満
足度の向上を図
ります。

行政サービスにおける市民満足度の向上 健康福祉課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

・設置 見を取り入れ，より
使い勝手の良いもの
に改善する。

見を取り入れ，より
使い勝手の良いもの
に改善する。

見を取り入れ，より
使い勝手の良いもの
に改善する。

指
標

検討 改善 改善 改善 －

・検討・実施 ・検討・実施 ・検討・実施 ・実施

・サイン内容の検討
・設置

・サイン内容の検討 ・若手中心のワーキ
ンググループを立ち
上げ、サインを含め
た庁舎の見直しを実
施

・窓口表示に業務内
容を追加
・フロア案内図や案
内サインの区役所部
分を色分けにより強
調
・コンシェルジュの
試行

指
標

検討 検討 検討 実施

評価

実施内容
（実績）

2

業務案内サインの設置 B

・エスカレーター脇の柱の見やすい高さに，課名・窓口等
を表示する。
・市民への業務案内がスムースとなり，市民の利便性が向
上する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

業務案内サインの設置

進
行
管
理
表

工程実績4

表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・商店街にぎわい創
出事業・商店街空き
店舗対策事業・商店
街環境整備事業の実
施団体拡大

・商店街にぎわい創
出事業・商店街空き
店舗対策事業・商店
街環境整備事業の実
施団体拡大

・商店街にぎわい創
出事業・商店街空き
店舗対策事業・商店
街環境整備事業の実
施団体拡大

・商店街にぎわい創
出事業・商店街空き
店舗対策事業・商店
街環境整備事業の実
施団体拡大

指
標

20団体（見込） 25団体 27団体 30団体 30団体
平成24
年度

・周知活動
・事業実施指導

・周知活動
・事業実施指導

・周知活動
・事業実施指導

・周知活動
・事業実施指導

・「商店街活性化事
業」の周知　１回
・事業に関する相談
受付
・事業実施指導

・「商店街活性化事
業」の周知　2回
・事業に関する相談
受付
・事業実施指導

・「商店街活性化事
業」の周知　2回
・事業に関する相談
受付
・事業実施指導

・「商店街活性化事
業」の周知　2回
・事業に関する相談
受付
・事業実施指導

指
標

20団体 27団体 26団体 42団体

・講演会の実施
・保育園と高齢者の
交流

・アンケート調査に
よる施策立案
・他の事業による活

・他の事業による広
報・活動支援

・他の事業による広
報・活動支援

・調査・検討 ・調査・検討 ・実施 ・実施

【概要】
自治・町内会同士の交流の場を設けたり，保育園と高齢者
の交流を継続するなど 地域コミュニケーションの活性化

評価

実施内容
（実績）

2

実施団体数 A

一人暮らし高齢者などの見守り体制整備支援
事業

健康福祉課

工
程

工程概要

事業実施団体の拡大 事業実施団体の拡大 事業実施団体の拡大 事業実施団体の拡大

【概要】
・事業内容の周知活動の実施
・商店街との意見交換，情報交換の実施

____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

実施団体数

進
行
管
理
表

工程実績

5

　コミュニティ
協議会や商店街
との連携を強化
し、協働により
区の資源を活用
した「賑わいあ
るまちづく
り」、「ずっと
安心して暮らせ
るまちづくり」
を推進します。

事業実施団体の拡大 地域課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

交流
・地域活動と生きが
いに関するアンケー
ト，集計，施策立案
・生活・介護サポー
ター養成講座の実施

・他の事業による活
動支援・協働の検討
・生活・介護サポー
ター活動の支援

指
標

11協議会 11協議会 11協議会 11協議会 －

・調査・検討 ・調査・検討 ・実施 実施

・自治・町内会長ア
ンケート集計，施策
立案
・地域活動と生きが
いに関するアンケー
ト，集計，施策立案
・生活・介護サポー
ター養成講座の実施

・アンケート調査に
よる施策立案
・他の事業による活
動支援・協働の検討
・生活・介護サポー
ター活動の支援

・中央区地域見守り
活動マップの作成

・超高齢地域支え合
いモデル事業の実施
・中央区地域見守り
活動マップ（各戸配
布版）の作成・配布

指
標

11協議会 18協議会 22協議会 22協議会

評価

実施内容
（実績）

3

取組んだコミュニティ協議会の数 A

の交流を継続するなど，地域コミュニケーションの活性化
を図って，地域や区社協と協働して地域の実情に応じた地
域による高齢者の見守り体制の構築の支援を行う。
____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

取組んだコミュニティ協議会の数

進
行
管
理
表

工程実績

6

程
表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・引き継ぎ業務等の
把握

・選定委員会を開
き、公募により指定
管理者を選定する。

・指定管理へ移行。 ・指定管理の継続。

指
標

1施設 1施設 －

・選定準備 ・選定準備 ・選定準備 ・選定

・引き継ぎ業務等の
把握

・引き継ぎ業務等の
把握

・引き継ぎ業務等の
把握

・H25より公募による
指定管理への移行に
向け，選定を行った

指
標

. 0施設 0施設

・広場使用許可状況 ・類似施設調査
・選定委員会経費予
算要求

・新潟駅広場条例の
改正
・公募要領の作成
・候補者選定（公
募）
・選定委員会の開催
・指定管理料予算要
求

・４月1日移行
・モニタリング

指

・調査 ・調査・検討 ・検討 ・実施

【概要】
平成２４年度までに，直営による管理運営体制から指定管
理者制度へと移行し、施設の有効活用と市民サービスの向
上および人件費の削減を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度の導入 C

8

新潟駅前広場等の維持管理に関する業務の指
定管理化

建設課

工
程
表

工程概要

・選定準備 ・選定 ・実施 ・継続

【概要】
老人憩の家なぎさ荘の管理を、平成23年度から指定管理へ
移行し、施設の有効活用と市民サービスの向上および人件
費の削減を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度の導入

進
行
管
理
表

工程実績

7

　「事業仕分
け」などによ
り、事務事業の
見直しを進め、
経費の節減を図
ります。

なぎさ荘の指定管理化 健康福祉課
工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

1施設 －

・調査 ・業務委託再編
・業務委託の再編を
検討

・業務委託再編

・広場使用許可状況 ・複数の業務委託を
一部再編（17件を14
件に）
新規業務委託：1件

・次年度の業務委託
の再編を検討

・複数の業務委託を
再編
（15件を13件）

指
標

0施設

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度の導入 C

指定管理者制度の導入

進
行
管
理
表

工程実績

8
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・「まち歩き」実施
・区スペシャルサイ
トの開設

・「まち歩き」実施
・観光案内板の更
新・整備
・区スペシャルサイ
トの活用，PR用DVD上
映

・「まち歩き」実施
・区スペシャルサイ
トの活用，PR用DVD上
映

・「まち歩き」実施
・区スペシャルサイ
トの活用，PR用DVD上
映

指
標

2,800人 3,300人 3,700人 4,000人
4,000
人

平成24
年度

・検討・一部実施 ・実施 ・実施 ・実施

・「まち歩き」実施
・区スペシャルサイ
トの開設

・「まち歩き」の実
施
・観光案内版の更
新・整備
・区スペシャルサイ
トの活用，PR用DVD上
映

・「まち歩き」実施
・区スペシャルサイ
トの活用，PR用DVD上
映

・「まち歩き」実施
・区スペシャルサイ
トの活用，PR用DVD上
映
・「えんでこまち歩
きフォーラム」開催

指
標

2,800人 2,690人 2,936人 2,806人

・まちづくり活動団
体の既存事業の拡大
と新規事業の検討

・まちづくり活動団
体の新規収益事業の
立上げ

・まちづくり活動団
体の新規収益事業の
立上げ

・収益事業の継続

指

【概要】
市から支援を受けているまちづくり活動団体において，経
済的，組織的な自立を促進するため，新規の収益事業を立
上げます。

実施内容

工程概要
・新規収益事業の検
討

・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

「まち歩き」の参加者数 C

　市民によるま
ちづくり活動の
裾野をさらに広
げ，新たな人材
を掘り起こすと
ともに，まちづ
くり組織の自立
や住民参加によ

市民と協働によるまちなか活性化推進事業 建設課
工
程
表

検討・一部実施 実施 実施 実施

【概要】
・解説ガイド付きの「まち歩き」を実施
・既設の観光案内板の更新・整備
・区スペシャルサイトの活用，PR用DVDの上映

____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

「まち歩き」の参加者数

進
行
管
理
表

工程実績
9

　コミュニテ
イー協議会や商
店街との連携を
強化し、協働に
より区の資源を
活用した「賑わ
いあるまちづく
り」、「ずっと
安心して暮らせ
るまちづくり」
を推進します。

中央区えんでこ（まち歩き）事業 地域課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

2事業 3事業 4事業 4事業 －

・新規収益事業の検
討

・実施 ・実施 ・実施

・まちづくり活動団
体の既存事業の拡大
と新規事業の検討

・まちづくり活動団
体の新規収益事業の
立上げ

・まちづくり活動団
体の新規収益事業の
立上げ

・まちづくり活動団
体の新規収益事業の
立上げ

指
標

2事業 3事業 4事業 4事業

・整備内容の検討
・想定される維持管
理項目を地域住民と
洗い出しと確認

・地域と市との維持
管理項目の役割分担
・維持管理体制の主
体となる団体の確認

・役割分担に基づい
た維持管理経費の算
定
・維持管理団体の立
上げ

・維持管理団体と締
結する維持管理協定
案の作成

指
標

― ― ― ― 1
平成25
年度

・維持管理項目の確
認

・役割分担の確認 ・必要経費の算定 ・必要経費の算定

・整備内容の検討
・想定される維持管
理項目を地域住民と
洗い出しと確認

・地域と市との維持
管理項目の役割分担
・維持管理体制の主
体となる団体の確認

・役割分担に基づい
た維持管理経費の算
定
・維持管理団体の立
ち上げ

・役割分担に基づい
た維持管理経費の算
定
・維持管理団体の立
ち上げ

指
標

― ― ― ―

・役割分担の確認 ・必要経費の算定 ・協定書案の作成

進
行
管
理
表

工程実績 評価

2

実施内容

維持管理協定の締結数

維持管理協定の締結数 ―

11

早川堀通り住民参加による維持管理の推進 建設課

工
程
表

工程概要
・維持管理項目の確
認

実施内容
（実績）

【概要】
平成25年度までに，地域と協働による維持管理体制の構築
を行い，管理レベルの向上と必要経費の低減，地域コミュ
ニティの活性化を図ります。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

収益を伴う自主事業数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

収益を伴う自主事業数 B

10

や住民参加によ
る都市施設の維
持管理を促進
し，市民との協
働による実効性
あるまちづくり
を進めます。

75



■江南区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・合築によるメリッ
トを活かした施設整
備・管理運営を念頭
に設計を進める

・効率的な管理運営
の検討

・同左 ・施設の竣工

指
標

設計を実施
管理運営検討

工事実施
管理運営検討

工事実施
管理運営検討

工事竣工
管理運営実施

竣工
平成24
年度

・実施設計
・管理運営検討

・工事設計
・管理運営検討

・工事実施
・管理運営検討

・工事竣工
・管理運営開始

・合築によるメリッ
トを生かした施設整
備・管理運営を念頭
に設計を進めた

・効率的な管理運営
の検討作業グループ
会議の実施

・効率的な管理運営
の検討作業グループ
会議の実施
・関係条例策定
・効率的な予算の計
上

・効率的な管理運営
の実施
・関係条例の制定、
施行

指
標

設計，検討 工事,検討 工事,検討 竣工

工程実績

・工事竣工
・管理運営実施

【概要】
老朽化した「公民館」「図書館」「郷土資料館」の建て替
えと，新設の「ホール」を合築により整備することで，利
便性・サービスの向上と経費縮減を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

経費縮減，利便性向上，効率的な
施設運営等

進
行
管
理
表

地域課

評価

実施内容
（実績）

2

経費縮減，利便性向上，効率的な
施設運営等

B

工程概要
・設計を実施
・管理運営検討

・工事実施
・管理運営検討

・工事実施
・管理運営検討

工
程
表

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　合併建設計画
に位置づけられ
ている，「亀田
地区公民館」
「亀田郷土資料
館」などの老朽
化による建替え
や「武道場」
「屋内多目的運
動場」の建設
は，時間経過し
たことによる社
会情勢の変化や
住民の利便性や
効率化などの観
点から施設の複
合化を図ること
とし，目指すま
ちづくりに向け
て計画の着実な
推進を図りま
す。

合築による文化会館の建設

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・計画の見直しによ
り「武道場」「屋内
多目的運動場」を合
築整備とする

・関係団体等への説
明及び合築施設の検
討

・施設設計に向け，
基本計画を策定

施設設計（基本，実
施）

指
標

見直し 検討 検討 実施 竣工
平成26
年度

・合併建設計画の見
直し

・合築施設の検討
・合築施設の計画策
定

・基本実施設計
・測量及び地質調査

・後期合併建設計画
の見直しにより，
「武道場」「屋内多
目的運動場」を合築
に整備するものとし
た

・計画変更について
関係団体への説明，
合築施設の検討を
行った

・合築施設の施設設
計に向け，建設に関
する懇談会を開催
し，基本構想を策定
した

・基本構想、地域住
民や団体の意向に
沿った基本実施設計
の策定

指
標

見直し 検討 検討 検討

スポーツ施設の合築整備

評価

2

経費縮減，利便性向上，効率的な
施設運営

B

2

・合築施設の検討
・合築施設の計画策
定

・合築施設の設計

【概要】
異なる事業として「武道場」と「屋内多目的運動場」が計
画されていたが，合築とすることにより利便性・サービス
の向上と経費削減を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(321)　アセットマネジメントの推進

実施内容

経費縮減，利便性向上，効率的な
施設運営

進
行
管
理
表

工程実績

地域課

工
程
表

工程概要
・合併建設計画の見
直し

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・窓口アンケートの
実施
・アンケート結果を
踏まえた研修内容の
見直し等

・窓口アンケートの
実施
・課内研修の実施又
は他区交流研修等へ
の参加

・窓口アンケートの
実施
・課内研修の実施又
は他区交流研修等へ
の参加

・窓口アンケートの
実施
・課内研修の実施又
は他区交流研修等へ
の参加

指
標

4.45 4.5 4.5 4.5 4.5
平成25年
度以降

・研修内容の見直し ・実施 ・実施 ・実施

・窓口アンケート結
果の分析などにより
区民ニーズを把握
し，研修内容の見直
しを行った

・課内研修を随時実
施
・区役所内の窓口担
当課合同研修を2回実
施
・他区との職員交流
研修会3回実施

・品質マネジメント
システム職場内研修
・品質マネジメント
システム力量研修

・品質マネジメント
システム職場内研修
・品質マネジメント
システム力量研修

指
標

4.45 4.51 4.55 4.51

・区独自研修の実施 ・区独自研修の実施
及び専門研修参加へ
の支援

・区独自研修の実施
及び専門研修参加へ
の支援

・区独自研修の実施
及び専門研修参加へ
の支援

・実施

【概要】
区独自研修又は人事課との共催研修を充実させるととも
に 各業務の専門的知識を高めるための研修参加への支援

窓口アンケート評点 B

区職員研修の充実 総務課

工
程
表

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施

窓口アンケート評点

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工程概要 ・研修内容の見直し ・実施 ・実施 ・実施

実施内容

3

　高度化多様化
している住民
ニーズに的確に
対応するために
職員の育成を図
るとともに住民
満足度の向上，
環境負荷の低減
を図るための品
質，環境マネジ
メントシステム
に積極的に取り
組みます。

区民視点の窓口サービスの向上

区民生活課
（健康福祉
課，税務
課） 工

程
表

【概要】
各種事務研修や接遇研修などへの参加のほか，課内研修，
他区との職員交流研修，区内の窓口担当課との合同研修な
ど研修内容の充実により，窓口サービスの改善と向上を図
る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

No. 改革目標
改革実施内容概要

の支援 の支援 の支援

指
標

2回 2回 2回 2回 2回
平成25年
度以降

・区研修の実施 ・区研修の実施 ・区研修の実施 ・区研修の実施

・市民対応研修等の
実施

・「江南区ビジョン
研修」
・「区役所ｸﾚｰﾑ対応
研修」

・「江南区ビジョン
研修」
・「文書管理システ
ム研修」
・「リスクマネジメ
ント研修」

・「江南区ビジョン
研修」
・「文書管理システ
ム研修」
・「クレーム対応研
修」

指
標

2回 2回 3回 3回区独自研修実施回数 A

に，各業務の専門的知識を高めるための研修参加への支援
を行い，職員の資質の向上を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

区独自研修実施回数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

4

表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・事業手法検討
・公募による補助事
業実施

・公募による補助事
業数の拡大実施

・公募による補助事
業数の拡大実施

・公募による補助事
業数の拡大実施

指
標

2事業 5事業 5事業 5事業 5事業
平成25年
度以降

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・区社協と合同でコ
ミ協に対し，説明会
を実施した
・コミ協やNPO，福祉
関係団体，区社協が
協働して地域課題解
決を図れる取組を実
施した

・コミ協やNPO，福祉
関係団体，区社協が
協働して地域課題解
決を図れる取組を実
施した

・コミ協やNPO，福祉
関係団体，区社協が
協働して地域課題解
決を図れる取組を実
施した

・コミ協やNPO，福祉
関係団体，区社協が
協働して地域課題解
決を図れる取組を実
施した

指
標

2事業 6事業 6事業 4事業

・運営計画の作成及
び作品制作団体への

・作品制作団体の募
集及び展示等の実施

・作品制作団体の募
集及び展示等の実施

・作品制作団体の募
集及び展示等の実施

【概要】
庁内の空いたスペースを利用して地域のサークル等の製作

工程概要 ・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

地域課題解決の取組事業数 B

　横越出張所の
市民ホールの活
用について，親
しみやすい出張
所とするため，
市民と協働して

市民参加による市民ホール等の有効活用
横越出張所

工
程
表

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
コミュニティ協議会，NPO，福祉関係団体，区社会福祉協
議会と区役所が，連携・協働により地域課題の解決を図る
など地域福祉の推進に努める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

地域課題解決の取組事業数

進
行
管
理
表

工程実績5

　誰もが住みな
れた地域で，安
心して暮らせる
ように地域コ
ミュニティ協議
会，区社会福祉
協議会等と連
携・協働して，
市民相互のふれ
あいと「新たな
支えあい」のし
くみづくりを構
築し，地域福祉
の推進に努めま
す。

地域福祉の推進 健康福祉課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

び作品制作団体 の
周知。

集及び展示等の実施 集及び展示等の実施 集及び展示等の実施

2回以上 4回以上 4回以上 4回以上
4回以
上

平成25年
度以降

2団体以上 4団体以上 4団体以上 4団体以上
4団体
以上

平成25年
度以降

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

・運営計画の作成及
び作品制作団体への
周知

・地域の作品制作団
体等で組織した市民
ホール運営委員会を
設立
・委員会と協働で毎
月１回絵画，写真，
書道などの作品を展
示

・市民ホール運営委
員会との協働で毎月1
回計画的に絵画，写
真，書道などの作品
を展示

・市民ホール運営委
員会との協働で毎月
１回計画的に絵画，
写真、書道などの作
品を展示

2回以上 12回 12回 9回

2団体以上 12団体 12団体 9団体

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

作品展示 A

参加団体 A

庁内の空いたス スを利用して地域のサ クル等の製作
による絵画・陶芸等の展示を，四季や時節に応じて年間4
回以上行えるよう広報誌等で呼びかけ4団体以上参加して
もらう。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

作品展示

参加団体

進
行
管
理
表

工程実績6

市民と協働して
有効活用に努め
ます。

表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・指定管理者制度導
入に向けて，調査検
討

・指定管理者制度導
入に向けての調査検
討

・資料整理
・募集要項検討
・基準書検討
・予算要求

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

指
標

指定管理者制度導入
導入・
移行

平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，調査検
討

・指定管理者制度導
入に向けて，調査検
討

・指定管理者制度導
入に向けて，調査検
討

・指定管理者制度導
入に向けて調査検討

指
標

調査検討 調査検討 調査検討 調査検討

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査
・地域課協議
・条例改正
・予算要求

・4月1日移行
・モニタリング

指
標

指定管理者制度導入 導入
平成24
年度8

亀田駅周辺施設維持管理事業 ・調査検討
・条例改正
・候補者選定

・制度導入
・実施

【概要】
平成21年度～平成22年度に類似施設調査を実施し，平成23
年度に該当条例の改正及び指定管理者候補の選定，平成24
年4月指定管理者制度を導入する。この制度の導入により
亀田駅周辺の維持管理事業の一体的管理が行なわれ，市民
サービスの向上が図られる。
 ___________________________________________
【行政改革プ 改革項 分類】

実施内容

指定管理者制度の導入

建設課

工
程
表

工程概要 ・調査検討

【概要】
市民の生活の向上と教育・文化の発展を目的としている亀
田市民会館施設の管理運営については、直営管理を行って
いるが，指定管理制度の導入による民間活力の活用によ
り，市民の利便性の向上を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度の導入

進
行
管
理
表

工程実績

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度の導入 C

工程概要 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正･指定管理
者選定

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

　現在，直営で
管理されている
「亀田市民会
館」「亀田駅東
パークアンドラ
イド駐車場」及
び「亀田駅東・
西駐車場」など
について，指定
管理者制度の導
入による民間活
力の活用によ
り，市民の利便
性の向上を図り
ます。

亀田市民会館施設への指定管理者制度の導入
亀田地区公
民館事業班
（地域課）

評価

工
程
表

標
指定管理者制度導入 導入

年度

・調査検討 ・調査検討 ・総点検 ・未導入

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査資料
整理，分析
・地域課協議
・総点検

・総合評価
・総点検結果確認

指
標

調査検討 調査検討 総点検 未導入

1

指定管理者制度の導入 C

8 【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

指定管理者制度の導入

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査
・地域課協議
・予算要求

・4月1日移行
・モニタリング

指
標

指定管理者制度導入 導入
平成24
年度

・調査検討 ・調査検討 ・総点検 ・総合評価

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査資料
整理，分析
・地域課協議
・総点検

・総合評価
・総点検結果確認

指
標

調査検討 調査検討 総点検 未導入

・利用率向上策の協
議・検討

・利用率向上策の協
議・検討

・利用率向上策の協
議・検討

・利用実績を踏ま
え，利用率向上策等
の方針決定

【概要】
現在の指定管理者と利用率の向上を図るための協議を進め
るとともに，現在の貸館としての用途の変更等についても
検討を進める。

実施内容

工程概要 ・検討 ・協議・検討 ・協議・検討 ・実施

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度の導入 C

　各種イベン
ト・展示会・研
修会など様々な
用途に幅広く貸
し出しを行って
いる亀田市民会
館，亀田駅前交
流センター，サ

あけぼの会館の活用の検討 地域課

工
程
表

・調査検討 ・調査検討
・調査検討
・候補者選定

・制度導入
・実施

【概要】
平成21年度～平成23年度に類似施設調査を実施し平成23年
度に地域課協議及び指定管理者候補選定，平成24年4月指
定管理者制度を導入する。
この制度の導入により亀田駅周辺の維持管理事業の一体的
管理が行なわれ，市民サービスの向上が図られる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度の導入

進
行
管
理
表

工程実績

9

　現在，直営で
管理されている
「亀田市民会
館」「亀田駅東
パークアンドラ
イド駐車場」及
び「亀田駅東・
西駐車場」など
について，指定
管理者制度の導
入による民間活
力の活用によ
り，市民の利便
性の向上を図り
ます。

放置自転車対策事業の見直し 建設課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

検討内容実施
平成24
年度

・検討 ・協議・検討 ・協議・検討
・利用拡大に向けた
協議

・指定管理者として
㈱関越サービスと契
約
・利用率向上策の協
議・検討

・指定管理者として
㈱関越サービスと契
約
・利用率向上策の協
議・検討

・指定管理者として
㈱関越サービスと契
約
・利用率向上策の協
議・検討
・平成24～26年度は
指定管理していく方
針に決定

・周辺自治会、コ
ミュニティ協議会と
利用拡大に向けて意
見交換

指
標

検討 検討 検討 協議

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(223)　公の施設の民営化の推進や機能・配置の見直し 施設有効利用について

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

施設有効利用について B

10

ンウィング横越
及び亀田あけぼ
の会館等の貸館
施設について
は，利用率向上
に取り組みま
す。特に利用率
の低い「亀田あ
けぼの会館」に
ついては，他の
用途への転換等
を含めた利活用
の方針を検討し
ます。
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■秋葉区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・平成22年度市民団
体と区職員によるプ
ロジェクトチームを
結成するための準備
を行う

・平成20年度計画を
基に実施のための行
動計画を策定する。

・行動計画により実
施

・実施内容を検証し
て，修正後に再実行
する。 終目標年度
まで繰返し実行。

指
標

0店 2店 3店 4店 6店
平成26
年度

・プロジェクトチー
ム結成

・商店街活性化行動
の実施

・商店街活性化行動
の実施

・商店街活性化行動
の実施

・市民団体と区職員
によるプロジェクト
チームを結成
　

・商店街活性化支援
事業(集客イベント）
の実施
・各種団体へ支援事
業等の説明会実施

・商店街活性化支援
事業(集客イベント）
の実施
・各種団体へ支援

・商店街活性化支援
事業(集客イベント）
の実施
・各種団体へ支援

指
標

0店 3店 3店 4店

【概要】
秋葉区地域拠点商業活性化推進計画に基づき，事業を実施
しますが，市民団体と区職員によるプロジェクトチームに
より実行計画を策定し，検証，見直しを行いながら実効性
のある取組みを行います。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)協働によるまちづくりの推進

実施内容

空き店舗再開数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

空き店舗再開数 B

工程概要
・プロジェクトチー
ム結成準備

・プロジェクトチー
ム結成
・行動計画の策定

・実施 ・検証･実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　秋葉区地域拠
点商業活性化推
進計画に基づ
き，地域内の商
業を活性化し個
性あるコンパク
トシティを実現
します。

活性化に向けた取り組み事業の見直し 産業振興課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

標

・平成22年度市民団
体と区職員によるプ
ロジェクトチームを
結成するための準備
を行う。

・建設関係，イベン
ト関係，広報・宣伝
関係の計画を見直し
する。

・見直しによる事業
の実施

・実施内容を検証し
て，修正後に再実行
する。 終目標年度
まで繰返し実行。

4団体 5団体 6団体 7団体 10団体
平成27
年度

2,379千人 2,400千人 2,410千人 2,420千人
2,450
千人

平成27
年度

・プロジェクトチー
ム結成

・プロジェクトチー
ムの運営
・事業計画の策定

・実施 検証・実施

・市民団体と区職員
によるプロジェクト
チームを結成

・プロジェクトチー
ムの運営と計画の見
直し
・石油文化遺産整備
計画の策定

・見直し後のスケ
ジュールに基づき、
石油文化遺産の整備
に着手

・スケジュールに基
づき、石油文化遺産
等を整備

4団体 9団体 9団体 8団体

2,379千人 2,453千人 2,358千人 2,324千人

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

ボランティア団体数 A

秋葉区観光人数 C

・プロジェクトチー
ム結成準備

・プロジェクトチー
ム結成
・計画の見直し

・実施 ・検証・実施

【概要】
合併建設事業計画に基づき，事業を実施しますが，後期の
実施あたり，市民団体と区職員によるプロジェクトチーム
を結成し，区全体の事業として，計画の実行について検証
と見直しを行います。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

ボランティア団体数

秋葉区観光人数

2

 秋葉区の恵ま
れた里山などの
自然環境を活か
し，その魅力を
内外にアピール
し，交流人口の
拡大を図り賑わ
いのあるまちづ
くりを推進しま
す。

里山保全活用事業の見直し 産業振興課

工
程
表

工程概要

進
行
管
理
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・調査報告会開催
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成

・調査報告会
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成
・観察会開催
・新津丘陵利活用活
性化協議会のボラン
ティア団体の育成と
支援

・調査報告会
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成
・観察会開催
・新津丘陵利活用活
性化協議会のボラン
ティア団体の育成と
支援

・調査報告会
・里山冒険王情報発
信
・観察会開催
・新津丘陵利活用活
性化協議会のボラン
ティア団体の育成と
支援

指
標

・調査報告会開催
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成
・里山冒険王情報発
信

・調査報告会
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成
・観察会開催
・ボランティア団体
の育成（特色ある区
づくり）

・調査報告会
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成
・観察会開催
・ボランティア団体
の育成（特色ある区
づくり）

・調査報告会
・里山冒険王情報発
信
・観察会開催
・ボランティア団体
の育成（特色ある区
づくり）

―

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・調査報告会開催
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成

・調査報告会開催
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット作成
・新津丘陵利活用の

・調査報告会開催
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット配布
・新津丘陵利活用の

・調査報告会開催
・里山冒険王情報発
信
・新津丘陵ガイドパ
ンフレット配布
・新津丘陵利活用の

【概要】
・新津地区森林文化調査事業における成果を情報発信し，
市民サービスの向上を図ります。
・特色ある区づくり事業，学ぼう・育てよう「環境林・保
健休養林」事業などを実施し，森林友の会などの活動団体
の育成及び支援を行います。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(232)　ホームページ等による情報発信の充実

実施内容

市民サービスの向上

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　区ビジョンに
基づき，コミュ
ニティ協議会・
NPOなど各種関
係団体との連携
を強化し，里山
保全活用事業を
実施します。

市民との協働による固有資源の活用と保全
地域課
産業振興課

工
程
表

新津丘陵利活用の
ボランティア団体の
育成と支援

新津丘陵利活用の
ボランティア団体の
育成と支援

新津丘陵利活用の
ボランティア団体の
育成と支援

指
標

調査・報告 調査・報告 調査・報告 調査・報告

・「福祉懇談会」で
集約された意見を中
心に，活動の具体化
について各コミ協役
員等と協議し，可能
なコミ協等から実践
に結びつける。

・活動の具体化につ
いて各コミ協役員等
と協議し，未実施の
コミ協等，できると
ころから実践に結び
つける。学校や企
業・関係団体等とも
協議を行う。

・活動の具体化につ
いて各コミ協役員等
と協議し，未実施の
コミ協等，できると
ころから実践に結び
つける。学校や企
業・関係団体等とも
協議を行う。

・活動の具体化につ
いて各コミ協役員等
と協議し，未実施の
コミ協等，できると
ころから実践に結び
つける。学校や企
業・関係団体等とも
協議を行う。

指
標

0事業 3事業 5事業 7事業 11事業
平成26
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・福祉懇談会の実施
10コミ協
・ささえ愛活動支援
事業補助金助成　3事
業

・ささえ愛活動支援
事業補助金助成　6事
業
・学校・企業等での
認知症サポーター養
成講座の開催

・ささえ愛活動支援
事業補助金助成　6事
業
・学校・企業等での
認知症サポーター養
成講座の開催

・ささえ愛活動支援
事業補助金助成７事
業
・福祉懇談会を区社
会福祉協議会と共催
で実施（11コミュニ
ティ協議会にて）

指
標

3事業 7事業 7事業 7事業

評価

実施内容
（実績）

2

計画に基づくコミ協等による新
規・拡充取り組み数

B

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
コミュニティ協議会や各種関係団体等と協働して，地域福
祉活動の企画・実践・人材の育成等を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

計画に基づくコミ協等による新
規・拡充取り組み数

進
行
管
理
表

工程実績

4

　地域福祉計画
に基づき，コ
ミュニティ協議
会・社会福祉協
議会・NPOなど
各種関係団体と
の連携を強化
し，地域福祉活
動を実践しま
す。

地域福祉活動の推進 健康福祉課

工
程
表

工程概要

市民サービスの向上 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
指定管理者の公募及
び選定

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査 ・平成26年度導入に
向けて市内体育施設
の料金制度統一及び
指定管理者募集を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

指 平成25

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している新津武道館について，平成25年
度に指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221) 指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

新津武道館管理事業 地域課

工
程
表

工程概要

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している新津金屋運動広場について，平
成25年度に指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

5

　事業仕分けな
どの事務事業の
見直しにより，
民間活力の活用
や指定管理者制
度の導入を推進
します。

新津金屋運動広場管理事業 地域課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・選定

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査 ・条例改正を行うと
ともに指定管理者を
選定した

指
標

検討 検討 検討 選定

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査 ・平成26年度導入に
向けて市内体育施設
の料金制度統一及び
指定管理者募集を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している東町庭球場について，平成25年
度に指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

評価

実施内容
（実績）

2

指定管理者制度への移行 B

7

東町庭球場管理事業 地域課

工
程
表

工程概要

(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進
指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

6
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査 ・平成26年度導入に
向けて市内体育施設
の料金制度統一及び
指定管理者募集を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している新津地域学園について，平成25
年度に一部指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221) 指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

新津地域学園管理事業 地域課

工
程
表

工程概要

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している小須戸地区体育施設について，
平成25年度に指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

8

　事業仕分けな
どの事務事業の
見直しにより，
民間活力の活用
や指定管理者制
度の導入を推進
します。

小須戸地区体育施設管理事業 地域課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・平成26年度から同
館の体育施設へ指定
管理者制度導入を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・類似施設の調査 ・類似施設の調査 ・類似施設の調査 ・平成26年度導入に
向けて市内体育施設
の料金制度統一及び
指定管理者募集を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

1

指定管理者制度への移行 C

・調査検討 ・調査検討工程概要

【概要】
　現在直営で管理している新津B＆G海洋センターの管理運
営について，平成25年度指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

実施内容
（実績）

(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績 評価

9

10

新津B＆G海洋センター管理事業 地域課

工
程
表
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・類似施設の調査 ・類似施設の調査 ・類似施設の調査 ・平成26年度導入に
向けて市内体育施設
の料金制度統一及び
指定管理者募集を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・指定管理者制度導
入に向けて，他都市
事例を含め調査検討

・施設設置条例の改
正
・指定管理者の公募
及び選定

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している東部運動広場について，平成25
年度に指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン 改革項目分類】

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

東部運動広場管理事業 地域課

工
程
表

工程概要

・調査検討

11

　事業仕分けな
どの事務事業の
見直しにより，
民間活力の活用
や指定管理者制
度の導入を推進
します。

地域課

工
程
表

・調査検討
・条例改正
・指定管理者選定

【概要】
　現在直営で管理している七日町運動広場について，平成
25年度に指定管理者制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

七日町運動広場管理事業 工程概要 ・調査検討

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

検討 検討 検討 検討 導入
平成25
年度

・調査検討 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・類似施設調査 ・類似施設調査 ・類似施設調査 ・平成26年度導入に
向けて市内体育施設
の料金制度統一及び
指定管理者募集を検
討

指
標

検討 検討 検討 検討

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

進
行
管
理
表

工程実績

12

表
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■南区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・各課から改善提案の
募集,実施

・区役所全体で取り組
む体制づくり
・各課から改善提案の
募集
・改善案の検討，実施

・各課から改善提案の
募集
・改善案の検討，実施

・各課から改善提案の
募集
・改善案の検討，実施

指
標

1件 8件 7件 7件 －

・区役所全体で取り組
む体制づくり

・改善実施 ・改善実施

・各課から改善提案の
募集，実施

・各課から改善提案の
募集，実施

・各課からの改善提案
の募集
・改善案の検討，実施

・各課からの改善提案
の募集
・改善案の検討，実施

指
標

8件 9件 32件 69件

地域住民との ・自主防災組織の整 ・自主防災組織の整 ・自主防災組織の整 ・自主防災組織の整

【概要】
区役所全体としての取り組む体制（チーム）をつくり，所属
内，区役所内での提案，検討，実践のしくみの確立
_____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(133)　職員意欲の向上

実施内容

事務，環境改善への取組み件数

進
行
管
理
表

工程実績

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

2

事務，環境改善への取組み件数 A

工程概要
・区役所全体で取り組
む体制づくり

・改善実施 ・改善実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　職員の意識改
革を進めるにあ
たり，職員自ら
が業務や仕組
み，職場環境を
常に見直す姿勢
を求め，積極的
な改善提案を促
します。

多くの職員が提案し検討に参加 総務課

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
クの作成

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
設置
・住民避難ガイドブッ
  クの活用

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
設置
・住民避難ガイドブッ
  クの活用

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
設置
・住民避難ガイドブッ
  クの活用

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
クの作成

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
クの印刷・配布
・緊急告知ＦＭラジオ
の配布

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
配布

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
ク（改訂版）の作成・
配布

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
クの作成

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
クの印刷・配布
・緊急告知ＦＭラジオ
の配布

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
配布

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
ク（改訂版）の作成・
配布 2

2

　地域住民との
協働で，安心で
きる安全なまち
づくりを進めま
す。

地域住民との協働で，安心できる安全なまち
づくり

総務課

・自主防災組織の整
備・育成
・住民避難ガイドブッ
クの作成

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
設置
・住民避難ガイドブッ
  クの活用

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
設置
・住民避難ガイドブッ
  クの活用

・自主防災組織の整
備・育成
・緊急告知FMラジオの
設置
・住民避難ガイドブッ
  クの活用

【概要】
コミュニティ協議会等への自主防災組織結成の積極的な勧誘
と説明を行ない，既結成組織の防災訓練への支援。
地域での防災活動の情報伝達手段の災害時緊急告知FMラジオ
を自治会等に設置。住民避難ガイドブックを利用して，地域
住民の防災意識，知識を高める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支援

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・(仮称)保健福祉セン
ター基本設計

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・施設ボランティア募
集
・(仮称)保健福祉セン
ター実施設計

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・施設ボランティア研
修
・(仮称)保健福祉セン
ター建設

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・施設ボランティア活
動
・(仮称)保健福祉セン
ター開設

指
標

59箇所 65箇所 70箇所 73箇所 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・(仮称)保健福祉セン
ター基本設計

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・（仮称）保健福祉セ
ンター実施設計

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・（仮称）保健福祉セ
ンター建設工事

・地域の茶の間の開設
促進と充実
・白根健康福祉セン
ター開設

指
標

59箇所 61箇所 61箇所 61箇所

・モデル地区の検討 ・出張所と公民館を活 ・(仮称)まちづくりセ ・(仮称)まちづくりセ【概要】出張所，公民館，コミュニティ協議会，区社会福祉

工程概要 検討 試行 実施 実施

評価

実施内容
（実績）

2

地域の茶の間子育てサロン C

　出張所・公民
館とコミュニ
ティ協議会が連
携して，地域づ
くりの拠点

出張所，公民館等再編により「（仮称）まち
づくりセンター」を配置

地域課・出張
所

工
程

実施 実施 実施 実施

【概要】
地域の茶の間の開設を促進し，交流を進め，高齢者，障がい
者，子育て中の母親などの孤立を防ぎます。また，保健福祉
センターの新築により，施設ボランティアの育成を図り支え
あいの環境を整えます。
_____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支援

実施内容

地域の茶の間子育てサロン

進
行
管
理
表

工程実績

3

　南区地域福祉
アクションプラ
ンに基づき，社
会福祉協議会や
コミュニティ協
議会と連携をと
りながら，地域
福祉に関する活
動への住民参加
を促進し，福祉
のまちづくりを
進めます。

住民が共に支えあい，心の通うまちづくり 健康福祉課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

デ 地区 検討
・出張所内に公民館事
務室を集約

出張所 公民館を活
用したモデル実施
・連携事業の実施

(仮称)まち くり
ンターの実施
・連携事業の実施

(仮称)まち くり
ンターの実施
・連携事業の実施

0か所 2か所 2か所 2か所 －

0事業 2事業 2事業 4事業 －

・検討 ・試行 ・実施 ・実施

・モデル地区の検討
・出張所内に公民館事
務室を集約

･味方出張所，月潟出
張所をモデル地区とし
て実施
・コミ協事務室，交流
スペースの整備
･連携事業の実施

・（仮称）まちづくり
センターの実施
・連携事業の実施

・（仮称）まちづくり
センターの実施
・連携事業の実施

0か所 2か所 2か所 2か所

0事業 2事業 2事業 4事業

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

施設数 B

連携事業数 B

【概要】出張所，公民館， ミ ィ協議会，区社会福祉
協議会や学校などと連携し多くの人が利用する地域づくりの
核となる施設としてその機能を充実する。
_____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

施設数

連携事業数

進
行
管
理
表

工程実績4

くりの拠点
「（仮称）まち
づくりセン
ター」を設置
し，地域，人づ
くりの活動拠点
として，その機
能の充実を図り
ます。

表
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■西区　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・学校や幼稚園、保
育園で求めている人
材と人材登録者のコ
－ディネイト

・地域や学校等で求
められている人材と
人材登録者のコ－
ディネイト

・地域や学校等で求
められている人材と
人材登録者のコ－
ディネイト

・地域や学校等で求
められている人材と
人材登録者のコ－
ディネイト

指
標

27件（10月末） 60件 60件 70件 70件
平成25年
度以降

・実施 ・改革実施 ・終了 ・終了

・学校や幼稚園、保
育園で求めている人
材と人材登録者のコ
－ディネイト
・人材登録者の研修
会開催　等

・学校や幼稚園，保
育園，地域コミュニ
ティ協議会や自治
会・町内会で求めて
いる人材と人材登録
者のコーディネイト

・同種事業の進展に
よる必要性の低下及
び実情に合わせた他
事業への転換によ
り，指標事業は終了

・H22年度で終了

指
標

33件 23件 ― ―

・指針作成・実施 ・検証・実施 ・検証・実施 ・検証・実施
　お年寄りをは
じめとした多世
代にわたる地域

区民主体の支え合い活動の展開 健康福祉課 工程概要

【概要】
コミュニティ協議会等の地域活動で求められている人材と
人材登録者のコ－ディネイトし、退職者等の地域づくりへ
の参加を進める。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(123)　専門的知識を有する民間人材などの効果的な活用

実施内容

地域が望む人材と登録者のマッチ
ング件数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

地域が望む人材と登録者のマッチ
ング件数

C

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　地域ぐるみで
まちづくりや教
育活動を実施で
きるように，コ
ミュニティ協議
会等の地域活動
に求められる人
材として，団塊
の世代をはじめ
とした専門的知
識・技能を有す
る退職者などの
人材登録制度
（西区人材発掘
事業）を活用
し，その活動へ
の参画を積極的
に推進します。

西区人材発掘事業 地域課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・親子の居場所の開
設
・地域交流事業の積
極的な実施
・安心生活創造事業
の対象者･ニーズの把
握

・親子の居場所の開
設
・地域交流事業の積
極的な実施
・安心生活創造事業
の対象者･ニーズの把
握

・親子の居場所の開
設
・地域交流事業の積
極的な実施
・安心生活創造事業
の対象者･ニーズの把
握

・親子の居場所の開
設
・地域交流事業の積
極的な実施
・安心生活創造事業
の対象者･ニーズの把
握

5か所 6か所 7か所 8か所 8
平成25
年度

27か所 30か所 35か所 35か所 35
平成25
年度

1か所 1か所 1か所 1か所 1
平成25
年度

・指針作成・実施 ・事業の実施 ・事業の実施 ・事業の実施

・親子の居場所の開
設
・ボランティアス
タッフ研修会
・サポーター養成講
座の実施　等

・親子の居場所の開
設
・ボランティアス
タッフ研修会
・地域交流事業の推
進
・安心生活創造事業
を緑ヶ丘自治会で実
施

・親子の居場所の開
設
・地域交流事業の推
進
・安心生活創造事業
を坂井輪中学校区コ
ミュニティ協議会管
内で実施（終了）

・親子の居場所の開
設
・地域交流事業の推
進
・高齢者あんしん見
守り活動事業

5か所 5か所 6か所 7か所

27か所 33か所 43か所 46か所

1か所 1か所 1か所 4か所

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

親子の居場所開設数 C

地域の茶の間開設数 A

安心生活創造事業 A

【概要】
・親子の居場所づくり…コミュニティ協議会を主体とした
親子の居場所を開設することで、高齢者をはじめ多世代に
わたる地域住民の参加を促進し、新たな子育てネットワー
クづくりを進める。
・地域交流事業（地域の茶の間）…地域の交流の場を開設
することにより，ネットワークづくりを進める。
・安心生活創造事業・・坂井輪中コミ協区域で実施してい
るモデル事業で地域主体の支援体制の構築に取り組む。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

親子の居場所開設数

地域の茶の間開設数

2

代にわたる地域
住民による新た
な子育てネット
ワークづくりを
進め，地域全体
で子育てを応援
します。また，
住み慣れた地域
でお年寄りなど
が安心して暮ら
せるように，お
互いが助け合い
支え合う，地域
の交流活動を支
援します。

工
程
表

安心生活創造事業

進
行
管
理
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・新ごみ減量制度の
継続活動

・ボランティア清掃
活動
・啓発活動

・ボランティア清掃
活動
・啓発活動

・ボランティア清掃
活動
・啓発活動

指
標

14ｔ 12.6ｔ 11.3ｔ 10ｔ 5ｔ
平成30
年度

・指針 ・実施 ・実施 ・実施

・新ごみ減量制度の
継続活動
・ボランティア清掃
の推進　　等

・ボランティア清掃
活動の推進
・啓発活動

・ボランティア清掃
活動の推進
・啓発活動

・ボランティア清掃
活動の推進
・啓発活動

指
標

14ｔ 14.3ｔ 12.2ｔ 16.5t

・区民の「自助・共
助」意識の醸成を図
るための施策検討

・防災教育やセミ
ナーを実施し，「自
助・共助」の意識醸
成を行う。

・自主防災組織に対
する防災意識啓発の
継続。

・家庭や子ども，自
主防災組織に対する
防災意識啓発の継
続。

成

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
地域が主体となって自立して防災活動に取り組めるよう，
防災セミナーやマップづくりなど地域に対する支援，働き
かけを強化する。

実施内容

　地域が主体と
なって，自立し
て防災活動がで
きるよう，地域
コミュニティへ
の働きかけを強
化し，自主防災
組織の結成に加
え 資質

地域が主体となった防災体制構築に向けた取
り組み

総務課

工
程
表

工程概要

【概要】
各自治会・町内会が定期的に行っているボランティア清掃
の強化推進や海岸一斉清掃や西区一斉クリーンデーの参加
支援と協働を行っていく。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

ボランティア清掃ごみ量

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

ボランティア清掃ごみ量 C

工程概要 ・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

3

　西区の宝もの
である西川・新
川，佐潟をはじ
めとした自然空
間，市街地など
の生活空間と
いった区内全域
にわたり，区民
の力を結集し，
環境の保全と美
化に努めます。

西区環境美化推進事業 区民生活課

工
程
表

20.0 40.0 50.0 60.0 100
平成30
年度

76.8 85.0 87.0 89.0 100
平成30
年度

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

・区民の「自助・共
助」意識の醸成を図
るための施策検討

・防災教育やセミ
ナーを実施し，「自
助・共助」の意識醸
成を行った

・区民の「自助・共
助」の意識醸成を図
るため，また，自立
して防災活動ができ
るよう，自主防災組
織ﾘｰﾀﾞｰ育成講習会を
実施

・区民の「自助・共
助」の意識醸成を図
るため，また，自立
して防災活動ができ
るよう，自主防災組
織ﾘｰﾀﾞｰ育成講習会を
実施

31.0 34.0 41.9 47

78.7 78.9 80.9 82

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

要援護者支援計画策定率（％） C

自主防災組織結成率（％） C

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

指
標

要援護者支援計画策定率（％）

自主防災組織結成率（％）

4

え，その資質の
強化・充実に向
けて，区民とと
もに取り組みま
す。

進
行
管
理
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・体験希望者募集要
領・事前説明会等

・投･開票事務従事者
募集実施

・投･開票事務従事者
募集実施

・投･開票事務従事者
募集実施

0人 50人 50人 30人 30人
平成24
年度

0人 10人 20人 35人 35人
平成24
年度

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

・体験希望者募集要
領・事前説明会等、
市選管との協議

・参議選、市長選で
投票事務従事者で5投
票区で16名活用。参
議選、市長選で開票
事務従事者として63
名活用

・統一地方選挙で投
票事務従事者として
17投票区で19名活
用。開票事務従事者
として34名活用

・新潟県知事選挙、
衆議選で投票事務従
事者として56名活
用。新潟県知事選、
衆議選で開票事務従
事者として66名活用

0人 63人 34人 66人

0人 16人 19人 56人

・既存の西区でア－ ・新潟大学との協働 ・新潟大学との協働 ・新潟大学との協働

・既存事業の見直し
等

・実施 ・実施 ・実施

【概要】

　高度な学術研
究機関である大
学を有する西区
の特色を活かし
て 大学との連

地域と大学連携プロジェクトｉｎ西区「音楽
造形部門」「健康づくり部門　アクティブ・
スポ－ツ編」

地域課 工程概要

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

大学生開票体験者数 A

大学生投票体験者数 A

【概要】
新潟大学，新潟国際情報大学の学生に投・開票事務従事者
の募集について協力依頼を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(23)　情報公開と市民参画の充実

実施内容

指
標

大学生開票体験者数

大学生投票体験者数

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　各種選挙の投
開票事務に区内
の大学生の協力
を得て，若年層
の政治参加への
意識の高揚を図
るとともに，こ
れを職員の事務
負担の軽減や経
費の圧縮にもつ
なげます。

選挙における大学生活用投票率アップ作戦 総務課
工
程
表

トの事業内容・実施
方法を見直す。

企画音楽会の開催
・小中学生を対象に
した造形ワ－ク
ショップの開催
・健康スポーツ事業
の実施

企画音楽会の開催
・招聘作家や学生に
よる造形作品の展示
・小中学生を対象に
した造形ワ－ク
ショップの開催
・健康スポーツ事業
の実施

企画音楽会の開催
・小中学生を対象に
した造形ワ－ク
ショップの開催
・健康スポーツ事業
の実施

4事業 4事業 5事業 4事業 5
平成25年
度以降

6,300人 2,100人 6,400人 2,100人
6,400
人

平成25年
度以降

・既存事業の見直し
等

・実施 ・実施 ・実施

・既存の西区でア－
トの事業内容等を見
直す
・健康づくり部門で
は、事業実施に向け
新潟大学や関係機関
との連携体制を整え
る

・大学との協動企画
による音楽会、体験
型造形イべント、生
活習慣改善のための
運動講習を開催

・リアン（コンサー
ト、ワークショッ
プ）
・うちのＤＥアート
（展示、ワーク
ショップ）
・空想動物遊園
・運動教室

・リアン（コンサー
ト、ワークショッ
プ）
・アートクロッシン
グ（造形）
・アクティブスポー
ツ（6事業）

4事業 3事業 6事業 8事業

6,300人 4,756人 11,227人 11,261人

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

実施事業数 A

参加人数 A

・これまで実施してきた「西区でアート事業」を，大学と
の連携を強化・拡充する方向で見直す。
・黒埼地域で開催してきた大学との協働企画音楽会を他地
域でも開催する。
・造形について開催方法を見直し，小・中学生を対象にし
たワ-クショップは平成22年から毎年開催，造形作品展示
については平成23年から隔年開催とし，事業内容の充実を
図る。
・新たに健康づくり部門でも新潟大学と連携し，生活習慣
病予防のための健康スポ－ツ事業を実施し，区民の生活の
質の向上を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

実施事業数

参加人数6

て，大学との連
携，地域との協
働により芸術文
化活動の一層の
進化と深化，浸
化を図り，区民
の豊かな心を育
みます。

工
程
表

進
行
管
理
表

工程実績
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の実施
・事業専従者の研修
実施
・西区てくてくウ
オーキングMAP作成

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の積極
的実施
・事業専従者の研修
実施
・西区てくてくウ
オーキングMAPの普及

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の積極
的実施
・事業専従者の研修
実施
・西区てくてくウ
オーキングMAPの積極
的普及

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の積極
的実施
・事業専従者の研修
実施
・西区てくてくウ
オーキングMAPの積極
的普及

4か所 8か所 12か所 15か所 15か所
平成25
年度

0か所 3か所 3か所 3か所 3か所
平成25
年度

・指針作成，実施 ・実施 ・実施 ・実施

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の実施
・事業専従者の研修
実施
・西区てくてくウ
オーキングMAP作成

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の実施
・事業専従者の研修
実施
・ウオーキングMAP普
及講習会実施とＭＡ
Ｐ看板設置

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の実施
・ウオーキングMAP普
及講習会とＭＡＰ看
板設置

・西区ニコニコヘル
スアップ事業の実施
・ウオーキングMAP普
及講習会とＭＡＰ看
板設置

4か所 12か所 9か所 13か所

0か所 10か所 5か所 4か所

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

西区ニコニコヘルスアップ事業実
施箇所数

C

西区てくてくウォーキングMAP実践
講習開催箇所数

A

【概要】
大学と連携して，コミュニティ協議会を実施主体とした健
康づくり推進事業を実施する。
〇西区ニコニコヘルスアップ事業
〇西区てくてくウオーキングMAP普及事業
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

西区ニコニコヘルスアップ事業実
施箇所数
西区てくてくウォーキングMAP実践
講習開催箇所数

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・指針作成，実施 ・拡大，実施 ・拡大，実施 ・拡大，実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

7

　大学と連携し
て，生活習慣病
予防や高齢化対
策のため，食生
活の改善や運動
習慣の定着を図
ることにより，
健康を増進し，
区民の健やかな
身体をつくりま
す。

区民主体の支え合い活動の展開 健康福祉課

工
程
表

0か所 10か所 5か所 4か所

・農業まつり・新鮮
あさ市
・農業体験親子ツ
アー
・女性交流会
・食と農の学校
・地場産学校給食推
進

・子ども農業体験教
室
・農業まつり・新鮮
あさ市
・食と農の学校
・地場産学校給食推
進

・子ども農業体験教
室
・農業まつり・新鮮
あさ市
・食と農の学校
・地場産学校給食推
進

・子ども農業体験教
室
・農業まつり・新鮮
あさ市
・食と農の学校
・地場産学校給食推
進

20人 20人 30人 30人 30人
平成26
年度

0人 20人 20人 30人 30人
平成26
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・農業まつり
・新鮮あさ市
・農業体験親子ツ
アー
・女性交流会
・食と農の学校
・地場産学校給食推
進

・農業まつり
・新鮮あさ市
・食と農の学校
・子ども農業体験教
室
・地場産学校給食推
進

・農業まつり
・新鮮あさ市
・食と農の学校
・親子農業体験教室
・地場産学校給食推
進

・農業まつり
・新鮮あさ市
・食と農の学校
・親子農業体験教室
・地場産学校給食推
進

20人 20人 23人 30人

― 20人 51人 48人

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

食と農の学校参加者数 B

子ども農業体験教室参加者数 A

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
大学と連携して，農作物の定植から収穫までの一連の農作
業体験や，収穫物を調理する実習活動を新たに取り入れる
など，市民ニーズに即した農業体験活動の場の提供に重点
的に取り組む。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

指
標

食と農の学校参加者数

子ども農業体験教室参加者数

8

　大学と連携し
て，農作物の定
植から収穫まで
の一連の農作業
体験や，収穫物
を調理する実習
活動など，市民
ニーズに即した
農業体験活動の
場を提供しま
す。

都市と農村の交流・地産地消の推進事務の見
直し

農政商工課

工
程
表

工程概要

進
行
管
理
表

工程実績

講習開催箇所数
A
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■西蒲区　改革目標　工程表    

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

 

・窓口・事務改善グ
ループ立上げ
・区役所内のサイン
改善のための調査実
施
・改善提案募集・検
討・実施

・サイン改善調査に
基づき改善内容検討
実施
・改善提案募集・検
討実施

・区役所内サイン改
善実施
・改善提案募集・検
討・実施

・改善提案募集・検
討・実施

指
標

26件 26件 26件 26件
平成25年
度以降

・事務改善検討グ
ループ立上げ
・改善実施

・事務改善検討グ
ループによる改善策
の検討・実施

・事務改善検討グ
ループによる改善策
の検討・実施

・事務改善検討グ
ループによる改善策
の検討・実施

・西蒲区役所各課職
員からなる区役所事
務改善検討グループ
立上げ
・区役所内のサイン
改善のための調査実
施　　等

・事務改善検討グ
ループ（２班）によ
る、課題解決のため
の調査・検討及び改
善策の策定
・サイン（案内表
示）の整備実施

・事務改善検討グ
ループによる調査・
検討及び改善策の策
定
・サイン（案内表
示）の整備実施
・区独自研修会開催

・事務改善検討グ
ループによる調査・
検討
・サイン（案内表
示）の整備実施
・区独自研修会開催

指

【概要】
区役所各課職員からなる窓口・事務改善検討グループを立
ち上げ，区役所全体の視点から窓口サービスや事務効率化
等について検討し，改善を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

改善提案数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工程概要
・窓口・事務改善グ
ループ立上げ
・改善実施

・改善実施 ・改善実施 ・改善実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　政令指定都市
4年目にあっ
て，改めて普段
行っている窓口
サービスの改
善，事務の効率
化等を推し進め
ることにより，
一層の市民サー
ビスの向上を図
るため，職員に
よる窓口・事務
改善検討グルー
プを立ち上げ，
窓口サービスの
改善等市民サー
ビスの向上に繋
がる事項の改善
実施に取り組み
ます。

窓口サービスの改善・事務の効率化等 総務課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

指
標

26件 11件 11件

・事業仕分け作業 ・類以施設調査
・予算要求
・施設管理･運営業務
内容の洗い出し

・候補者選定
・条例改正
・施設管理･運営引継
内容の確認

・モニタリングの実
施

指
標

23施設 23施設
平成24
年度

・導入調査 ・調査検討 ・調査検討 ・調査検討

・事業仕分け作業 ・類似施設導入状況
調査

・制度導入体系の検
討
・市の統一的な方針
の検討
・新規施設の西川総
合体育館について
は、他施設とは別に
制度導入を検討

・市の統一的な方針
を決定

指
標

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度の導入数 C

・導入調査 ・調査検討
・候補者選定
・条例改正

・制度導入
・実施

【概要】
指定管理者制度の導入に向けて調査・検討を行い，（仮
称）西川総合体育館の供用開始に併せた平成24年度から制
度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度の導入数

進
行
管
理
表

工程実績

2

　市が直営で管
理している西蒲
区内のスポーツ
施設（23施
設），文化施設
（5施設）斎場
（1施設）及び
観光施設（1施
設）について，
多様化する住民
ニーズに効果的
かつ効率的に対
応し，市民サー
ビスの向上を図
るとともに，経
費の節減を図る
ことを目的に指
定管理者制度を
導入することと
し，スポーツ施
設にあっては平
成24年度から，
文化施設及び斎
場にあっては平
成25年度から，
観光施設にあっ
ては平成22年度
からそれぞれ指
定管理者制度を
導入します。

西蒲区内スポーツ施設（23施設）への指定管
理者制度導入

地域課

工
程
表

工程概要

改善提案数 C
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・事業仕分け作業 ・類以施設調査
・施設管理･運営業務
内容の洗い出し

・類以施設調査
・予算要求
・施設管理･運営業務
内容の点検

・候補者選定
・条例改正
・施設管理･運営引継
内容の確認

指
標

5施設
平成25
年度

・導入調査 ・導入調査 ・調査検討 ・調査検討

・事業仕分け作業 ・施設管理・運営業
務内容の洗い出し

・施設の管理・運営
のあり方を検討

・運営業務の一部を
委託

指
標

更なる検討

・耐震診断の実施 　現敷地内で新築が
可能か，移転が必要
か（移転の場合はそ
の場所），火葬炉の
数，施設の基本構想
等を本庁担当課と調
査検討

・類似施設調査
・設計及び建設費の
予算要求

・施設建設（単年
度）
・指定管理者の公募
及び選定
・施設設置条例の改
正

指
標

導入
平成25
年度

・類似施設調査 ・調査検討
・設計･建設費予算要
求

・建設･指定管理者選
定

【概要】　現在直営で管理している巻斎場については，施
設の老朽化が進み，耐震診断により施設の改築と併せて指
定管理者制度への移行を検討する時期に来ています。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度への移行

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度の導入数 C

4

巻斎場維持管理業務の指定管理者制度の導入 区民生活課

工
程
表

工程概要

・導入調査 ・調査検討 ・調査検討
・候補者選定
・条例改正

【概要】
指定管理者制度の導入に向けて調査・検討を行い，平成25
年度から制度を導入する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(221)　指定管理者制度導入のさらなる推進

実施内容

指定管理者制度の導入数

進
行
管
理
表

工程実績

3

　市が直営で管
理している西蒲
区内のスポーツ
施設（23施
設），文化施設
（5施設）斎場
（1施設）及び
観光施設（1施
設）について，
多様化する住民
ニーズに効果的
かつ効率的に対
応し，市民サー
ビスの向上を図
るとともに，経
費の節減を図る
ことを目的に指
定管理者制度を
導入することと
し，スポーツ施
設にあっては平
成24年度から，
文化施設及び斎
場にあっては平
成25年度から，
観光施設にあっ
ては平成22年度
からそれぞれ指
定管理者制度を
導入します。

西蒲区内文化施設における指定管理者制度の
導入

地域課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

・類似施設調査 ・調査検討
・市全体計画の見直
しから白紙の状態

・市全体計画の見直
しから白紙の状態

・簡易耐震診断の実
施

・建築物定期調査
（老朽化診断）の実
施
・耐震診断の実施

・改修工事設計委託
業務の実施
・改修工事の実施

・改修工事の実施

指
標

導入時期未定

・結成率を平成24年
度までに55%に引き上
げるための実施計画
を作成するととも
に，今年度の目標を
達成する。

・自治会への説明会
を計画的に実施。

・自治会への説明会
を計画的に実施。

・自治会への説明会
を計画的に実施。

指
標

80自治会（見込） 93自治会 106自治会 119自治会 －

・指針作成・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・結成率を平成24年
度までに55%に引き上
げるための実施計画
を作成するととも
に，今年度の目標を
達成した

・結成率を平成24年
度までに56%に引き上
げるため，今年度の
目標を達成した

・結成率を平成24年
度までに57%に引き上
げるため，今年度の
目標を達成した

・結成率は自治会数
比56％，世帯数比
70％となり，当初の
目標を達成した

指
標

80自治会 96自治会 110自治会 122自治会

【概要】
出張所，各コミニュティ協議会と連携し，計画的に各地区
へ出向き，自治会等への説明会を開催して自主防災組織の
必要性，作り方，組織の運営方法，訓練のやり方，組織へ
の助成制度など具体的に説明を行っていく。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

実施内容

自主防災組織結成自治会数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

自主防災組織結成自治会数 A

工程概要 ・指針作成・実施 ・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

1

指定管理者制度への移行 C

5

　安全で災害に
強い街づくりを
推進するため，
コミュニティ協
議会や自治会等
との連携によ
り，自主防災組
織の結成率の向
上に努め，結成
した自主防災組
織の育成を支援
します。

地域防災力の強化について 総務課

工
程
表

進
行
管
理
表

工程実績
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■会計部門　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・窓口払事例調査 ・所属長あて通知研
修等で通知

・検討 ・実施 ・実施 ・実施

・窓口払事例調査 ・緊急時を除き原則
廃止

・緊急時を除き廃止 ・緊急時を除き廃止

・審査委任の可能性
を探る。

・調査結果に基づ
き，実施に向けて検
討

・実施

・調査

実施内容

【概要】
小・中学校が執行する消耗品費等の支出命書類について，
審査の委任を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】

実施内容
（実績）

2

　小・中学校が
執行する消耗品
費等について
は，審査の簡素
化を図ります。

小・中学校が執行する消耗品費等の支出命令
書類審査

会計課
工
程
表

会計課職員旅費等の窓口払

【概要】
職員旅費等の支払について，緊急な出張などの例外を認め
たうえで原則廃止とする。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

工程概要

・調査検討 ・実施工程概要

工
程
表

評価

2

・検討 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　職員旅費等の
窓口払について
は，原則廃止と
します。

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・調査 ・検討 ・実施 ・実施

・審査委任の可能性
を探る

・実施に向けての規
則等の整備

・実施のための改正
規則を施行し，年度
当初から委任した

・昨年度度から引き
続き委任している

【行政改革 ラ 改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

進
行
管
理
表

実施内容
（実績）

評価

2

工程実績
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■選挙管理委員会事務局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・統一マニュアル作
成のためのワーキン
ググループを立ち上
げる。（市，区選管
職員）

・ワーキンググルー
プ内で各区の事務処
理方法の整理を行
い，マニュアルの指
針を作成する。

・平成23年4月執行予
定統一地方選後，統
一マニュアルを作成
する。

・平成24年10月執行
予定の知事選挙で統
一マニュアルで実施
を行い，以後の選挙
で見直しを図る。

指
標

2 －

・調査 ・調査 ・見直し ・実施

・統一マニュアル作
成のためのワーキン
ググループを立ち上
げ（市，区選管職
員）

・参議院議員通常選
挙及び市長選挙の事
務処理マニュアルを
作成
・災害時の緊急時対
応マニュアル原案作
成

・大震災により，災
害時の緊急時対応マ
ニュアルの全面的見
直しを行うことにな
り，危機管理防災課
と協議を開始（H24継
続協議）

・共通事務処理マ
ニュアルの作成
・選挙事務における
緊急時対応マニュア
ルを作成

指

【概要】
事務処理の均一化及び均一化による事務処理の精度の向上
を目指し，共通の投開票事務処理マニュアルを作成し，そ
のマニュアルに基づく研修を実施する。
①投開票統一事務処理マニュアルの作成
②マニュアルに基づく研修の実施
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

マニュアル作成数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

1

工程概要 ・調査 ・指針作成 ・作成 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　現在，投開票
事務について
は，合併前の旧
新潟市方式と合
併市町村方式が
混在し，作業能
率上非効率であ
るため，共通の
投開票事務処理
マニュアルを作
成するととも
に，投開票事務
従事者に対し
て，マニュアル
に基づき研修を
実施します。

統一事務処理マニュアルの作成及び研修の実
施

選挙管理委
員会事務局

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

指
標

2 0 2

・第一次生活圏であ
る小学校区を目安と
した投票区の統合を
検討

・狭い区域に複数の
投票所がある地区の
投票区の統合を実施

・第一次生活圏であ
る小学校区を目安と
した投票区の統合を
検討

・第一次生活圏であ
る小学校区を目安と
した投票区の統合を
検討

指
標

233投票区 230投票区 230投票区 230投票区 －

・検討 ・検討・実施 ・検討・実施 ・検討

・第一次生活圏であ
る小学校区を目安と
した投票区の統合を
検討

・狭い区域に複数の
投票所がある地区の
投票区の統合を実施
北区：３投票区削減
秋葉区：５投票区削
減

・狭い区域に複数の
投票所がある地区の
投票区の統合を実施
北区：５投票区削減
秋葉区：２投票区削
減

・第一次生活圏であ
る小学校区を目安と
した投票区の統合を
検討

指
標

233投票区 225投票区 218投票区 218投票区

評価

実施内容
（実績）

2

投票区数 A

・検討 ・検討・実施 ・検討 ・検討

【概要】
①小学校区を目安とした投票区の統合
②投票環境の良い会場への変更
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

投票区数

進
行
管
理
表

工程実績

2

　投票区の設置
を第一次生活圏
である小学校区
を目安とし，地
域の事情を考慮
して必要に応じ
て見直しを行
い，投票区を統
合することによ
り，効率的な投
票所運営を実施
します。

投票区の統合
選挙管理委
員会事務局

工
程
表

工程概要

マニュアル作成数 B
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・区選管業務の現状
把握
・区選挙対策本部設
置に向けた指針を作
成

・区内での調整作業
及び説明会等の開催

・区選挙対策本部の
設置

指
標

0区 0区 8区 －

・現状把握･調査 ・現状把握・調査 ・現状把握・調査 ・現状把握・調査

・区選管業務の現状
把握
・見直しの調査検討

・区選管業務の現状
把握
・見直しの調査検討

・区選管業務の現状
把握
・見直しの調査検討

・区選管業務の現状
把握
・見直しの調査検討

指
標

0地区 0地区 0地区 0地区

・新潟国際情報大
学，新潟薬科大学で
実施
・江南区，秋葉区，
南区，西蒲区で実施

・新潟国際情報大
学，新潟薬科大学以
外の大学及び専門学
校等へ募集拡大
・全8区で実施

【概要】
大学生等に実際に開票事務に携ってもらうことにより，選
挙への関心を高めてもらうとともに，年々確保が困難と
なっている開票事務従事者対策の一助とする。
①市内大学及び専門学校等への開票従事希望者募集依頼
②参加学生への事前研修の実施

実施内容

工程概要 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

1

区選挙対策本部の設置数 C

　若年層に対す
る選挙啓発を積
極的に推進する
とともに，開票
事務従事者の円
滑な確保のた
め，大学生や専
門学校生などを
開票事務従事者
として積極的に

大学生等の開票事務従事者採用の拡大
選挙管理委
員会事務局

工
程
表

・現状把握･調査 ・方針決定 ・設置

【概要】
より正確かつ迅速な投開票事務を実施するため，区総務課
中心の現状組織を見直し，区全体で組織的に対応できるよ
う，新たな体制作りを行う。
①区選挙対策本部の設置
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプトを
ふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

区選挙対策本部の設置数

進
行
管
理
表

工程実績

3

　区選管の業務
について，区全
体で班体制を構
築するなど，よ
り組織的な運営
が可能な取り組
みを行います。

区選管業務の効率的な組織構築及び運営（区
選挙対策本部の設置）

選挙管理委
員会事務局

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・新潟国際情報大
学，新潟薬科大学で
実施
・江南区，秋葉区，
南区，西蒲区で実施

・市内の大学及び短
大並びに公務員専門
学校へ範囲を拡大し
て募集した
・事前の研修も実施
し，全８区に配置し
た

・市内の大学及び短
大並びに公務員専門
学校へ募集した
・事前の研修も実施
し，全８区に配置し
た

・市内の大学及び短
大並びに公務員専門
学校へ募集した
・事前研修を実施
し、全８区に配置し
た

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(23)　情報公開と市民参画の充実

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

4
として積極的に
採用します。
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・選挙執行にあたり
今後必要な用品につ
いて，市・区選管職
員からなるワーキン
ググループを立ち上
げ調査する。

①用品データベース
の様式を検討する。
②用品導入の判断基
準を検討する。

①データベースを利
用して用品を効率的
に使用する。
②計画に基づいて用
品を導入する。

・調査
・様式・基準の検
討・実施

・データベース・更
新基準の検討

・導入基準の策定

・選挙執行にあたり
今後必要な用品につ
いて，市・区選管職
員からなるワーキン
ググループを立ち上
げ調査した

・用品データベース
の様式検討
・用品導入の判断基
準の検討
・選挙時において，
一部用品の更新の実
施

・用品データベース
の原案作成
・用品導入、更新の
基準原案作成
・用品配置基準原案
作成

・各区への用品分配
後のデータベースの
作成　　　　　・用
品購入のための配置
基準の策定

・利用者の少ない期
日前投票所の日ご
と，時間ごとの投票
者数の調査

・期日前の初日から
の投票者が10人未満
の期日前投票所2カ所
の期間を短縮する。

　現在市内に
22ヵ所ある期日
前投票所のう
ち，利用する有
権者の数が1日
に数人しかいな
い施設につい
て，投票期間
（公（告）示日
の翌日～選挙の

期日前投票所の投票期間の短縮
選挙管理委
員会事務局

工
程
表

・調査 ・実施工程概要

[概要]
①選挙用品についてデータベース化を進める。
②選挙用品の調達について導入計画を策定する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(115)　電子自治体の推進

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績

【概要】
①期日前投票期間の初日からの投票者が少ない期日前投票
所の投票期間を短縮する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

評価

実施内容
（実績）

1

工程概要 ・調査 ・様式・基準の検討 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

5

　現在区選管で
管理している大
量の選挙備品に
ついて，データ
ベース化を進め
るとともに，今
後の選挙用品の
調達について
は，適切な導入
計画を策定し
て，計画的に実
施します。

選挙用品データベース構築及び選挙用品導入
計画の策定

選挙管理委
員会事務局

工
程
表

・調査 ・実施 ・実施なし ・実施

・利用者の少ない期
日前投票所の日ご
と，時間ごとの投票
者数の調査

・期日前投票の初日
からの利用者が少な
い南区の味方出張
所，月潟出張所につ
いて，参議選及び市
長選で開設期間を短
縮した

・県議選・市議選が
実施されたが，期日
前投票期間8日間のた
め，期間の短縮は行
わなかった

・南区味方、月潟出
張所及び西蒲区潟
東、中之口出張所で
期日前投票所開設期
間を短縮した

評価
6

の翌日～選挙の
期日の前日）を
短縮し，経費を
削減します。

2
実施内容
（実績）

仕

進
行
管
理
表

工程実績
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■人事委員会事務局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・大学卒業程度，免
許資格職における受
験上限年齢引き上げ
・民間企業経験者の
受験上限年齢撤廃
・獣医師の試験科目
簡素化
・国籍条項撤廃（消
防職以外）

・民間企業経験者試
験における職務経験
要件の見直しを検討
実施

・受験者数の状況や
他政令指定都市及び
県の動向を注視しつ
つ，必要な見直しを
実施

・受験者数の状況や
他政令指定都市及び
県の動向を注視しつ
つ，必要な見直しを
実施

指
標

実施 実施 随時実施 随時実施 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・大学卒業程度，免
許資格職における受
験上限年齢引き上げ
・民間企業経験者の

・民間企業経験者試
験における職務経験
要件に，公務員とし
ての職務経験を加

・大学卒業程度の技
術系職種の受験資格
を，専門課程履修か
ら専門科目履修に要

・獣医師の受験上限
年齢を引き上げた

【概要】
民間企業経験者試験における職務経験要件等，引き続き採
用要件の見直しに取り組む。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組 実施内容

採用要件見直し

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
2

工程概要 ・実施 ・実施 ・随時実施 ・随時実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　政令指定都市
移行に伴い，従
来にも増して，
幅広い視野と高
度な行政知識が
求められてお
り，新潟市政を
担うにふさわし
い高い行政能力
を持ち市民から
信頼される職員
を目指すため
に，多様で有
為・有能な人材
の確保が必要で
す。
 このため，職
員採用試験につ
いて，受験資格
年齢や職務経験
等の受験要件や
試験内容の見直
しを行う等，受
験機会拡大によ
る受験者数の増

職員採用要件の見直し
人事委員会
事務局

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

民間企業経験者の
受験上限年齢撤廃
等

ての職務経験を加
え，また，週あたり
勤務時間要件を緩和
した

ら専門科目履修に要
件を緩和した

指
標

実施 実施 実施 実施

表
実施内容
（実績）

2

採用要件見直し B

る受験者数の増
加と優秀な人材
の確保に努め，
質の高い職員集
団形成に子貢献
します。
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■農業委員会事務局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・農業委員会ホーム
ページに10月以降の
定例総会議事録掲載
・同ホームページに
活動計画等掲載，パ
ブリックコメント実
施

・農業委員会ホーム
ページに4月以降の定
例総会議事録掲載
・同ホームページに
活動計画等掲載，パ
ブリックコメント実
施

・農業委員会ホーム
ページに4月以降の定
例総会議事録掲載
・同ホームページに
活動計画等掲載，パ
ブリックコメント実
施

・農業委員会ホーム
ページに4月以降の定
例総会議事録掲載
・同ホームページに
活動計画等掲載，パ
ブリックコメント実
施

6 12 12 12 12
平成25年
度以降

1 1 1 1 －

・掲載内容の検討・
実施

・掲載・パブリック
コメント実施

・掲載・パブリック
コメント実施

・掲載・パブリック
コメント実施

・農業委員会HPに定
例総会議事録掲載
・同HPに活動計画等
掲載，パブリックコ
メント実施

・農業委員会HPに毎
月開催の定例総会議
事録掲載
・同HPに活動計画等
掲載，パブリックコ
メント実施

・農業委員会HPに毎
月開催の定例総会議
事録掲載
・同HPに活動計画等
掲載，パブリックコ
メント実施

・農業委員会HPに毎
月開催の定例総会議
事録掲載
・同HPに活動計画等
掲載，パブリックコ
メント実施

評価

実施内容
（実績）

2

【概要】農業委員会のホームページに各委員会定例総会議
事録を掲載し，平成23年度まで活動計画を策定し，パブ
リックコメント制度を利用する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(23)　情報公開と市民参画の充実

実施内容

指
標

農業委員会ホームページ掲載（総
会議事録）
農業委員会ホームページ掲載（総
合計画）

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要
・掲載内容の検討・
実施

・掲載 ・掲載 ・掲載

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　市のホーム
ページを活用し
て，農業委員会
活動を広報し，
併せてパブリッ
クコメント制度
を利用し，農業
委員会業務の透
明化を推進し，
コミュニケー
ションの活性化
を図ります。

情報公開，発信等による業務の周知と透明化
の推進

中央農業委
員会事務局

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

メント実施 メント実施 メント実施

6 12 12 12

1 1 1 1

・6農業委員会による
事業仕分け実施

・JA（関係農業協同
組合）等との業務調
整

・JA（関係農業協同
組合）等との業務調
整

指
標

6事業 4事業 4事業 3事業 0事業
平成25
年度

― ・改革実施 ・改革実施 ・改革実施

・6農業委員会による
業務仕分け実施
・標準小作料改定業
務の廃止

・農業者育成指導業
務をＪＡに移行

・委員研修業務のあ
り方の見直しを実施

・委員積立金管理事
務に係る現金取扱い
チェック体制等の見
直しを実施

指
標

6事業 3事業 2事業 1事業

評価

実施内容
（実績）

2

廃止・縮小業務数（6農業委員会合
計）

A

・事業仕分け実施 ・関係機関との調整 ・関係機関との調整 ・実施

事業仕分けを継続的に実施し，市民サービスを維持しなが
ら，事務・事業を見直し，経費削減を図る
_____________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

廃止・縮小業務数（6農業委員会合
計）

進
行
管
理
表

工程実績

2

　事業仕分けを
継続的に実施す
ることにより，
適切な業務及び
組織の在り方を
見直し，効果的
な経費の削減を
図ります。

事業仕分けに基づく業務運営手法の見直し
中央農業委
員会事務局

工
程
表

工程概要

指
標

農業委員会ホームページ掲載（総
会議事録）

B

農業委員会ホームページ掲載（総
合計画）

B
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■消防局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・消防力の整備指針
に併せて現状を分析
し適正な配置につい
て検討する。

・検討結果を消防署
所整備に反映し，消
防車両の適切な配備
を行う。

・検討結果を消防署
所整備に反映し，消
防車両の適切な配備
を行う。

・消防力の整備指針
に併せて現状を分析
し適正な配置につい
て検討する。

・適正配置の検討
・検討結果の反映
・適正配置の継続検
討

・検討結果の反映
・適正配置の継続検
討

・適正配置の継続検
討

・消防力の整備指針
に併せて現状を分析
し，適正な消防署所
及び車両の配置につ
いて検討した

・地域特性に応じて
消防車両の配置を
行った
・局・中央署の移転
構想に伴い，消防署
所及び車両の配置に
ついて継続検討した

・局・中央署の移転
構想に伴い，消防署
所及び車両の配置に
ついて継続検討した

・消防力の整備指針
策定
・局・中央署の移転
構想に伴い，消防署
所及び車両の配置に
ついて継続検討し
た。

　消防局におい
ても人事評価制 消防局人事評価制度の構築 ・実施要領の作成 ・実施 ・実施 ・実施企画人事課 工程概要

【概要】
消防署及び出張所の配置について，消防力の整備指針に併
せて検討を行い，今後における消防署所の整備と消防車両
の配備に反映させる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(121)　「大きな区役所」「小さな市役所」のコンセプト
をふまえた組織・業務分担見直し

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

工程概要 ・適正配置の検討 ・検討結果の反映 ・検討結果の反映 ・適正配置の検討

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　消防局庁舎の
移転計画にとも
ない，適正な消
防署及び出張所
の配置と消防車
両の配備につい
て検討し，効率
的で災害に強い
消防体制の構築
に取り組みま
す。

消防署及び出張所の適正配置 企画人事課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・試行に向けた実施
要領の作成

・課長補佐以上を対
象に試行実施

・平成22年度の実施
結果に基づく問題点
の抽出及び検証の実
施
・課長補佐以上の試
行の継続

・対象職員拡大に向
け実施要領の改正
・非評価者を小隊長
以上とし職務能力の
向上と人材育成につ
なげる。

・実施要領の作成 ・実施 ・実施 ・実施

・試行に向けた実施
要領の作成

・課長補佐以上を対
象に試行を実施

・平成22年度の実施
結果に基づく問題点
の抽出及び検証の実
施
・課長補佐以上の試
行の継続

・課長補佐以上の試
行の継続

1

2

ても人事評価制
度を導入し，職
員の職務能力の
向上と適正な人
事管理を行い，
高度化する消防
業務に対応でき
る質の高い職員
集団の形成に取
り組みます。

消防局人事評価制度の構築 ・実施要領の作成 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
消防に適した人事評価制度を構築することにより，人材育
成と適正な人事管理への活用を行い行政サービスの向上を
図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

進
行
管
理
表

工程実績 評価

企画人事課

工
程
表

工程概要

実施内容
（実績）
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・設置率等の調査を
実施し，早期設置に
向けて課題を抽出し
て効果的な普及啓発
を実施

・設置率等の調査を
実施し，早期設置に
向けて課題を抽出し
て効果的な普及啓発
を実施

・設置率等の調査を
実施し，課題を抽出
して効果的な普及啓
発を実施するととも
に，既存住宅の義務
化に併せて新たな取
組みの検討を実施

・設置率等の調査の
実施と新たな施策に
基づいた効果的な普
及活動を継続して実
施

指
標

25% 55% 60% 70% 70%
平成26
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・設置率等調査を実
施し，早期設置に向
けての課題を抽出し
て効果的な普及啓発
を実施

・設置率等調査を実
施し，早期設置に向
けての課題を抽出し
て効果的な普及啓発
を実施

・設置率等調査を実
施し，早期設置に向
けての課題を抽出し
て効果的な普及啓発
を実施

・設置率等調査を実
施し，早期設置に向
けての課題を抽出し
て効果的な普及啓発
を実施

指
標

25.0% 51.4% 79.1% 85.1%

・放火監視器10器購
入
・取付効果を調査

・放火監視器15器購
入
・事業結果で検討

・放火監視器15器購
入
・事業結果で検討

指
標

1.8以下 1.8以下 1.8以下 1.8以下
1.8以
下

平成25年
度以降

【概要】
平成21年度から3年計画で放火監視機器の整備を図り，取
付効果の調査結果で更なる強化を検討するとともに，ソフ
ト面での継続指導を行い，地域の安心・安全の確保を図
る。

実施内容

出火率（人口1万人当たり出火件
数）

工程概要 ・調査 ・検討 ・検討

評価

実施内容
（実績）

2

設置率 A

　放火火災防止
対策を推進し，
全国的に増加傾
向にある放火火
災の低減を図
り，安心・安全
なまちづくりに
取り組みます。

放火火災防止対策の充実強化 予防課
工
程
表

・実施

3

　既存住宅への
住宅用火災警報
器の設置が義務
化される平成23
年6月までに設
置を促進し，住
宅火災による死
者の低減を図り
ます。

予防課

工
程
表

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
住宅用火災警報器の設置率等の調査を継続的に実施し，設
置普及に向けて課題を抽出して効果的な啓発活動を実施す
る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(122)　戦略的都市経営による魅力創造・地域再生にむけ
た取組

実施内容

設置率

進
行
管
理
表

工程実績

住宅用火災警報器の設置促進 工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

標 下 度以降

・調査・検証 ・調査・検証 ・調査・検証 ・調査・検証

・放火監視器10器購
入　　・取り付けに
よる抑止効果を調査

・放火監視器15器購
入
・取り付けによる抑
止効果を調査

・放火監視器15器購
入　　　　・取り付
けによる抑止効果を
調査

・取り付けによる抑
止効果を調査

指
標

1.9 1.9 1.9 1.9

・飲料水兼用耐震性
貯水槽の整備計画に
ついて検討し整備計
画を修正する。

・40トン級耐震性防
火水槽（2基）を整備
する。

・40トン級耐震性防
火水槽（1基）を整備
する。

指
標

※4基（計画数） 2基 1基 1基
平成25
年度

・計画の見直し検討 ・計画の見直し実施 ・実施 ・実施

・飲料水兼用耐震性
貯水槽の整備計画に
ついて検討し整備計
画を修正

・飲料水兼用耐震性
貯水槽の整備計画を
修正し，平成２３年
度から４０トン級耐
震性防火水槽整備に
変更することとした

・見直し後の計画通
り，４０トン級耐震
性貯水槽を２基設置
した
（新津・中之口地
区）

・見直し後の計画通
り，４０トン級耐震
性貯水槽を１基設置
した
（白根地区）

指
標

4基（計画数） 2基 １基

評価

実施内容
（実績）

2

40トン級防火水槽への変更数 B

・整備計画の見直し ・実施 ・実施

【概要】
平成23～25年度に整備を予定している飲料水兼用耐震性貯
水槽（4基）を40トン級耐震性防火水槽に変更し，工事費
用及び将来的な維持管理費の削減を図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(113)　事業仕分けに基づく業務運営手法などの見直し

実施内容

40トン級防火水槽への変更数

進
行
管
理
表

工程実績
5

　限られた予算
で 大限の効果
が得られるよ
う，消防・救急
現場の第一線を
含め，効率的な
予算の執行に取
り組みます。

飲料水兼用耐震性貯水槽整備事業の見直し 警防課

工
程
表

工程概要

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(122)　戦略的都市経営による魅力創造・地域再生にむけ
た取組

数）

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

出火率（人口1万人当たり出火件
数）

C

4
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■教育委員会事務局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・計画的な受講の策
定

・社会教育主事講習
会の受講

・社会教育主事講習
会の受講

・社会教育主事講習
会の受講

指
標

36人 39人 42人 45人 50人
平成26
年度

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

・計画的な受講の策
定

・社会教育主事講習
会への受講

・社会教育主事講習
会への受講

・社会教育主事講習
会への受講

指
標

36人 35人 33人 35人

　学校に地域教
育 デ ネ

地域と学校

【概要】社会教育職員に占める社会教育主事資格者の配置
を現状の28％から平成26年度40％に上げ，市民の生涯学習
ニーズに応え，これを支援する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(132)　質の高い職員集団形成にむけた取組

実施内容

社会教育従事講習修了者数

進
行
管
理
表

工程実績

工
程
表

評価

実施内容
（実績）

2

社会教育従事講習修了者数 C

工程概要 ・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　市民等の多様
な生涯学習ニー
ズの対応を図る
ため，主体的な
役割を担う指導
者の養成を行い
ます。

社会教育主事の養成 生涯学習課

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

・事業を実施してい
る64校について検証
作業の実施
・検証結果を踏まえ
指針の作成

・地域と学校パート
ナーシップ事業希望
調査
・希望校に対するヒ
アリング

・地域と学校パート
ナーシップ事業希望
調査
・希望校に対するヒ
アリング

・地域と学校パート
ナーシップ事業希望
調査
・希望校に対するヒ
アリング
・平成26年度年度ま
での工程作成

指
標

64校 104校 拡充 拡充 171校
平成26
年度

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

・現在事業を実施し
ている64校について
検証作業の実施
・検証結果を踏まえ
指針を作成　等

・ワーキンググルー
プを立上げ実施校等
の検証作業を行い，
全校実施に向けた仕
組みを検討
・希望校へのヒアリ
ング実施

・現在事業を実施し
ている139校について
検証作業の実施
・希望校へのヒアリ
ング実施

・事業を実施してい
る158校について検証
作業の実施
・希望校へのヒアリ
ング実施

指
標

64校 105校 139校 158校

評価

実施内容
（実績）

2

地域教育コーディネーター配置校
数

B

・指針作成 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
平成26年度までに，市内全小中学校で地域と学校パート
ナーシップ事業を実施する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(211)　協働によるまちづくりの推進

実施内容

地域教育コーディネーター配置校
数

進
行
管
理
表

工程実績

2

育コーディネー
ターを配置し
て，地域と共に
歩む学校づくり
を推進します。
また，地域の
ニーズを把握し
て，学校施設の
有効活用によ
り，学習活動，
交流活動などの
「学びの拠点」
づくりを行いま
す。

地域と学校パートナーシップ事業 ふれあい推
進課

工
程
表

工程概要
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・コミュニティ協議
会等と連携しなが
ら，地域課題を探る
とともに，解決のた
めの事業や人材育成
事業を実施する。

・コミュニティ協議
会等と連携しなが
ら，地域課題を探る
とともに，解決のた
めの事業や人材育成
事業を実施する。

・コミュニティ協議
会等と連携しなが
ら，地域課題を探る
とともに，解決のた
めの事業や人材育成
事業を実施する。

・コミュニティ協議
会等と連携しなが
ら，地域課題を探る
とともに，解決のた
めの事業や人材育成
事業を実施する。

指
標

24 26 28 30 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・地域団体と連携
し，地域住民の交流
を深める事業や地域
課題に取り組む人材
育成事業を全公民館
で1事業以上実施

・地域団体と連携
し，地域住民の交流
を深める事業や地域
課題に取り組む人材
育成事業を全公民館
で1～５事業実施

・地域団体と連携
し，交流事業や人材
育成事業を全公民館
で実施
・コミュニティ・
コーディネーター育
成講座を2地区で実施

・地域団体と連携
し，交流事業や人材
育成事業を全公民館
で実施
・コミュニティ・
コーディネーター育
成講座を8区で実施

指
標

24 41 47 47

・学校の改築などに
併せたボランティア
室の整備

・学校の改築などに
併せたボランティア
室の整備

・学校の改築などに
併せたボランティア
室の整備

・学校の改築などに
併せたボランティア
室の整備

【概要】
改築などに併せ，学校や地域と相談しつつ，より親しみや
すい，地域に愛される学校づくりを推進するとともにコ
ミュニティの活動拠点の整備を図る。

実施内容

工程概要 ・実施 ・実施 ・実施 ・実施

評価

実施内容
（実績）

2

公民館と連携する地域コミニュ
ティ協議会の数

A

　学校の新築や
改築などの際に
コミュニティの
活動拠点となる
ボランティア室
を整備します。

学校の改築などに併せたボランティア室の整
備

施設課

工
程
表

・実施

3

　地域コミュニ
ティが自らの地
域課題解決のた
めに活動できる
よう，地域コ
ミュニティ協議
会や社会福祉協
議会等と連携し
ながら，人材育
成や体制づくり
を支援します。

中央公民館

工
程
表

【概要】
地域コミュニティ協議会や社会福祉協議会等と連携しなが
ら，地域課題解決のための事業を実施するとともに，地域
に関わる人材を育成支援する。対象となる地域コミュニ
ティの活動を地域の実情に応じて順次支援する。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

実施内容

公民館と連携する地域コミニュ
ティ協議会の数

進
行
管
理
表

工程実績

地域コミュニティ活動への支援強化 工程概要 ・実施 ・実施 ・実施

No. 改革目標
改革実施内容概要

指
標

22校 26校 28校 30校
全小中
学校

平成30
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・学校の改築などに
併せたボランティア
室の整備

・学校の改築などに
併せ，小学校４校，
中学校１校でボラン
ティア室の整備を
行った

・学校の改築などに
併せ，小学校３校，
中学校１校でボラン
ティア室の整備を
行った

・学校の改築に併
せ，小学校３校でボ
ランティア室の整備
を行った

指
標

22校 27校 31校 34校

・来年度予定地域関
係者との協議

・調理業務を民間委
託（2センター程度）
・次期予定地区との
協議

・調理業務を民間委
託（2センター程度）
・次期予定地域関係
者との協議

・調理業務を民間委
託（2センター程度）
・次期予定地域関係
者との協議

指
標

2施設 4施設 6施設 8施設 10施設
平成25
年度

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・給食センターの調
理業務を民間業者へ
委託
・次年度予定地域関
係者との協議

・給食センターの調
理業務を民間業者へ
委託
・次年度予定地域関
係者との協議

・給食センターの調
理業務を民間業者へ
委託
・次年度予定地域関
係者との協議

・給食センターの調
理業務を民間業者へ
委託
・次年度予定地域関
係者との協議

指
標

2施設 4施設 6施設 7施設

評価

実施内容
（実績）

1

委託給食センター数 C

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

【概要】
正規調理職員削減への対応と経費の削減，運営管理業務の
軽減を目的として学校給食センター及び学校の調理業務の
民間委託を推進するもので，地域の合意形成や業者を確保
しながら必要な施設改修（改築・炊飯施設）を行う。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(222)　現業業務など民間委託導入効果の高い業務への民
間委託導入の推進

実施内容

委託給食センター数

進
行
管
理
表

工程実績

5

　学校給食のあ
り方検討委員会
での提言を受け
て，財源の有効
活用と民間活力
の導入を図るた
め，地域の合意
を得ながら，14
ある学校給食セ
ンターの調理業
務を民間委託し
ます。

学校給食調理業務の民間委託 保健給食課

工
程
表

工程概要

___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(212)　地域コミュニティによる主体的なまちづくりの支
援

改築などに併せてボランティア室
を設置した小中学校数

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

3

改築などに併せてボランティア室
を設置した小中学校数

A

4
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■水道局　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

513,360m3
440,00

0
平成26
年度

10箇所 9箇所 8箇所 6箇所
平成26
年度

・小須戸浄水場廃止
・岩室浄水場廃止を
平成23年度に延期

．岩室浄水場廃止 ・月潟浄水場廃止

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

・広域系統連絡管整
備
・基幹浄水場施設整
備

513,360m3 513,360m3 460,050m3 452,350㎥

評価

実施内容
（実績）

2

指
標

計画一日 大給水量 B

【概要】
広域系統連絡管整備事業及び浄水場統廃合に係る基幹浄水
場等整備事業等を実施し，目標年次である平成26年度まで
の間に，計画どおりの統廃合を確実に実施。6箇所の基幹
浄水場に機能集約し，事業運営上， 適と考えられる施設
規模へのダウンサイジングを図る。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(341)　水道事業の経営健全化

実施内容

指
標

計画一日 大給水量

浄水場数

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・小須戸浄水場廃止 ・岩室浄水場廃止 ・月潟浄水場廃止

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　市町村合併に
より広域化した
後の事業規模に
ついて見直し，
施設規模の適正
化を図るととも
に，広域化によ
るメリットを活
かした効率的な
配水系統を再構
築するために，
浄配水施設の統
廃合を進めま
す。
 これにより，

適な事業規模
を実現するとと
もに，平成22年
度から平成31年
度までの10年間
で，浄水場の運
転管理費や施設
維持費など約16
億円を節減しま
す

適事業規模に向けた浄配水施設の統廃合 計画整備課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

10箇所 10箇所 9箇所 8箇所

・委託契約内容決定
・予算額決定

・職員によるバック
アップ体制をとった
上で年度当初から完
全実施

指
標

― 36,815千円 68,815千円 68,815千円 －

・委託化準備 ・完全実施 ・完全実施 ・完全実施

・委託契約内容決定
・予算額決定

・職員によるバック
アップ体制をとった
上で年度当初から完
全実施

・受託者での完全実
施

・受託者での完全実
施

指
標

― 36,815千円 68,815千円 68,815千円

評価

実施内容
（実績）

2

業務委託化による経費節減額 B

・委託化準備 ・完全実施

【概要】
定例検針の結果，使用水量の著しい増加等，異常水量が発
生した場合の原因調査等である再検針業務を委託。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(341)　水道事業の経営健全化

実施内容

業務委託化による経費節減額

進
行
管
理
表

工程実績

2

　現在，職員が
行っている再検
針業務を，平成
22年度から財団
法人新潟水道
サービスに委託
します。
 これにより，
人件費の削減を
図るとともに，
検針業務と再検
針業務の一体的
委託化による一
層の円滑・迅速
なお客様対応を
目指します。

企業の経済性を 大限発揮するための民間委
託の推進（再検針業務の委託）

事業所料金
課

工
程
表

工程概要

標
浄水場数 Bす。
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改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・委託契約内容決定
・予算額決定

・旧新潟市域におい
て，年度当初から委
託範囲を見直しし，
10月から全市域へ委
託化区域を拡大

指
標

11,000千円 11,000千円 11,000千円 －

・委託化準備 ・完全実施 ・完全実施 ・完全実施

・委託契約内容決定
・予算額決定

・旧新潟市域におい
て年度当初から委託
範囲を見直しし，10
月から全市域へ委託
化区域を拡大

・全市域で完全委託
化実施済

・全市域で完全委託
化実施済

指
標

11,000千円 11,000千円 11,000千円

工程概要 ・継続実施 ・継続実施 ・継続実施 ・継続実施

評価

実施内容
（実績）

2

業務委託化による経費節減額 B

　事業規模の適
正化に併せ，財
源を重点的に配

企業債残高の計画的圧縮 経営管理課

工

・委託化準備 ・完全実施

【概要】
道路，宅地内メーター上流漏水修繕調査，水道工事店への
修理依頼及び施行指示業務等を行う給配水管維持修繕業務
について，委託業務範囲の見直しを行い，委託化区域を全
市に拡大。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(341)　水道事業の経営健全化

実施内容

業務委託化による経費節減額

進
行
管
理
表

工程実績

3

　現在，合併前
旧新潟市域にお
いて，（財）新
潟水道サービス
に委託している
給配水管維持修
繕業務につい
て，平成22年度
から，その委託
業務範囲を縮小
（宅地内業務に
ついて，民間工
事業者を活用）
した上で，委託
化地域を旧新潟
市域外に拡大
し，全市統一的
な取扱としま
す。
 これにより，
人件費等の費用
削減を図るとと
もに，一層の円
滑・迅速なお客
様対応を目指し
ます。

企業の経済性を 大限発揮するための民間委
託の推進（給配水管修繕業務の委託）

事業所維持
管理課・工
務課

工
程
表

工程概要

No. 改革目標
改革実施内容概要

・計画的借入 ・計画的借入 ・計画的借入 ・計画的借入

指
標

52,529百万円 50,594百万円 49,529百万円 49,089百万円
47,184
百万円

平成26
年度

・継続実施 ・継続実施 ・継続実施 ・継続実施

・計画的借入 ・計画的借入 ・計画的借入 ・計画的借入

指
標

52,377百万円 50,120百万円 47,865百万円 46,672百万円

【概要】
元金償還額以内の企業債借入
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(341)　水道事業の経営健全化

実施内容

期末企業債残高

進
行
管
理
表

工程実績 評価

実施内容
（実績）

2

期末企業債残高 A

4

分することによ
り，企業債借入
額を元金償還金
の範囲内にとど
め，企業債残高
の計画的圧縮を
図ります。
 これにより，
将来的な水道財
政の硬直化を防
ぎ，健全財政の
確保に努めま
す。平成21年度
末の企業債残高
に対し，平成24
年度末ではこれ
を約34億円圧縮
することが目標
です。

工
程
表
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■市民病院　改革目標　工程表

改革実施項目名称 担当課

平成21年度(基準年) 平成22年度 平成23年度 平成24年度 最終目標／年度

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
開発と稼働

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
拡充

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
拡充

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
拡充

92.9% 94.1% 94.7% 96.9% －

94.5% 94.5% 94.5% 94.5% －

13.6日 13.4日 13.2日 13.0日 －

・開発，稼働，拡充 ・拡充 ・拡充 ・拡充

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
開発と稼働

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
拡充

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
拡充

・電子クリニカルパス
の拡充
・地域連携電子パスの
拡充

96.7% 103.6% 101.8% 102.2%

90.3% 93.9% 93.5% 92.1%

評価

実施内容
（実績）

2

指
　
標

経常収支比率 A

病床利用率 C

【概要】
電子クリニカルパスや地域連携パスを推進し，医療の標準化
と効率化を図ることにより，平均在院日数の短縮，病床利用
率の向上を実現。患者数増加による収益確保を目指す。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(342)　病院事業の経営健全化

実施内容

指
　
標

経常収支比率

病床利用率

平均在院日数

進
行
管
理
表

工程実績

工程概要 ・開発，稼働，拡充 ・拡充 ・拡充 ・拡充

No. 改革目標
改革実施内容概要

1

　市民病院は，
公立病院として
地域の基幹病
院，そして三次
救急医療機関と
いう役割を持っ
ており，適切な
質の高い医療を
確実に提供する
ことが求められ
ます。このこと
を基本とし，患
者サービスを向
上させながら健
全経営を目指し
ます。

平均在院日数の短縮や病床利用率の向上による
収益の確保

市民病院経営
企画課

工
程
表

指標の評価欄記載方法：

A：計画を上回っている

B：計画通り

C：計画を下回っている

工程表の評価欄記載方法：

3：工程より進んでいる ， 2：工程どおり

1：工程より遅れている ， 0：未着手

14.0日 13.8日 12.5日 12.2日

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施
・調査分析，改善検討

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施
・調査分析，改善検討

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施
・調査分析，改善検討

10対1 7対1 7対1 7対1 －

73％・83％ 76％・86％ 78％・88％ 80％・90％ －

7分 6分 6分 5分 －

・実施 ・実施 ・実施 ・実施

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施
・調査分析，改善検討

・看護師採用活動
・職員満足度調査実施
・患者満足度調査実施
・調査分析，改善検討

10対1 ７対1 7対1 7対1

73%・83% 88%・94% 90%・95% 89%・95%

7分 5分 - -

評価

実施内容
（実績）

2

指
　
標

看護体制（患者数：看護職員） B

患者満足度（外来・入院） A

患者会計待ち時間 B

・実施 ・実施 ・実施

【概要】
7対1看護体制の実現及び維持による手厚い看護と患者満足度
調査の結果の更なる活用により患者サービスを向上。患者数
の増加につなげる。
 ___________________________________________
【行政改革プラン　改革項目分類】
(342)　病院事業の経営健全化

実施内容

指
　
標

看護体制（患者数：看護職員）

患者満足度（外来・入院）

患者会計待ち時間2

効果的な人員配置による患者サービス向上
市民病院経営
企画課

工
程
表

工程概要 ・実施

進
行
管
理
表

工程実績

平均在院日数 A
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